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第７章 総合型健康保険組合及び総合型企業年金 

基金の労働者によるガバナンスの現状と課題 

 伊藤 彰久 

要 旨 

健康保険組合は、加入事業所の事業主の選定代表と被保険者の互選代表の参画により規約や予算

を定め、保険者機能を提供すべく労使自治による運営が行われている。総合型健康保険組合につい

ても、法制度上単一型など他の類型と変わらぬ運営を行うこととされている。 

総合型健康保険組合では、単一型健康保険組合に比べ加入事業所における労働組合の有無につい

て把握していない場合が多く、労働組合の参画が事業所における労使交渉の場に利用されるなどの

懸念も少なくない。総合型健康保険組合の加入事業所の労働組合は、単一型健康保険組合の実施事

業所の労働組合に比べ、健康保険に関する関心や意識が比較的低い。また、総合型健康保険組合で

は、組合会議員の立候補者の確保にも苦労している場合もある。 

こうした状況にあって労働組合が総合型健康保険組合に果たし得る役割を考察すると、事業所の

労働者の実情に精通している労働組合が役職員をして組合会議員に立候補せしめるにふさわしい立

場であると言える。その際、当該事業所の被保険者等の実態を勘案した立候補者の検討や資質向上

に係る支援、被保険者代表としての意見反映が求められる。総合型健康保険組合においてはコラボ

ヘルスの担い手として労働組合によるポピュレーションアプローチ、労使による積極的な取り組み

の普及が期待される。 

本調査研究により企業年金に関する労働組合の取り組みは確認されたが、関与に苦慮している状

況がうかがえた。企業年金基金は、労働条件の一部をなす退職給付に関わる外部積立機関であるが、

設立時以外過半数労働組合の関与の機会はない。そのため、労働組合が代議員等として運営に参画

することは極めて重要であり、その点は総合型企業年金基金についても変わるものではない。参画

により労働組合員の資産形成への関心を高めることや労働組合員への正確な情報提供などが期待さ

れる。 

その際、労働組合から代議員への立候補における加入者の実態の勘案や資質向上に係る支援、加

入者代表としての意見反映に努めることが求められる。 
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はじめに 
 

健康保険組合（以下、健保組合という。）、企業年金基金は制度趣旨や目的、保障の機能、加入者の関

与における労働組合の位置づけなどはそれぞれ異なるが、事業主を代表する選定側と被保険者または加

入者を代表する互選側双方を代表する者の労使自治1による運営が行われている点は共通している。また、

加入事業所に企業別労働組合がある場合には、互選代表には当該労働組合が選任されている場合が多い

と考えられる。しかし、その点について、調査結果等は見当たらない。 

また、資本関係のない企業が共同で実施する総合型健保組合と総合型企業年金基金（以下、本稿では

総合型組織という。）の設立が認められており、事業主と加入者の双方を代表する者による運営が行われ

ている点も両制度に共通している2。 

総合型組織における互選側の理事や議員、監事、代議員について、どのように選任され、加入事業所

において労働組合が存在する場合にどのような関与をしているかについて明らかにしている調査や分析

等も見当たらない。 

そこで、本稿においては、本研究で行った健保組合に対するアンケート調査及び労働組合調査並びに

健保組合及び労働組合に対するヒアリング調査から明らかとなった総合型組織における加入者による関

与の実態を基に、総合型組織における労働者によるガバナンスの課題と労働組合による関与等について

考察する。 

 

１．総合型健保組合の意義と機能 
 

総合型健保組合は、1935年４月に「神戸仲仕健康保険組合3」が初めて設立認可された。1922年の健康

保険法制定時の原始規定として「二以上ノ事業主ハ共同シテ健康保険組合ヲ設立スルコトヲ得」とあっ

たが、事業の種類を異にする場合には傷病率等が異なり保険料負担に不均衡を生じることとなること、

加入事業場が遠隔である場合には組合会の開催等の事務費がかかることにより、政府管掌健康保険に加

入した方が便宜であること等を理由に、２以上の事業所による共同設立は認められていなかった4。 

 
1 健康保険法においては被保険者代表の組合会議員及び理事の参画が保障されているが、「労働組合」に法律上の位置づけ

はない。本章においては、吉原健二・和田勝「日本の医療保険制度史」p45に収載されている同法の国会での政府の説明に

おいて「健康保険ハ仮病取締ノ目的ヲ達シ、其ノ他運用ノ実績ヲ挙グルタメ、事業或ヒハ同業者或ヒハ労働組合或ヒハ地

方区画ヲ単位トスル相互組織ノ上に立ツ自治組合ヲシテ担当セシムルヲ可トスルハ、諸先進国ノ立法例ニ於テ殆ド一致ス

ルトコロデアル。」とされ、法制定時より労働組合がその運営単位の例として想定されていたこと、鈴木三郎「健康保険組

合発達史」（北村社会保険出版）p296 11行目～p297 10行目収載の第27回全国保険課所長事務打合会（1947年５月21日、22

日）「五、健保組合の運営に関する件」において「健保組合は、事業主とは全然別個の存在であり、組合会は、労資双方よ

り互選された議員で組織された最高機関である。」との友納武人健保課長指示を根拠に、健康保険組合を含め「労使自治」

と表現する。 
2 鈴木三郎「健康保険組合発達史」p338 ２～６行目に詳述されているとおり、1952年ごろから「綜合組合」の名称が出現

し、厚生労働省の健康保険組合設立認可基準などの通知や全国総合健康保険組合協議会では「総合健康保険組合」と表記

されている一方、厚生労働省令では「総合型健康保険組合」と表記されている。また、確定給付企業年金の事業運営基準に

おいて「総合型企業年金基金」と称している。本稿では「総合型健康保険組合」「総合型健保組合」「総合型企業年金基金」

「総合型年金基金」と称することとする。 
3 現兵庫県運輸業健康保険組合 
4 鈴木三郎「健康保険組合発達史」（北村社会保険出版）p143、９～16行目 
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その後も、健保組合の設立認可方針として安定的運営のための財政基盤が重視され、総合型健保組合

については当局によって設立認可に消極的な姿勢が取られた。そのため、戦前に設立された総合型健保

組合は、地域の同業組合等を母体とするものや戦時下の統制会社を母体とするものを中心に15組合に限

られた。 

戦後となり、1952年ごろから中小企業事業主間の自発的な運動として「総合組合」の認可が実現する

中、総合組合について初めて1955年の保険局長通達により「一定の地域または同種の事業の多数事業主

が共同して設立する組合である」と定義づけられた。その後国民皆保険体制を敷くために、総合型健保

組合の認可と同種既存組合への事業所編入等を進める方針が取られた。 

2002年の健康保険法等の一部を改正する法律で改正された健康保険法第11条第２項により引き続き、

適用事業所の事業主が共同して設立することができることとされているが、その目的は危険分散を図る

こととされている5。同種同業の事業体が共同して健保組合を設立したものをいうのが通例であるが、そ

れらの事業体は、人事の交流および事業内容に有機的な関連がなく、単に地域的、職域的なつながりに

よる事業体が集まり設立されるのが実情であるとされ6、合算して3,000人以上の被保険者数が設立要件

とされている7。 

1988年５月には、異業種であっても卸商業団地等、地域的に連帯の強い適用事業所による「地域総合

健康保険組合」の設立が可能となり、2002年３月からは、関連会社等企業グループの関係にある適用事

業所も含めて総合型健保組合として設立が可能となるとともに、地域型総合健保組合の都道府県・市町

村単位の地域規制が撤廃された8。 

 

２．総合型健保組合の加入者代表の関与に関する制度について 
 

健康保険法は、鐘紡共済組合や三菱造船所救護基金など共済組合の展開、第一次世界大戦後の不況や

労働争議の頻発を背景に、労使協調により産業の健全な発展を図る労働政策立法の性格を持って制定さ

れた。労使協調、適正な保険運営の観点から、当事者自治による組合方式が最善であるとされ、同法に

おいて健保組合が制度化された。そして、同法施行令により、理事と組合会議員は労使の代表が各同数

をもって組織することとされた9,10。 

健保組合の組合員は、その組合員権に基づく当然の効果として健保組合の事業に参与する権利を有す

るが、事実上組合員全員の集合の下に会議を開催することは不可能だとして、組合員中から選定または

選挙された定数の組合会議員で組織した組合会を議決機関とした、とされている11。 

 
5 法研（2017）．「健康保険法の解釈と運用」p242、１～２行目 
6 「健康保険法の解釈と運用」p242、４～６行目 
7 健康保険法施行令第１条第２項 
8 「健康保険法の解釈と運用」p242、14～19行目 
9 島崎謙治（2024）．「健康保険法100年の軌跡と展望」『健保連八十年の歩み』第四部．健康保険組合連合会、p342、年表p419 
10 濱口桂一郎（2018）．『日本の労働法政策』．独立行政法人労働政策研究・研修機構p969、p989で、労使二者構成の常設的

労使委員会制度の嚆矢として紹介している。 
11 「健康保険法の解釈と運用」p258、１～４行目 
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組合会の議員については、同法第18条第３項において、定数を偶数とすること、その半数は設立事業

所の事業主及び設立事業所に使用される者から選定すること、他の半数は被保険者である組合員におい

て互選することが定められている。厚生労働省の健康保険組合事業運営基準では、組合会議員の定数に

ついて「組合会の議決が理事の意向によって影響を受けることのないよう、理事定数の２倍を超える数

にするものとし、その上で、組合員（カッコ内省略）の意思が適正に反映されるよう定めること。」とさ

れており、組合員の意思を反映した事業運営が重視されている。 

なお、それらの選出方法に関しては、法令や同運営基準において、総合型健保組合と単一型健保組合

は区別されていない。選定議員（事業主側）については、「多数の事業主が共同して健康保険組合を設立

したために、組合会議員定数上、全事業所の事業主等が組合会議員となり得ない場合も考えられるが、

かかる場合には、規約で定めるところにより、適当な方法で組合会議員たる事業主を選定することとな

る。」12と説明されている。互選議員の選出においても、選定議員と同様に全事業所から加入者代表が互

選議員となり得ない場合も考えられる。また、互選の結果として特定の職種や性別の偏りが生ずること

も十分想定されるが、健保組合の民主的な運営を重視し、加入者の立候補の意思を尊重する建付けとさ

れていると解することができよう。 

また、理事については、同法第21条第２項において、選定側、互選側とも、各側の組合会議員におい

て、それぞれ同数を互選することとされている13。定数については、同運営基準において、「理事会の議

決が理事長や常務理事といった組合の事務局を兼ねる理事の意向によって影響を受けることのないよう、

適切に定めること（組合の事務局を兼ねる理事が理事長及び常務理事の２人である場合は、理事は６人

以上であること。）。」と定められているが、多数の事業主による共同設立の場合について特段の説明はさ

れていない。 

 

３．総合型企業年金基金の意義と機能 
 

総合型企業年金基金（以下、総合型年金基金という。）については、確定給付企業年金法（以下、ＤＢ

法という。）第12条第１項第５号に、厚生年金適用事業所の事業主が共同して基金を設立しようとする場

合には、設立要件である厚生年金保険被保険者数について、当該事業所における同被保険者数を合算す

るとの規定が設けられていることにより設立が可能となっている。設立要件の同被保険者数は、健保組

合とは異なり単一型、総合型等で区別はなく300人と定められている。 

なお、同法施行令第10条の２に定める「二以上の事業主が共同して設立する基金（当該基金の実施事

業所の事業主のうち一の事業主が他の事業主と業務、資本金その他について密接な関係を有することそ

の他の厚生労働省令で定める要件に該当するものを除く）」が総合型年金基金に該当するものである。な

お、同規定においてカッコで除外しているものが「連合型」であるが、健保組合における「連合型」が、

「資本関係等において密接な関係を有する二以上の事業主が共同して設立する組合及び中心となってい

 
12 「健康保険法の解釈と運用」p258、13～15行目 
13 監事については、健康保険法第21条第４項において、各側からそれぞれ１人を選挙することとされている。 
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る事業所の事業主を除く他の事業所の事業主のみが連合して設立する組合」であるのに対し、年金基金

における「連合型」は総合健保組合に相当するもののほかに、事業主の９割以上が他の法律により設立

された一定の要件を満たした協同組織体に所属することが含まれる14。したがって、業務、資本金等につ

いて密接な関係を有する事業主で構成される総合型健保組合があるのに対し、総合型年金基金にはそう

したものは含まれないという違いがある。 

 

４．総合型年金基金の加入者代表の関与に関する制度について 
 

日本の企業年金は退職手当の支払い負担の平準化によって形成されてきたものであるが、昭和初期以

前にさかのぼると、退職金制度は功労報償や賃金の後払いとして行われていた。民間企業における最初

の企業年金は鐘紡共済組合とされ、財源は組合員の保険料と会社補助金その他であったが、その運営は

本部役員がすべて支配人の選任であり、組合員による互選は支部役員のうちの４分の３についてであり、

組合員による関与は限られていた15。労働者保護のために退職手当の支給を企業に義務づけた退職積立

金及退職手当法の制定、労働基準法により「退職に関する事項」が就業規則の絶対的必要記載事項、「退

職手当その他の手当」が相対的必要記載事項とされ、退職手当が労働条件の一部をなすことが明確化さ

れた。厚生年金基金について代議員や理事を労使同数で構成することが定められた16。 

年金基金の代議員会については、確定給付企業年金の事業運営基準（以下、ＤＢ運営基準という。）

において「基金の運営の重要事項を決定する議決機関であり、基金の運営の中核を占めるものであるこ

とから、事業主や労働組合等一部の者の専横を廃し、民主的に運営される必要があること」が求められ

ている。さらに、複数事業所で基金を設立する場合には、「各実施事業所の事業主及び加入者の意思が適

切に反映されるよう配慮すること」が求められている。特に、総合型年金基金の選定代議員の定数につ

いては、社会保障審議会企業年金部会において2016年４月から約２年間にわたり行われた総合型年金基

金のガバナンスに関する議論を踏まえ、実施事業所の事業主の９割以上が所属する協同組織体が設立す

る場合を除き、実施事業所の事業主の数の10分の１（事業主が500を超える場合は50、30を下回る場合は

３）以上とされた17。その選定方法については、（１）事業主が他の事業主と共同で選定代議員候補者を

指名する方法、（２）各事業主が独自の選定代議員候補者を指名する方法のいずれかを基本とし、（１）

及び（２）の指名を希望しない事業主は選定行為を現役員・職員以外の第三者（選定人）に委任できる

とされる。また、議員の代理出席は、災害、傷病等やむを得ない事情がある場合に限り、一人の代議員

が代理できる代議員の数は最小限に止めることとされているほか、代議員会で審議された事項等につい

て、代議員に選定されていない事業主も含めた全ての事業主への情報提供を適切に行うことが求められ

 
14 ＤＢ法施行規則第19条の２ 
15 佐口卓（1977）．『日本社会保険制度史』．勁草書房、p52 ３行目～p54 ７行目 
16 吉原健二・畑満（2016）．『日本公的年金制度史』．中央法規出版、p351、濱口桂一郎（2018）．『日本の労働法政策』．独立

行政法人労働政策研究・研修機構、p667 
17 「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（平成29年厚生労働省令第121号）の施行等に伴う確定給付企業年

金の規約の承認及び認可の基準等について」（平成29年11月８日年企発1108第１号）で認可基準として定められ、その後同

内容がＤＢ法施行令（令和２年政令第292号）で第10条の２として追加された。 
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ている。なお、互選代議員についてはＤＢ運営基準等で説明がされていないが、民主的な運営の観点か

ら、健保組合同様選挙における立候補を重視しているものと解することができよう。 

理事の選出については、ＤＢ法第21条第２項において、選定側、互選側とも、各側の代議員において、

それぞれ同数を互選することとされている18。 

 

５．健保組合アンケート調査結果からみる総合型健保組合の状況 
 

本研究において実施した健保組合に対するアンケート調査では、加入事業所における過半数労働組合

の有無、組合会の互選議員に占める労働組合関係者の割合、互選理事に占める労働組合関係者の割合に

ついて回答を得た。2019年度における過半数労働組合に関する回答では、単一型では「わからない」が

6.1％であったのに対し、総合型では82.6％であった。 

すべての設問の最後に設けた自由記入欄の記述を分析したところ、総合型の回答76件のうち、加入事

業所における労働組合の状況について把握していない、または、把握できないとするものは27件（35.5％）

であった。把握が困難とする理由については、「総合型であるため」とするものが多いが、加入事業所数

の多さを理由とするものも一部あった。 

また、連携困難または連携は望ましくないとするものが20件（26.3％）あった。その理由としては、

労働組合がない加入事業所との公平性を挙げるものが複数あった。中には、設立事業所の全組合員の意

見を代表できる立場ではないとするもの、かつて労働組合枠があったものの印象が良くないとするもの、

連携に期待できないとするものがあった。 

他方、労働組合との連携について望ましい、ありがたい、検討したいとするものが18件（23.7％）あ

った。その理由としては、健康増進や医療費適正化が推進される、保健事業の実施に有効である、また

は期待するとするものが複数あったほか、協力により健保組合からの発信をより周知できるとするもの、

加入者の行動変容につながる可能性、労働者の意見をより反映できる可能性を挙げるものがあった。事

業所の編入や新規適用の際に労働組合が関わってくる場合があることを挙げるものもあった。 

 

６．労働組合ヒアリング調査結果からみる総合型組織に対する労働組合の関与状況 
 

労働組合ヒアリング調査を行った11組合のうち、総合型健保組合に加入している企業の労働組合が１

組合、総合型年金基金に加入している企業の労働組合が２組合あった。これらの労働組合の総合型組織

に対する関与の状況は次のようなものであった。 

 

（１）総合型健保組合に加入する企業の労働組合 

総合型健保組合（以下、Ａ健保組合という。）に加入する企業（以下、Ｂ社という。）は、電機機器製

造の事業を行っている。本社は東京都内に所在し、製造拠点は長野県にあり、従業員数は約1,200人（ほ

 
18 監事については、ＤＢ法第21条第４項において、各側からそれぞれ１人を選挙することとされている。 
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か平均臨時雇用人員約200人）である。ユニオンショップの労働組合（以下、Ｂ労働組合という。）は、

本社支部と製造拠点の所在地の支部を合わせ組合員数が1,163人であり、電機連合に加盟している19。 

従業員の健康管理等はＢ社の従業員である保健師を抱える健康管理課が担っている。Ａ健保組合と労

働組合員の関係はＡ健保組合が発行する情報誌を通じて情報を得ているが、互選議員や互選理事にＢ労

働組合の役員等は参画していない20。Ｂ労働組合としては、仮に健康保険に関する意見があった場合に

は、Ａ健保組合に対してではなく、Ｂ社に対して意見を上げることをイメージしている。Ｂ社は健康経

営優良法人ホワイト500の認定を受けており、禁煙の取り組みなどが行われており、労働組合として同法

人についての周知活動等を行っている。なお、企業年金は規約型ＤＢが実施されている。 

 

（２）総合型年金基金に加入している企業の労働組合① 

総合型年金基金（以下、Ｃ年金基金という。）に加入する企業（以下、Ｄ社という。）は、４つの地域

および事業の部門で構成するカンパニー制を採用するレジャーを中心とした総合サービス事業を行って

いる。本社は京都府及び東京都内に所在し、店舗が全国に点在しており、従業員数は約11,500人（正社

員約4,500人、パート約6,000人）である。ユニオンショップの労働組合（以下、Ｄユニオンという。）の

組合員数はパートを含め約7,300人で、ＵＡゼンセンに加盟している。Ｄ社は規約型ＤＢと企業型確定拠

出年金（以下、ＤＣという。）のほか、Ｃ年金基金に加入している。 

Ｃ年金基金は、「法人規模、正社員、非正規社員に関わらず、すべての加入者が資産形成により将来の

安心を手に入れられるようサポート」することを基本方針の一つとし、Ｄ社の一カンパニーの下に設置

される人事制度開発等を業務とする関連会社が運営しているものであるが、同業他社を含む86事業所、

5,400人が加入している21。そのうちＤ社の加入者はアルバイトを含め3,000人を超える。各企業年金の加

入対象者は、規約型ＤＢ及び企業型ＤＣの加入対象は正社員、Ｃ年金基金はアルバイトを含む全従業員

を加入対象としている。 

Ｃ年金基金の代議員定数18（うち理事定数８）のうちＤ社関連会社の関係者は７人を占め、監事（定

数２）のうち１人をＤユニオンの書記長が務めているが、会社での人間関係から就任を打診されたので

はないかと同書記長は認識している。なお、Ｃ年金基金の資金運用は、「お預かりした大切な掛金を適正

に運用管理し、確実に給付を行なえるよう健全な財政運営に努めること」が重要との考え方に立ち、専

ら生命保険会社２社の一般勘定で行われている。 

 

（３）総合型年金基金に加入している企業の労働組合② 

総合型年金基金（以下、Ｅ年金基金という。）に加入する企業グループ（以下、Ｆホールディングスと

いう。）は、持株会社及び子会社９社で構成し、外食等の事業を行っている。本社は東京都に所在し、店

 
19 Ｂ社以外の連結会社18社のうち１社に、Ｂ労働組合とは別の２労働組合（Ｂ労働組合を含め同一の産別組織に加入）が

存在する。 
20 Ｂ労働組合のヒアリングの後にＡ健保組合にヒアリングした結果、Ｂ社から互選議員が出ていることが確認された。 
21 2025年４月現在 
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舗等事業所は全国に点在しており、グループ全体の従業員数は5,700人で、このほか年平均約36,000人の

臨時雇用者を雇用している。子会社９社のうち国内子会社６社にそれぞれユニオンショップの労働組合

があり、これら６労働組合で構成するＦグループ労働組合連合会はＵＡゼンセンに加盟している。Ｆホ

ールディングスの各社のうち、企業型ＤＣを実施している会社、規約型ＤＢを実施している会社がそれ

ぞれあり、正社員を加入対象としている。国内グループ会社６社と各労働組合は、社会保険に加入する

「クルー」等を含む従業員を労働組合員とするユニオンショップ協定を締結しており、これらの従業員

はＥ年金基金の加入対象者とされている。 

Ｅ年金基金は、全国にチェーン展開をしている外食産業を生業としている事業所を加入対象とする総

合型年金基金である。Ｆホールディングスの有価証券報告書によると、2023年１月１日からの１年間の

Ｅ年金基金への要拠出額は７億8,400万円である。Ｆグループ労働組合連合会に対するヒアリング調査

で、Ｆグループの従業員２万2,000人程度が加入しているものとみられるが、Ｆグループ労働組合連合会

から互選代議員は選出されておらず、理事及び監事にも就任していない。Ｆグループの従業員の加入状

況、資金運用状況等について会社、Ｅ年金基金のいずれからも報告や説明を受けていない。なお、Ｅ年

金基金はホームページによると、代議員定数28、理事定数14、監事定数２のほか、資産運用委員会（９

名）により運営されている。 

 

７．連合・連合総研「企業年金・健康保険に関する全単組調査」結果からみる総合

型組織に対する労働組合の関与の状況 
 

連合と連合総研で共同実施した「企業年金・健康保険に関する全単組調査」について、会社が加入し

ている健保組合について総合型と単一型で比較すると、労働組合役員等の組合会議員数の平均は単一型

が7.2人に対し、総合型は1.3人で、運営への参画状況に大きな差があることが確認できた。また、「過去

３年間に行った労働組合の会社や保険者に対する医療保険に関わる取り組み」について、「行った」とす

る割合は12項目すべてで総合型が単一型を下回った。「過去３年間に行った労働組合の組合員に対する

健康保険組合に関わる取り組み」も、「行った」とする割合は５項目すべてで総合型が単一型を下回った。

「労働組合として医療保険に関わる際に困ったこと」については、「その他」以外の選択肢すべてで総合

型が単一型を下回る一方、無回答が多かった22。 

以上の結果から、総合型健保組合に加入する会社の労働組合は、単一型健保組合に加入する会社の労

働組合に比べ、健保組合の運営への参画が少なく、また健康保険に関する会社、健保組合、労働組合員

それぞれに対する取り組みも少ないこと、健康保険に対する関心も低いことがうかがえる。 

 
22 「特に困ったことはない」も総合型が単一型を下回った。 
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８．総合型健保組合等に対するヒアリング調査結果 
 

総合型健保組合（６．（１）のＡ健保組合）に対するヒアリング調査を行った結果、加入者ガバナンス

に関する聴取内容は次のようなものであった。 

Ａ健保組合では互選議員について労働組合の役員等であるか否かについては、健保組合としては関係

ないとの考え方から、加入事業所における労働組合の有無自体把握していない。ただ、互選議員の立候

補者の確保に課題を抱えており、同様の加入事業所を抱える年金基金の役員について情報を得ることが

あるという。健康保険や福利厚生にある程度理解のある人物でないと、組織運営をしていくのは難しい

ためである。なお、組合会議員の所属事業所は、設立当初からの経緯で主に関東近辺で構成されている。 

Ａ健保組合では2023年度においては、組合会を２回、理事会を９回開催し、組合会や理事会の判断を

尊重した運営を行っている。これらの機関のほか、加入事業所における加入者への情報の提供や収集の

機能として、全事業者にそれぞれ健康管理推進委員を置き、健康保険制度の変更の案内や周知を依頼して

いる。各事業所からの意見聴取の機能にも期待するが、実際には意見はなかなか上がってこないという23。

 
23 各加入事業所からの推薦を要請し、理事長名で委嘱する。総務系の部署で福利厚生などを担当している従業員が担当す

ることが一般的である。 

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) (10) (11) (12)
０
人

１
人

２
人

３
人
以
上

無
回
答

件
数

中
央
値
・
人

平
均
値
・
人

健
診
・
検
診
の
メ
ニ
ュ
ー

の
充
実
・
改
善

勤
務
時
間
中
の
健
診
等
受

診
機
会
の
確
保

再
検
査
の
受
診
促
進
の
強

化 保
健
指
導
の
充
実
・
強
化

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
確

保
・
改
善

食
堂
の
メ
ニ
ュ
ー

の
健
康

面
で
の
改
善

禁
煙
の
取
り
組
み
の
強
化

保
険
料
に
関
す
る
要
求

医
療
費
や
健
診
等
自
己
負

担
関
係
の
要
求

健
康
保
険
組
合
の
存
続
に

関
す
る
要
求

組
合
員
に
対
す
る
広
報
の

充
実

健
康
経
営
の
取
り
組
み
強

化 件
数

総計 25.6 11.4 4.7 58.2 ･･･ 316 4.0 6.3 24.7 23.5 25.9 23.6 37.9 13.4 18.6 6.4 10.5 4.1 15.8 24.0 1,231

健康保険組合計 25.6 11.4 4.7 58.2 ･･･ 316 4.0 6.3 23.5 20.5 23.8 23.4 38.1 16.0 20.8 7.7 9.7 5.8 17.8 27.5 808

総合型健保組合 63.5 30.8 ･･･ 5.8 ･･･ 52 0.0 1.3 16.0 18.3 22.8 17.9 33.2 9.3 15.7 0.7 4.9 ･･･ 6.0 19.4 268

連合型健保組合 ･･･ ･･･ ･･･ 100.0 ･･･ 7 10.0 13.4 31.6 47.4 36.8 31.6 36.8 31.6 26.3 15.8 26.3 21.1 26.3 21.1 19

単一型健保組合別 17.7 6.8 6.3 69.2 ･･･ 237 7.0 7.2 26.3 21.3 24.4 26.5 42.2 19.9 24.9 11.6 11.4 8.5 24.6 34.4 422

Ｑ３９Ｘ　過去３年間に行った労働組合の会社や保険者に対する医療保険に関
わる取り組み＜行った・１＋２＋３＞

健
康
保
険
の
種

類
別

Ｑ３５Ｂ　労働組合役員等の議員数（Ｑ３０が１
で、Ｑ３５ＡとＱ３５Ｂに回答がある場合）

( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8)
健
診
・
検
診
の
受
診
勧
奨

保
健
指
導
の
利
用
勧
奨

運
動
の
推
進

食
生
活
の
改
善

禁
煙
の
推
進

件
数

仕
組
が
難
し
く
理
事
会
で

発
言
し
に
く
い

組
合
が
取
り
扱
う
優
先
順

位
が
低
く
な
る

組
合
が
求
め
て
も
ど
う
に

も
な
ら
な
い

世
代
間
で
意
見
が
食
い

違
っ

て
い
る

家
族
構
成
で
意
見
が
食
い

違
っ

て
い
る

医
療
保
険
へ
の
組
合
員
の

関
心
が
低
い

特
に
困
っ

た
こ
と
は
な
い

そ
の
他

無
回
答

件
数

総計 26.3 18.3 20.6 14.5 14.5 1,231 13.6 28.5 16.3 3.2 3.6 22.1 37.8 3.4 13.3 1,231

健康保険組合計 26.4 19.6 23.5 17.0 17.7 808 13.5 25.6 18.4 2.5 3.0 21.2 37.0 4.3 13.9 808

総合型健保組合 25.7 14.2 14.9 10.1 13.8 268 11.2 25.0 11.9 1.9 1.9 20.9 34.7 9.0 16.0 268

連合型健保組合 42.1 31.6 26.3 21.1 26.3 19 26.3 36.8 5.3 ･･･ 5.3 31.6 36.8 ･･･ 5.3 19

単一型健保組合別 25.8 22.3 29.4 20.9 19.9 422 15.6 27.3 23.0 3.3 3.8 24.2 38.2 2.4 10.2 422

健
康
保
険
の
種

類
別

Ｑ４０Ｘ　過去３年間に行った労働
組合の組合員に対する健康保険に関
わる取り組み＜行った・１＞

Ｑ４１　労働組合として医療保険に関わる際に困ったこと（複
数選択）
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健診予約や保養所の申し込み、体育奨励等の事業の申請が同委員を通じて行われてきたが、同委員の負

担の重さから、加入者が直接ホームページで申し込める仕組みにしてきている。なお、直営の健診機関

や保養所、体育施設を保有しているが、全国の加入者に対して実質的に利用機会を提供できないことに

は課題感をもっている。 

健保組合の運営に被保険者代表が積極的に参画することについては期待を示す一方、加入事業所の労

働組合の役員等が参画することについては、保険料の負担割合に関し組合会の場が労使交渉の場になっ

てしまったという話を聞いたことがあり、こうした労働組合の関与は健保組合の運営の在り方として逸

脱しており、良くない関わり方だったと認識している。事業所の労働組合には、受診率の向上やマイナ

保険証の普及、保養所の利用促進などについて周知の役割について期待している。 

 

９．総合型健保組合における加入者ガバナンスに関する考察 
 

総合型健保組合の組合会及び理事会の運営については、健康保険法及び同法の下位法令、厚生労働省

の健康保険組合事業運営基準、厚生局が示す「監事監査のポイント」文書において、加入事業所又は実

施事業所の資本上または人的関係の違いに基づく特別のルールは定められていない。そのため、組合会

議員及び理事について、加入事業所数の多寡、資本関係、人的関係等を考慮した選任は求められていな

い。また、同運営基準においても、「組合会は、組合の重要事項を決定する議決機関として組合運営の中

核をなすものであるから、組合会の機能を遺憾なく発揮させるため、次に掲げるところにより整備し又

は運営を行うこと。」としつつも、組合会議員の選出方法については特に定めていない。 

他方、健保組合が自治組織であることを踏まえると、加入事業所及び被保険者等による民主的な運営

が尊重されることが重要である。互選議員について立候補制が基本とされていることは、民主的な運営

を担保する仕組みとして極めて重要である。本研究にあたって行ったヒアリング調査でも、単一型にお

いては立候補の機会を活用し、加入事業所の労働組合が互選議員に立候補している例が一般的であった。

民主的な運営が行われるべきことは、自治組織である健保組合である以上、総合型健保組合においても

単一型健保組合と何ら変わるものではなく、設立認可において共通の考え方が取られていることは重要

である。 

総合型健保組合においては、組合会議員及び理事について、被保険者の属性に加え、所属する加入事

業所のバランスも考慮が必要になる。ヒアリングを行った総合型健保組合においては、互選議員の立候

補者の確保に苦労している様子がうかがえ、母体の事業者団体や同じく同団体を母体とする総合型年金

基金の代議員の選出状況を参考に立候補を促している。また、同健保組合ではすべての加入事業所に健

康管理推進委員を委嘱しているが、様々な手続きについて事業所経由から加入者が直接行う方式に切り

替えてきている。他方、健診受診率や保健指導の実施率、保険者が提供するサービスの利用、マイナン

バーカードの保険証利用等において課題認識を持っている総合型健保組合も見られる。 

こうした状況にあって、労働組合が総合型健保組合に果たし得る役割について考えてみたい。 

労働組合は事業所の労働者の実情に精通しており、加入事業所の労使による自治組織である総合型健

保組合の担い手として、その役職員をして組合会議員選挙に立候補せしめるにふさわしい立場にあると
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考えることができよう。健保組合の組合会については、日本における労使協議制及び常設的労使委員会

制度の嚆矢とされるが、総合型健保組合の組合会は、企業横断的な労使協議の場ともいうべき、先進的

な機能を担っていると言える24,25。加入事業所の労働組合の役職員から互選議員の立候補が行われ、いわ

ば労使協議の場に参画することについて、正当性を疑う余地はなかろう。労働組合は立候補者の検討に

あたり、事業所の地域分散や職種、ジェンダー等の状況など、加入事業所の被保険者の実態を勘案する

ことが求められる。また、労働組合内のプロセスの透明化の観点から、立候補者について労働組合の機

関手続きを経ることが望ましい。 

1948年２月に全国６ブロックで開催された健康保険組合事務打合会で健保組合に対し厚生省保険局保

険課からの指示事項で指摘されている状況は、本研究において組合会に役員等が参画している労働組合

のヒアリング結果と概ね一致していた26。組合会等に参画するに当たり、労働組合における立候補者の

検討において健康保険制度等に関する知識について考慮されていることは少なく、議員となったのちに

主に自ら知識を身に着ける努力がされている。このような実情を踏まえ、当該労働組合の加盟する産別

組織やナショナルセンターは、労働組合から立候補する互選議員の資質向上に関し、健康保険制度や健

保財政の仕組み、保健事業の意義といった基礎知識を得ることや、他の健保組合の状況の共有が図れる

よう、セミナーの開催や資料の提供等の支援を行うことが求められる。 

なお、健保組合に対するアンケート調査で、健診や保健指導、健保組合が提供するサービスの周知な

どについて労働組合の取り組みに期待する向きもあることが確認された。こうした労働組合とその家族

に対する周知においては、個人情報保護上の問題を生ずる可能性が低く、労働組合との協働が推進に寄

与することが考えられる。コラボヘルスの推進体制の一翼を労働組合が担うことは、厚生労働省保険局

の「データヘルス・健康経営を推進するためのコラボヘルスガイドライン」でも推奨されており、総合

型健保組合の取り組み事例も紹介されている27。総合型健保組合においては、健康づくりを含めたコラ

ボヘルスの取り組みについて労使での検討を推進し、こうしたいわばポピュレーションアプローチによ

る取り組みを加入事業所に普及させること、またそれを足掛かりとした加入事業所の労使による積極的

な取り組みの推進が期待される。 

 

 
24 濱口「日本の労働法政策」ではp969 ３～20行目で労使協議制の一つとして健康保険組合を、p989 ２～22行目では常設

的労使委員会として健康保険組合と厚生年金基金が取り上げられているほか、過半数代表制の導入から企画業務型裁量労

働制における労使委員会の導入、その後の集団的労使関係法制に関する労使の議論を含め詳述されている。 
25 集団的労使関係システムの在り方に関し常設的労使委員会の設置の議論が長年行われているが、健康保険組合の組合会

及び企業年金基金の代議員会における委員の選出の状況等を把握することは、同議論における検討材料を提供するものと

考えられる。 
26 鈴木三郎「健康保険組合発達史」p306 4～９行目には、1948年の厚生省指示事項として、「健康保険組合の事業運営は、

組合員の総意を基調とすること、所謂組合の民主化が必要である。組合の意思決定機関として、組合員の代議員である、

組合会議員が、組合会を構成して、これに当たるのであるが、この組合会が、稍もすれば低調になり勝ちである。この原因

を探求してみると、組合員自体が、健康保険制度を理解していないことに原因がある。そのため組合会が、事業主の意思

に左右せられたり、事務当局の原案をそのまま承認する結果となっている。そのため、組合会は形式的になるのであるか

ら、機会あるごとに、健康保険制度の普及に努め、組合員の組合意識を高める手段を構ずべきである。」などの内容が報告

されている。 
27 厚生労働省保険局「データヘルス・健康経営を推進するためのコラボヘルスガイドライン」p96 10～13行目、事例６ デ

パート健康保険組合 
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他方、健保組合アンケート結果では、労働組合の関与に否定的な意見も散見された。主に、組合会が

労使交渉の場と化す、特定の加入事業所のみ労働組合から参画することはバランスを欠くといったこと

が懸念として示された28。労働組合から総合型健保組合の組合会議員の選挙公示に基づき立候補をし、

結果として当選し、組合会議員として運営に参画する際には、組合会が複数の事業所の議員で構成され

るものであり、加入事業所全体の状況を踏まえ健保組合の運営を行うべきことや、労働組合員と健保組

合の加入者のそれぞれのカバレッジが異なることも十分認識し、労働組合員以外の被保険者を含め加入

者の実情を把握するよう努め、被保険者代表として意見反映等に努めることで、こうした懸念を払拭す

る必要がある。 

 

10．総合型年金基金における加入者ガバナンスに関する考察 
 

本調査研究では企業年金に対する労働組合の関与が積極的であるとは言い難い実態が明らかとなった

が、そのことは、老後所得保障としての性格を補強する一方で、企業年金の労働条件としての性格を脆

弱化させることにもつながりうる問題である。 

2024年12月１日よりＤＢ加入者に係るＤＣの拠出限度額に関し、加入者がそれぞれ加入しているＤＣ

以外の企業年金制度ごとの掛金相当額（他制度掛金相当額）を反映することとされたが、当該制度改定

に係る検討を行った政府審議会では、確定給付企業年金の掛金が確定拠出年金の拠出限度額を上回る企

業等が存在すること等が示された上で、厚生労働省が自助努力に対する支援に対する公平性等の観点か

ら当該見直しを提起したのに対し、使用者代表委員からは労使合意に基づく柔軟な制度設計の実現を求

める意見29、労働者代表委員からは労使合意に基づいて制度化されたＤＢを縮小しなければならない場

合があること等の懸念が表明された30,31。公的年金が縮小を余儀なくされる中、企業年金及び個人型ＤＣ

の老後所得保障機能の強化がさらに求められる場合には、労働条件の維持向上の観点からの労働組合の

企業年金に対する取り組みは重要性を増すと認識する必要がある。 

企業年金において、現実の運営において、企業側の恣意性が強く、適正な労使自治にはほど遠いこと

が指摘されてきた32。この点、労働組合ヒアリング結果から、労働組合が資産運用状況の確認やＤＣの商

品ラインナップに関し意見を述べるといった取り組みが行われていることが確認できたが、全単組調査

結果からは関与に苦慮している状況もうかがえ、現状においても多くの企業年金における適正な労使自

治は実現していないと言わざるを得ない。 

 
28 「健康保険組合発達史」p297 11行目～15行目に、友納武人健保課長より、注１収載の内容に続けて「従って組合運営の

責任は組合会にあるといわなければならない。もし、組合会議員が、特に互選された労働者側の議員が、この事業に関与

することが種々煩雑な事態を惹起しはしないかという杞憂のため組合会の開催をなるべく敬遠するような傾向があるとす

れば、組合事業再建の主体としての機能を失うのみならず、労働者を争議行為にのみ興味をもたせるようになって、決し

て産業全般にも利益のあることではない。」との指示が行われたとされている。戦後の時代背景があるにせよ、当局の健康

保険組合に対する認識としてきわめて興味深い。 
29 社会保障審議会企業年金・個人年金部会第12回（2020年７月９日）小林委員発言 
30 社会保障審議会企業年金・個人年金部会第17回（2020年11月20日）伊藤委員発言及び日本労働組合総連合会提出資料 
31 社会保障審議会企業年金・個人年金部会での議論を踏まえ、2024年12月１日における企業型ＤＣ規約に基づいた従前の

掛金拠出を可能とする経過措置を設けられた。 
32 河合塁「「退職金」としての視点からの企業年金改革の再検討」（法律文化社）、p35、６～15行目 
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特に、年金基金については、労働条件の一部をなす退職給付について使用者とは独立の外部積立機関

として資産の管理運用及び給付の支払いを担うものであるが、規約型ＤＢにおいては規約の変更や終了

の承認、規約の統合・分割などの際に過半数労働組合の同意書や労働組合の現況に関する事業主の証明

書が必要であるのに対し、年金基金においては基金設立認可時を除き代議員とならない限り過半数労働

組合は関与の機会がない。そのため、労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を目的とする組織で

ある労働組合が、代議員や理事として運営に参画することは極めて重要な取り組みである。 

労働条件の一部をなす退職給付について、労働組合の関与が極めて重要であることは、総合型年金基

金において何ら変わることはなく、参画において留保すべき点はないと考える。むしろ総合型年金基金

においても実施事業所の労働組合が参画することにより、労働組合員の資産形成への関心を高めること

や労働組合員への正確な情報提供などに寄与することが期待されるとともに、労働組合として望ましい

資金運用の考え方を意見反映する機会ととらえることも可能である。 

ＤＢ法の規定により、年金基金の設立認可申請にあたり、規約に定める実施事業所それぞれについて

労働組合の同意書や労働組合の現況に関する事業主の証明書等を添付する必要があることから、設立時

点において実施事業所における労働組合の有無について把握されている点は、総合型健保組合と異なる

点である。しかし、本研究で行った労働組合に対するヒアリング調査では、総合型年金基金の実施事業

所の労働組合が当該年金基金の運営に参画している例は把握できなかったことから、総合型年金基金と

労働組合の関係性は、総合型健保組合との間と同様に希薄であると考えられる。 

なお、労働組合から年金基金の代議員に立候補するにあたっては、総合型健保組合同様加入者代表と

しての認識に立つとともに、加入者の職種やジェンダー、地域等の状況などの実態を勘案することが求

められる。また、労働組合内のプロセスの透明化の観点から、立候補者について労働組合の機関手続き

を経ることが望ましい。 

労働組合から総合型年金基金の代議員選挙の公示に基づき立候補をし、結果として当選し、代議員と

して運営に参画する際には、代議員が複数の事業所の関係者で構成されるものであり、加入事業所全体

の状況を踏まえ年金基金の運営を行うべきことや、労働組合員と年金基金の加入者のそれぞれのカバレ

ッジが異なることも認識し、労働組合員以外の被保険者を含め加入者の実情を把握するよう努め、加入

者代表として意見反映等に努めることが求められる。 

また、参画する際には、企業年金及び公的年金の法制度、金融知識、年金資産運用等の知識が求めら

れることから、当該労働組合が加盟する産別組織やナショナルセンターにおいて、こうした知識の習得

機会の提供や他の労働組合の取り組み状況の共有を図るためのセミナーの開催や資料の提供、加入者の

立場を理解した専門家による知見の提供等の支援を行うことが求められる。 
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おわりに 
 

総合型健保組合は中小地場の事業主の多大なる努力の上に、政府管掌健康保険における実務上の課題

や当局の皆保険方針の実現の一翼を担う形で、労働者と家族の医療アクセスと健康保持の役割という重

要な役割を担ってきた。総合型年金基金は、労働条件の一部をなす退職給付と老後所得保障という、同

じく重要な役割を担っている。これらは多数の事業所の労使によって構成されているが、企業単位に設

立される単一型制度と基本的に変わらない労使参画の仕組みによって運営されている。そのことが、適

切な労使自治による運営を機能させる仕組みとなっているか検証することを試みようとしたが、結果と

して、総合型組織の実態把握が行えたとするには不十分であったと言わざるを得ない。しかし、労働組

合の関与の実情の把握にはある程度迫ることができたと考えている。いずれも自主自立の制度であり、

実質的な労使自治が実現されるよう、各機関において検証、検討されることを期待する。 

社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律（令

和７年法律第74号）により改正されたＤＢ法第100条第４項及びＤＣ法第50条第２項の規定により、事業

主等が厚生労働大臣に対し提出しなければならないＤＢの事業及び決算に関する報告書と企業型ＤＣの

業務についての報告書について、同大臣がこれらの報告書の記載事項のうち厚生労働省令で定めるもの

を公表することとされた33。 

本研究における全単組調査から、総合型年金基金に加入する企業の労働組合に対し、資金運用の状況

等が定期的に情報提供されている場合は多くないことが明らかとなった。ＤＢ及びＤＣの両制度が、税

制優遇により公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする、

公的年金制度の補完機能を有することを踏まえれば、ＤＢの事業報告書及び決算報告書並びにＤＣの業

務報告書の記載事項の一部を公表するにあたって、労使コミュニケーションの充実に資するよう、情報

開示が分かりやすく、かつ、他の企業年金との比較が可能となる形で公表されることが望まれる。 

また、前述のとおり、総合型年金基金の選定代議員の定数は基本的に実施事業所の事業主の数の10分

の１以上とされ、互選代議員も同数で代議員会が構成されることとなっているが、本調査研究では互選

代議員の選任の状況については把握することができなかった。業種を問わず、広く事業主を募って基金

の規模を拡大している事例もあり34、代議員数の増員は実施事業所の事業主及び加入者の意思の適切な

反映に寄与しているか、互選代議員の立候補について事業所の分散の状況、委任状による議決の状況等

を把握し、総合型年金基金における代議員数の増員が形式的な運用となっていないかの検証が必要であ

ると考える。 

なお、資本関係や人的関係において密接な関係を有さない総合型年金基金については、企業年金の実

施に向け検討する労使が情報収集をしやすくすることも重要であり、代議員会や理事会の構成について

所属事業所名までに限る等の工夫をしつつ、積極的な情報公開を行うことが求められる。 

 
33 2025年７月20日（公布日）から起算して５年を超えない範囲内において政令で定める日に施行 
34 第19回社会保障審議会企業年金部会（2017年６月30日）資料６ p７ 
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アンケート調査の実施概要 

 

（１）調査の実施時期 

2024年10月～2025年１月 

 

（２）調査票の配布及び回収 

調査はインターネット上のＷｅｂアンケートで実施し、有効回収数は1,231件である。連合を通じ産別

組織に回答協力を要請し、個々の労働組合が直接回答する方法をとった。 

そのため、有効回答数には、本部の名称での回答が１件、支部の名称での回答が19件、分会での回答

が１件含まれている。これら本部、支部、分会は、地域に基づくと思われるもの（例：〇〇労働組合愛

知支部）10件、単一組織組合の下部組織と思われるもの６件、事業組織に基づくと思われるもの（例：

〇〇労働組合本社支部）４件、その他１件であった。 

 

（３）調査で協力を求めた機関 

調査の実施に当たっては、調査票の企画、集計、分析について、労働調査協議会（略称：労調協）の

協力を得た。 

 

（４）分析上の留意点 

 集計区分で件数が少ないケースにおいては、報告書にて触れていない場合がある。 

 文章中の［ ］は設問を、「 」は選択肢を示す。また、＜ ＞は、複数の選択肢の小計を示してい

る。 
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属性 

 
調査回答組織の属性は第１表、第２表の通りである。 

労働組合員数は短時間・契約等労働者（直接雇用）を含む全組合員数の実数であり、従業員数は表頭

のレンジの選択肢を単一選択する方法で回答した結果である。回答労働組合員数には前述のとおり、本

部、支部、分会が含まれていることに加え、同一企業内に複数の労働組合がある場合や、複数の企業に

またがる単一労働組合もあり、労働組合員数と従業員数の関係が過半数労働組合であるか否かとは一致

しないことに留意が必要である。 

 

第１表 
 

  

労働組合員数 従業員数
２
９
人
以
下

３
０
～

９
９
人

１
０
０
～

２
９
９
人

３
０
０
～

９
９
９
人

１
０
０
０
～

２
９
９

９
人

３
０
０
０
～

９
９
９

９
人

１
０
０
０
０
人
以
上

無
回
答

２
９
人
以
下

３
０
～

９
９
人

１
０
０
～

２
９
９
人

３
０
０
～

９
９
９
人

１
０
０
０
～

２
９
９

９
人

３
０
０
０
～

９
９
９

９
人

１
０
０
０
０
人
以
上

無
回
答

件
数

7.4 17.5 26.0 27.3 10.5 5.6 4.2 1.5 3.0 13.0 23.5 29.5 16.0 7.3 6.7 1.1 1231

4411..11 5533..88 2.0 1.0 0.5 ･･･ 0.5 1.0 1188..88 8811..22 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 197

1.4 3333..66 6633..77 ･･･ ･･･ 0.3 0.3 0.7 ･･･ ･･･ 110000..00 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 289

0.6 2.5 33.9 6622..00 ･･･ ･･･ 0.6 0.6 ･･･ ･･･ ･･･ 110000..00 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 363

1.1 0.5 2.2 29.3 3344..44 18.2 13.0 1.4 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 5533..44 2244..44 2222..22 ･･･ 369

5.1 17.0 26.2 30.2 11.2 6.1 3.5 0.7 1.2 13.4 23.9 32.5 16.8 6.8 5.0 0.5 606

4.6 15.4 35.9 27.7 7.7 5.1 3.6 ･･･ 1.5 9.7 29.2 36.4 11.8 5.6 5.6 ･･･ 195

18.8 18.8 21.9 23.4 6.3 6.3 4.7 ･･･ 3.1 20.3 26.6 15.6 14.1 12.5 7.8 ･･･ 64

13.0 21.7 21.7 26.1 8.7 2.2 6.5 ･･･ 6.5 19.6 17.4 21.7 19.6 6.5 8.7 ･･･ 46

10.0 15.0 10.0 40.0 5.0 10.0 5.0 5.0 5.0 15.0 20.0 15.0 25.0 5.0 15.0 ･･･ 20

9.3 5.6 14.8 31.5 16.7 5.6 11.1 5.6 5.6 7.4 7.4 27.8 25.9 13.0 13.0 ･･･ 54

8.0 28.0 18.0 14.0 14.0 12.0 4.0 2.0 4.0 16.0 16.0 14.0 12.0 12.0 2266..00 ･･･ 50

3.2 14.3 38.1 27.0 11.1 1.6 1.6 3.2 3.2 4.8 28.6 31.7 22.2 7.9 1.6 ･･･ 63

20.0 ･･･ 40.0 ･･･ ･･･ 20.0 20.0 ･･･ ･･･ 20.0 ･･･ 20.0 20.0 ･･･ 40.0 ･･･ 5

16.1 25.4 18.6 18.6 11.9 3.4 5.9 ･･･ 11.9 16.1 22.9 24.6 11.9 6.8 5.1 0.8 118

4.8 16.6 26.3 29.1 11.8 6.0 4.7 0.7 2.2 12.2 23.2 31.3 17.2 7.5 6.4 0.1 1017

21.4 23.0 24.1 19.8 4.8 3.7 2.1 1.1 7.5 18.2 23.0 23.0 10.7 7.5 9.1 1.1 187

7.8 13.0 27.3 28.6 10.4 9.1 2.6 1.3 2.6 11.7 16.9 35.1 15.6 11.7 6.5 ･･･ 77

1.8 13.4 22.2 32.9 15.7 7.7 5.1 1.2 0.6 6.5 19.9 32.1 22.8 10.6 7.3 0.2 508

2.3 9.2 24.1 33.3 15.3 8.5 6.8 0.5 0.3 5.7 17.6 33.8 22.3 10.3 9.7 0.3 601

4.1 13.0 25.6 30.2 13.1 7.3 5.4 1.2 1.0 8.3 21.8 31.4 19.4 9.5 7.9 0.6 808

13.9 26.0 29.1 22.7 4.4 0.8 1.1 1.9 7.2 22.4 28.3 28.0 10.0 1.9 0.8 1.4 361

11.1 22.2 33.3 33.3 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 22.2 33.3 33.3 ･･･ ･･･ ･･･ 11.1 9

13.2 26.4 9.4 13.2 13.2 13.2 7.5 3.8 5.7 18.9 15.1 9.4 7.5 11.3 2288..33 3.8 53

5 ※下線数字は「総計」より5ポイント以上少ないことを示す
5 ※薄い網かけ数字は「総計」より5ポイント以上多いことを示す

15 ※濃い網かけ数字は「総計」より15ポイント以上多いことを示す
10 ※件数10以下なら網掛等非表示

総計

100人未満

100～299人

300～999人

1000人以上

従
業
員
数
別

主
な
業
種
別

過
半
数
労
働

組
合
に
つ
い

て
別

企
業
年
金
制
度
の

種
類
（

複
数
選

択
）

別

医
療
保
険
制
度
別

過半数労働組合でない

製造業

商業・流通

交通・運輸

サービス・ホテル

情報・出版

金融・保険

公務

建設業

医療・福祉

その他

過半数労働組合である

厚生年金基金

確定給付型年金（ＤＢ）

確定拠出型年金（ＤＣ）

健康保険組合

協会けんぽ

国民健康保険組合

共済組合
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第２表 

  過半数労働組合
について

業種

過
半
数
労
働
組
合
で
あ
る

過
半
数
労
働
組
合
で
な
い

無
回
答

製
造
業

商
業
・
流
通

交
通
・
運
輸

サ
ー

ビ
ス
・
ホ
テ
ル

情
報
・
出
版

金
融
・
保
険

公
務

建
設
業

医
療
・
福
祉

そ
の
他

無
回
答

件
数

82.6 15.2 2.2 49.2 15.8 5.2 3.7 1.6 4.4 4.1 5.1 0.4 9.6 0.8 1231

74.1 24.4 1.5 44.7 11.2 7.6 6.1 2.0 3.6 5.1 2.5 0.5 16.8 ･･･ 197

81.7 14.9 3.5 50.2 19.7 5.9 2.8 1.4 1.4 2.8 6.2 ･･･ 9.3 0.3 289

87.6 11.8 0.6 54.3 19.6 2.8 2.8 0.8 4.1 1.9 5.5 0.3 8.0 ･･･ 363

85.6 13.8 0.5 46.9 12.2 6.0 4.3 2.4 7.6 6.8 5.4 0.8 7.6 ･･･ 369

89.1 9.6 1.3 110000..00 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 606

84.6 12.8 2.6 ･･･ 110000..00 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 195

82.8 17.2 ･･･ ･･･ ･･･ 110000..00 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 64

65.2 3300..44 4.3 ･･･ ･･･ ･･･ 110000..00 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 46

85.0 15.0 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 110000..00 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 20

81.5 18.5 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 110000..00 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 54

58.0 4422..00 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 110000..00 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 50

81.0 17.5 1.6 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 110000..00 ･･･ ･･･ ･･･ 63

40.0 60.0 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 100.0 ･･･ ･･･ 5

72.9 26.3 0.8 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 110000..00 ･･･ 118

110000..00 ･･･ ･･･ 53.1 16.2 5.2 2.9 1.7 4.3 2.9 5.0 0.2 8.5 ･･･ 1017

･･･ 110000..00 ･･･ 31.0 13.4 5.9 7.5 1.6 5.3 11.2 5.9 1.6 16.6 ･･･ 187

80.5 14.3 5.2 49.4 23.4 3.9 6.5 ･･･ 3.9 5.2 5.2 ･･･ 2.6 ･･･ 77

89.6 9.4 1.0 55.9 14.4 3.0 2.8 1.2 6.5 0.6 6.5 0.2 9.1 ･･･ 508

88.9 10.3 0.8 50.6 20.0 3.3 2.7 2.0 6.7 0.3 6.5 ･･･ 7.8 0.2 601

85.3 13.1 1.6 52.1 15.7 3.3 3.5 2.2 6.3 0.4 5.7 0.2 10.0 0.5 808

80.6 16.6 2.8 49.6 18.8 10.0 4.4 0.6 0.8 1.4 4.7 0.8 7.8 1.1 361

77.8 11.1 11.1 55.6 ･･･ 11.1 11.1 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 11.1 11.1 9

56.6 3377..77 5.7 1.9 ･･･ ･･･ 1.9 ･･･ ･･･ 7799..22 ･･･ ･･･ 15.1 1.9 53

5 ※下線数字は「総計」より5ポイント以上少ないことを示す
5 ※薄い網かけ数字は「総計」より5ポイント以上多いことを示す

15 ※濃い網かけ数字は「総計」より15ポイント以上多いことを示す
10 ※件数10以下なら網掛等非表示

総計

100人未満

100～299人

300～999人

1000人以上

従
業
員
数
別

主
な
業
種
別

過
半
数
労
働

組
合
に
つ
い

て
別

企
業
年
金
制
度
の

種
類
（

複
数
選

択
）

別

医
療
保
険
制
度
別

過半数労働組合でない

製造業

商業・流通

交通・運輸

サービス・ホテル

情報・出版

金融・保険

公務

建設業

医療・福祉

その他

過半数労働組合である

厚生年金基金

確定給付型年金（ＤＢ）

確定拠出型年金（ＤＣ）

健康保険組合

協会けんぽ

国民健康保険組合

共済組合
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Ⅰ 企業年金制度 

 

１．企業年金制度の有無 

 

企業年金制度の有無について「あり」は70.9％、「以前も現在もない」は23.1％、「以前はあったが現

在はない」は6.0％となっている。 

従業員数別にみると、従業員数が多くなるほど「あり」も多くなり、300～900人で８割、1,000人以上

で９割弱に及ぶ（第１－１図）。 

 

第１－１図 企業年金制度の有無 
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２．自社の雇用管理区分 

 

企業年金制度がある場合の自社の雇用管理区分（複数選択）は、「定年再雇用者」は81.7％、「契約社

員（有期雇用）」は68.2％、「厚生年金加入者であるパートタイム」（54.0％）や「無期転換した社員」

（53.3％）は５割台となっている。 

従業員数別にみると、従業員数が多くなるほど「無期転換した社員」や「契約社員（有期雇用）」が多

くなる。 

業種別では金融・保険で「無期転換した社員」が多い（第１－１表）。 

 

第１－１表 雇用管理区分（企業年金制度がある場合・複数選択） 

  正
社
員
・
正
職
員
（

無

期
転
換
を
除
く
）

無
期
転
換
し
た
社
員

定
年
再
雇
用
者

契
約
社
員
（

有
期
雇

用
）

厚
生
年
金
加
入
者
で
あ

る
パ
ー

ト
タ
イ
ム

そ
の
他

無
回
答

件
数

100.0 53.3 81.7 68.2 54.0 6.5 ･･･ 873

100.0 30.7 81.3 49.3 40.0 4.0 ･･･ 75

100.0 38.8 80.9 61.2 53.6 6.0 ･･･ 183

100.0 55.7 83.6 70.0 55.7 7.0 ･･･ 287

100.0 65.4 81.9 76.3 57.0 7.2 ･･･ 321

100.0 53.6 81.7 69.6 56.0 4.7 ･･･ 448

100.0 47.8 80.3 61.1 63.1 14.6 ･･･ 157

100.0 48.4 67.7 64.5 51.6 3.2 ･･･ 31

100.0 64.3 78.6 67.9 53.6 7.1 ･･･ 28

100.0 60.0 86.7 73.3 46.7 ･･･ ･･･ 15

100.0 7755..55 87.8 73.5 46.9 8.2 ･･･ 49

100.0 28.6 85.7 100.0 42.9 ･･･ ･･･ 7

100.0 64.9 89.5 78.9 45.6 3.5 ･･･ 57

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ･･･ ･･･ 1

100.0 41.3 84.0 64.0 40.0 5.3 ･･･ 75

100.0 54.3 82.8 68.4 54.3 5.8 ･･･ 762

100.0 47.4 74.7 68.4 54.7 11.6 ･･･ 95

5 ※下線数字は「総計」より5ポイント以上少ないことを示す
5 ※薄い網かけ数字は「総計」より5ポイント以上多いことを示す

15 ※濃い網かけ数字は「総計」より15ポイント以上多いことを示す
10 ※件数10以下なら網掛等非表示

医療・福祉

その他

過半数労働組合である

過半数労働組合でない

建設業

従
業
員
数
別

主
な
業
種
別

過
半
数
労
働

組
合
に
つ
い

て
別

総計

100人未満

100～299人

300～999人

1000人以上

製造業

商業・流通

交通・運輸

サービス・ホテル

情報・出版

金融・保険

公務
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３．自社の雇用管理区分における企業年金の加入対象者 

 

企業年金制度がある場合の自社の雇用管理区分における企業年金の加入対象者（複数選択）は「正社

員・正職員（無期転換を除く）」（95.5％）は大多数を占め、以下「無期転換した社員」は17.2％、「定年

再雇用者」（12.8％）、「契約社員（有期雇用）」（8.2％）、「厚生年金加入者であるパートタイム」（6.1％）

は１割前後となっている1。 

従業員数別にみると、100人未満で「定年再雇用者」、「契約社員（有期雇用）」、「厚生年金加入者であ

るパートタイム」が目立ち、対象となる雇用管理区分が多い。 

業種別では、雇用管理区分と同じく金融・保険で「無期転換した社員」が多い（第１－２表）。 

 

第１－２表 企業年金の加入対象者（企業年金制度がある場合・複数選択） 

  

 
1 企業年金ありで、自社の雇用管理区分における企業年金の加入対象者について空欄だった回答については、少なくとも正

社員は対象としているものと想定し、「正社員・正職員（無期転換を除く）」を選択したものとして集計している。 

正
社
員
・
正
職
員
（

無

期
転
換
を
除
く
）

無
期
転
換
し
た
社
員

定
年
再
雇
用
者

契
約
社
員
（

有
期
雇

用
）

厚
生
年
金
加
入
者
で
あ

る
パ
ー

ト
タ
イ
ム

そ
の
他

無
回
答

件
数

95.5 17.2 12.8 8.2 6.1 0.9 3.8 873

97.3 14.7 25.3 13.3 12.0 ･･･ 2.7 75

96.7 14.8 13.1 5.5 4.9 0.5 2.7 183

94.8 15.3 12.9 8.7 7.3 1.4 3.8 287

96.6 20.9 9.7 8.4 4.4 0.9 3.1 321

94.4 17.0 11.6 6.5 6.5 0.2 4.7 448

98.1 12.1 12.1 8.3 5.1 2.5 1.9 157

100.0 22.6 16.1 12.9 9.7 ･･･ ･･･ 31

96.4 10.7 17.9 10.7 3.6 ･･･ 3.6 28

86.7 26.7 13.3 6.7 6.7 ･･･ 13.3 15

100.0 3322..77 12.2 10.2 8.2 2.0 ･･･ 49

100.0 28.6 57.1 71.4 14.3 ･･･ ･･･ 7

98.2 17.5 19.3 12.3 7.0 1.8 ･･･ 57

100.0 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 1

96.0 17.3 9.3 6.7 2.7 1.3 2.7 75

96.2 17.3 12.3 7.0 5.9 0.9 3.1 762

95.8 17.9 16.8 18.9 8.4 1.1 3.2 95

5 ※下線数字は「総計」より5ポイント以上少ないことを示す
5 ※薄い網かけ数字は「総計」より5ポイント以上多いことを示す

15 ※濃い網かけ数字は「総計」より15ポイント以上多いことを示す
10 ※件数10以下なら網掛等非表示

医療・福祉

その他

過半数労働組合である

過半数労働組合でない

建設業

従
業
員
数
別

主
な
業
種
別

過
半
数
労
働

組
合
に
つ
い

て
別

総計

100人未満

100～299人

300～999人

1000人以上

製造業

商業・流通

交通・運輸

サービス・ホテル

情報・出版

金融・保険

公務
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４．実施している企業年金制度の種類 

 

2024年入社の社員を対象に実施している企業年金制度の種類（複数選択）は、「確定拠出型年金（ＤＣ）」

が68.8％、「確定給付型年金（ＤＢ）」が58.2％となっている。なお「厚生年金基金」は8.8％（77件）と

なっているが、名称または基金番号の入力がないなどが36件、企業年金基金の名称を入力したものが26

件、日本年金機構や共済などの名称を入力したものが６件、規約型ＤＢ（企業名を含む）とするものが

４件、代行返上前の旧厚生年金基金の名称を入力したものが３件、健康保険制度の名称を入力したもの

が２件であった。厚生年金基金は2024年３月末現在４基金であることから、厚生年金基金の回答割合は

過大であることに留意が必要である。 

従業員数別にみると、100人未満で「厚生年金基金」がやや多い。また従業員数が多くなるほど「確定

給付型年金（ＤＢ）」と「確定拠出型年金（ＤＣ）」が多くなり、1,000人以上では前者は６割半ば、後者

は８割に達する（第１－３表）。 

 

第１－３表 2024年入社の社員を対象に実施している企業年金制度の種類 

（企業年金制度がある場合・複数選択） 

  厚
生
年
金
基
金

確
定
給
付
型
年
金

（

Ｄ
Ｂ
）

確
定
拠
出
型
年
金

（

Ｄ
Ｃ
）

無
回
答

件
数

8.8 58.2 68.8 2.6 873

14.7 48.0 48.0 8.0 75

7.1 55.2 57.9 1.6 183

9.4 56.8 70.7 2.1 287

8.1 64.5 79.1 1.2 321

8.5 63.4 67.9 2.9 448

11.5 46.5 76.4 1.3 157

9.7 48.4 64.5 ･･･ 31

17.9 50.0 57.1 3.6 28

･･･ 40.0 80.0 ･･･ 15

6.1 67.3 81.6 ･･･ 49

57.1 42.9 28.6 ･･･ 7

7.0 57.9 68.4 ･･･ 57

･･･ 100.0 ･･･ ･･･ 1

2.7 61.3 62.7 4.0 75

8.1 59.7 70.1 2.2 762

11.6 50.5 65.3 1.1 95

5 ※下線数字は「総計」より5ポイント以上少ないことを示す
5 ※薄い網かけ数字は「総計」より5ポイント以上多いことを示す

15 ※濃い網かけ数字は「総計」より15ポイント以上多いことを示す
10 ※件数10以下なら網掛等非表示

医療・福祉

その他

過半数労働組合である

過半数労働組合でない

建設業

従
業
員
数
別

主
な
業
種
別

過
半
数
労
働

組
合
に
つ
い

て
別

総計

100人未満

100～299人

300～999人

1000人以上

製造業

商業・流通

交通・運輸

サービス・ホテル

情報・出版

金融・保険

公務
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５．確定給付型年金（ＤＢ） 

 

（１）確定給付型年金（ＤＢ）の種類 

前設問で「確定給付型年金（ＤＢ）」を実施していると回答した回答者に対して、その種類（基金型・

規約型）、リスク分担型の実施状況を尋ねた結果は以下のとおりである。なお、前設問で「厚生年金基金」

の回答者に企業年金基金実施企業の労働組合が含まれているものと考えられるが、以下の設問はｗｅｂ

画面に表示されない仕様としたため、回答に含まれていない。 

確定給付型年金（ＤＢ）を実施している場合の種類（複数選択）は、「規約型（規約型ＤＢ）」は61.2％、

「基金型（基金型ＤＢ）」は35.6％となっている。 

従業員数別にみると、100人未満と1,000人以上で「規約型（規約型ＤＢ）」が、100～999人規模では「規

約型（規約型ＤＢ）」がそれぞれ多い（第１－４表）。 

 

第１－４表 確定給付型年金（ＤＢ）の種類 

（確定給付型年金（ＤＢ）を実施している場合・複数選択） 

 
  

基
金
型
（

基
金
型
Ｄ
Ｂ
）

規
約
型
（

規
約
型
Ｄ
Ｂ
）

無
回
答

件
数

35.6 61.2 4.9 508

5555..66 36.1 8.3 36

26.7 69.3 6.9 101

27.0 71.2 4.3 163

43.5 53.6 3.9 207

28.2 66.2 6.7 284

5588..99 35.6 6.8 73

26.7 73.3 ･･･ 15

28.6 8855..77 ･･･ 14

33.3 66.7 ･･･ 6

7788..88 24.2 ･･･ 33

100.0 ･･･ ･･･ 3

21.2 8844..88 ･･･ 33

100.0 ･･･ ･･･ 1

23.9 73.9 2.2 46

34.3 62.6 4.6 455

50.0 50.0 4.2 48

5 ※下線数字は「総計」より5ポイント以上少ないことを示す
5 ※薄い網かけ数字は「総計」より5ポイント以上多いことを示す

15 ※濃い網かけ数字は「総計」より15ポイント以上多いことを示す
10 ※件数10以下なら網掛等非表示

医療・福祉

その他

過半数労働組合である

過半数労働組合でない

建設業

従
業
員
数
別

主
な
業
種
別

過
半
数
労
働

組
合
に
つ
い

て
別

総計

100人未満

100～299人

300～999人

1000人以上

製造業

商業・流通

交通・運輸

サービス・ホテル

情報・出版

金融・保険

公務
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（２）基金型ＤＢについてリスク分担型の有無 

基金型ＤＢを実施している場合のリスク分担型の有無は、「リスク分担型ではない」（70.7％）が多数

で、「リスク分担型である」は21.0％である（第１－２図）。 

なお「リスク分担型である」とする回答件数（38件）は、2024年４月１日現在のリスク分担型企業年

金の制度件数23件（基金型と規約型の合計件数。厚生労働省調べ）を上回っており、回答には一部リス

ク分担型でないものが含まれているものと考えられる。 

 

第１－２図 基金型ＤＢについてリスク分担型の有無（基金型ＤＢを実施している場合） 
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（３）規約型ＤＢについてリスク分担型の有無 

規約型ＤＢを実施している場合のリスク分担型の有無についても、「リスク分担型ではない」（70.4％）

が多数であり、「リスク分担型である」は24.1％である（第１－３図）。 

なお「リスク分担型である」とする回答件数（75件）は、2024年４月１日現在のリスク分担型企業年

金の制度件数23件（基金型と規約型の合計件数。厚生労働省調べ）を上回っており、回答にはリスク分

担型でないものが多いものと考えられる。 

 

第１－３図 規約型ＤＢについてリスク分担型の有無（規約型ＤＢを実施している場合） 
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26

11

12

4

8

28

34

285

24

従
業
員
数
別

主
な
業
種
別

過
半
数
労
働
組

合
に
つ
い
て
別

リ
ス
ク
分
担
型
で
あ

る リ
ス
ク
分
担
型
で
は

な
い

無
回
答
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６．確定拠出型年金（ＤＣ） 

 

実施している企業年金制度の種類で「確定拠出型年金（ＤＣ）」を実施していると回答した回答者に対

して、マッチング拠出や選択制確定拠出年金（ＤＣ）の導入状況を尋ねた結果は以下のとおりである。 

 

（１）マッチング拠出の導入 

確定拠出型年金（ＤＣ）を実施している場合のマッチング拠出の導入は、「導入している」（49.9％）

と「導入していない」（44.1％）とに二分している。 

従業員数別にみると、1,000人以上で「導入している」が57.5％と多い（第１－４図）。 

 

第１－４図 確定拠出型年金（ＤＣ）についてマッチング拠出の導入 

（確定拠出型年金（ＤＣ）を実施している場合） 
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100.0

41.0
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50.0
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70.0

50.0

25.0

15.0

－

59.0

38.3

43.6

46.8

6.0

16.7

5.7

6.4

3.9

4.9

10.8

10.0

6.3

16.7

－

－

－

6.4

5.1

14.5

総計  

100人未満  

100～299人  

300～999人  

1000人以上  

製造業  

商業・流通  

交通・運輸  

サービス・ホテル 

情報・出版  

金融・保険  

公務  

建設業  

その他  

過半数労働組合で 

ある  

過半数労働組合で 

ない  

件
数

601

36

106

203

254

304

120

20

16

12

40

2

39

47

534

62

従
業
員
数
別

主
な
業
種
別

過
半
数
労
働
組

合
に
つ
い
て
別

導
入
し
て
い
る

導
入
し
て
い
な
い

無
回
答
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（２）選択制確定拠出年金（ＤＣ）の導入 

選択制確定拠出年金（ＤＣ）は、従業員が給与受け取りか確定拠出年金（ＤＣ）の掛金とするのかを

選択できる制度で、毎月の給与の一定額（従業員本人が決めた拠出額）を掛金とすることで、掛金は社

会保険料等、税金の算定賃金から控除される。中小企業向けに総合型確定拠出年金制度として提供され

ている場合もある。こうした制度は「選択型」と呼ばれる場合もあり、呼称は一定していない。 

確定拠出型年金（ＤＣ）を実施している場合の選択制確定拠出年金（ＤＣ）の導入は、「導入していな

い」（51.2％）が「導入している」（42.6％）をやや上回る。 

従業員数別にみると、1,000人以上で「導入している」が半数を占める（第１－５図）。 

 

第１－５図 確定拠出型年金（ＤＣ）について選択制確定拠出年金（ＤＣ）の導入 

（確定拠出型年金（ＤＣ）を実施している場合） 
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50.0

64.1

44.7

51.3

50.0

6.2

13.9

8.5

6.4

3.5

5.9

10.8

5.0
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－

－
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総計  

100人未満  

100～299人  

300～999人  

1000人以上  

製造業  

商業・流通  

交通・運輸  

サービス・ホテル 

情報・出版  

金融・保険  

公務  

建設業  

その他  

過半数労働組合で 

ある  

過半数労働組合で 

ない  

件
数

601

36

106

203

254

304

120

20

16

12

40

2

39

47

534

62

従
業
員
数
別

主
な
業
種
別
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半
数
労
働
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つ
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て
別
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し
て
い
る

導
入
し
て
い
な
い

無
回
答
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７．年金基金の理事の定数と労働組合役員等の理事数 

 
年金基金の理事の定数2の平均は9.7人であり、分布をみると「５人以上」（56.3％）と「10人以上」（34.8％）

が多い。年金基金の理事のうち、労働組合役員等の理事数は平均2.4人であり、分布をみると「０人」が

29.5％と多く、「３人」（22.3％）、「５人以上」（18.8％）、「１人」（17.0％）が１割台となっている（第

１－５表）。 

 

第１－５表 年金基金の理事の定数と労働組合役員等の理事数 

（基金型ＤＢを実施している場合、年金基金の理事の定数と労働組合役員等の理事数の 

両方に記入があるケース） 

 
  

 
2 企業年金基金のある企業の労働組合の回答のうち、基金型ＤＢを実施しており、年金基金の理事の定数と労働組合役員等

の理事数の両方に記入があるケースに限定して集計を行っている。また、定数については２未満及び200以上の回答、労働

組合役員等の理事数については定数の７割以上とする回答を除外している。 

年金基金の理事の定数  年金基金の理事の定数のうち労働組合役員等の理事数

５
人
未
満

５
人
以
上

１
０
人
以
上

１
５
人
以
上

２
０
人
以
上

３
０
人
以
上

無
回
答

中
央
値
・
人

平
均
値
・
人

０
人

１
人

２
人

３
人

４
人

５
人
以
上

無
回
答

中
央
値
・
人

平
均
値
・
人

件
数

1.8 56.3 34.8 1.8 5.4 ･･･ ･･･ 8.0 9.7 29.5 17.0 2.7 22.3 9.8 18.8 ･･･ 3.0 2.4 112

･･･ 28.6 57.1 14.3 ･･･ ･･･ ･･･ 14.0 11.7 57.1 28.6 ･･･ ･･･ ･･･ 14.3 ･･･ 0.0 1.0 7

･･･ 16.7 50.0 ･･･ 33.3 ･･･ ･･･ 14.0 14.7 50.0 16.7 ･･･ ･･･ ･･･ 33.3 ･･･ 0.5 2.8 6

4.2 45.8 41.7 4.2 4.2 ･･･ ･･･ 9.0 10.6 6622..55 16.7 4.2 16.7 ･･･ ･･･ ･･･ 0.0 0.8 24

1.3 65.3 29.3 ･･･ 4.0 ･･･ ･･･ 8.0 8.8 14.7 16.0 2.7 28.0 14.7 24.0 ･･･ 3.0 3.0 75

1.9 70.4 24.1 1.9 1.9 ･･･ ･･･ 8.0 8.2 13.0 7.4 3.7 3388..99 14.8 22.2 ･･･ 3.0 3.2 54

･･･ 8822..44 11.8 ･･･ 5.9 ･･･ ･･･ 8.0 8.6 5588..88 17.6 ･･･ 11.8 ･･･ 11.8 ･･･ 0.0 1.5 17

･･･ 100.0 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 6.0 6.7 ･･･ 33.3 ･･･ 33.3 33.3 ･･･ ･･･ 3.0 2.7 3

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 100.0 ･･･ ･･･ 20.0 20.0 100.0 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 0.0 0.0 1

･･･ 100.0 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 8.0 8.0 100.0 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 0.0 0.0 1

･･･ 16.7 8833..33 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 14.0 12.3 33.3 4411..77 4.2 ･･･ 4.2 16.7 ･･･ 1.0 1.5 24

50.0 ･･･ 50.0 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 6.0 6.0 50.0 50.0 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 0.5 0.5 2

･･･ ･･･ ･･･ 50.0 50.0 ･･･ ･･･ 19.5 19.5 100.0 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 0.0 0.0 2

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 100.0 ･･･ ･･･ 26.0 26.0 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 100.0 ･･･ 6.0 6.0 1

･･･ 42.9 42.9 ･･･ 14.3 ･･･ ･･･ 10.0 11.3 42.9 ･･･ ･･･ 14.3 14.3 28.6 ･･･ 3.0 2.6 7

1.1 60.2 35.5 1.1 2.2 ･･･ ･･･ 8.0 9.2 28.0 15.1 3.2 24.7 10.8 18.3 ･･･ 3.0 2.4 93

5.3 36.8 31.6 5.3 2211..11 ･･･ ･･･ 10.0 11.9 36.8 26.3 ･･･ 10.5 5.3 21.1 ･･･ 1.0 2.2 19

5 ※下線数字は「総計」より5ポイント以上少ないことを示す
5 ※薄い網かけ数字は「総計」より5ポイント以上多いことを示す

15 ※濃い網かけ数字は「総計」より15ポイント以上多いことを示す
10 ※件数10以下なら網掛等非表示

建設業

従
業
員
数
別

主
な
業
種
別

過
半
数
労
働

組
合
に
つ
い

て
別

総計

100人未満

100～299人

300～999人

1000人以上

製造業

商業・流通

交通・運輸

サービス・ホテル

情報・出版

金融・保険

公務

医療・福祉

その他

過半数労働組合である

過半数労働組合でない
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８．年金基金の代議員の定数と労働組合役員等の代議員数 

 

年金基金の代議員の定数は平均19.4人であり、分布は「10人以上」（26.5％）と「15人以上」（31.9％）

が多い。年金基金の代議員のうち、労働組合役員等の代議員数は平均4.8人であり、分布は「５人以上」

（46.0％）が多い（第１－６表）3。 

 
第１－６表 年金基金の代議員の定数と労働組合役員等の代議員数 

（基金型ＤＢを実施している場合、年金基金の代議員の定数と労働組合役員等の 

代議員数の両方に記入があるケース） 

 
  

 
3 企業年金基金のある企業の労働組合の回答のうち、基金型ＤＢを実施しており、年金基金の代議員の定数と労働組合役員

等の代議員数の両方に記入があるケースに限定して集計を行っている。また、定数については２未満及び200以上の回答、

労働組合役員等の代議員数については定数の７割以上とする回答を除外している。 

年金基金の代議員の定数
年金基金の代議員の定数のうち

労働組合役員等の代議員数

５
人
未
満

５
人
以
上

１
０
人
以
上

１
５
人
以
上

２
０
人
以
上

３
０
人
以
上

無
回
答

中
央
値
・
人

平
均
値
・
人

０
人

１
人

２
人

３
人

４
人

５
人
以
上

無
回
答

中
央
値
・
人

平
均
値
・
人

件
数

3.5 8.0 26.5 31.9 20.4 9.7 ･･･ 18.0 19.4 20.4 17.7 8.8 3.5 3.5 46.0 ･･･ 3.0 4.8 113

･･･ ･･･ ･･･ 50.0 16.7 33.3 ･･･ 20.0 23.2 50.0 33.3 ･･･ ･･･ ･･･ 16.7 ･･･ 0.5 2.2 6

14.3 ･･･ 14.3 42.9 ･･･ 28.6 ･･･ 18.0 30.6 42.9 28.6 ･･･ ･･･ ･･･ 28.6 ･･･ 1.0 4.0 7

4.0 12.0 20.0 36.0 20.0 8.0 ･･･ 18.0 18.6 4400..00 32.0 8.0 4.0 4.0 12.0 ･･･ 1.0 1.5 25

2.7 8.0 32.0 28.0 22.7 6.7 ･･･ 17.0 18.3 9.3 10.7 10.7 4.0 4.0 6611..33 ･･･ 7.0 6.2 75

5.4 8.9 30.4 26.8 21.4 7.1 ･･･ 17.0 17.1 12.5 5.4 7.1 7.1 5.4 6622..55 ･･･ 7.0 6.4 56

･･･ 12.5 5500..00 6.3 25.0 6.3 ･･･ 14.0 17.8 31.3 25.0 12.5 ･･･ ･･･ 31.3 ･･･ 1.0 3.3 16

･･･ 33.3 66.7 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 14.0 11.3 33.3 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 66.7 ･･･ 7.0 4.7 3

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 100.0 ･･･ 46.0 46.0 ･･･ 100.0 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 1.0 1.0 1

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 100.0 ･･･ 100.0 100.0 100.0 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 0.0 0.0 1

･･･ 4.2 ･･･ 7799..22 16.7 ･･･ ･･･ 18.0 17.9 16.7 5500..00 8.3 ･･･ 4.2 20.8 ･･･ 1.0 3.0 24

50.0 ･･･ ･･･ ･･･ 50.0 ･･･ ･･･ 12.0 12.0 50.0 ･･･ 50.0 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 1.0 1.0 2

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 100.0 ･･･ 71.0 71.0 100.0 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 0.0 0.0 2

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 100.0 ･･･ ･･･ 26.0 26.0 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 100.0 ･･･ 6.0 6.0 1

･･･ ･･･ 42.9 14.3 14.3 28.6 ･･･ 15.0 20.7 28.6 ･･･ 14.3 ･･･ ･･･ 57.1 ･･･ 5.0 4.9 7

3.2 8.5 28.7 35.1 18.1 6.4 ･･･ 18.0 17.1 19.1 17.0 7.4 3.2 3.2 50.0 ･･･ 4.5 5.0 94

5.3 5.3 15.8 15.8 31.6 2266..33 ･･･ 22.0 30.3 26.3 21.1 15.8 5.3 5.3 26.3 ･･･ 2.0 3.7 19

5 ※下線数字は「総計」より5ポイント以上少ないことを示す
5 ※薄い網かけ数字は「総計」より5ポイント以上多いことを示す

15 ※濃い網かけ数字は「総計」より15ポイント以上多いことを示す
10 ※件数10以下なら網掛等非表示

建設業

従
業
員
数
別

主
な
業
種
別

過
半
数
労
働

組
合
に
つ
い

て
別

総計

100人未満

100～299人

300～999人

1000人以上

製造業

商業・流通

交通・運輸

サービス・ホテル

情報・出版

金融・保険

公務

医療・福祉

その他

過半数労働組合である

過半数労働組合でない
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９．年金委員会の委員数と労働組合役員等の委員数 

 

年金委員会の委員数の平均は8.0人であり、分布は「５人以上」（67.1％）が多い。年金基金の委員数

のうち、労働組合役員等の委員数は平均2.1人であり、分布は「０人」が34.2％と多く、「１人」（19.7％）

や「３人」（17.8％）は２割、「２人」（13.2％）や「５人以上」（9.9％）は１割前後となっている（第１

－７表）4。 

 

第１－７表 年金委員会の委員数と労働組合役員等の委員数 

（確定給付型年金（ＤＢ）または確定拠出型年金（ＤＣ）がある場合、厚生年金基金は除く、 

年金委員会の委員数と労働組合役員等の委員数の両方に記入があるケース） 

 
  

 
4 企業年金のある企業の労働組合の回答のうち、確定給付型年金（ＤＢ）または確定拠出型年金（ＤＣ）があり（厚生年金

基金は除く）、年金委員会の委員数と労働組合役員等の委員数の両方に記入があるケースに限定して集計を行っている。ま

た、定数については２未満及び90以上の回答を除外している。 

年金委員会の委員数
年金委員会の委員数のうち
労働組合役員等の委員数

５
人
未
満

５
人
以
上

１
０
人
以
上

１
５
人
以
上

２
０
人
以
上

３
０
人
以
上

無
回
答

中
央
値
・
人

平
均
値
・
人

０
人

１
人

２
人

３
人

４
人

５
人
以
上

無
回
答

中
央
値
・
人

平
均
値
・
人

件
数

13.8 67.1 13.2 1.3 2.0 2.6 ･･･ 6.0 8.0 34.2 19.7 13.2 17.8 5.3 9.9 ･･･ 1.0 2.1 152

･･･ 110000..00 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 6.5 6.7 16.7 33.3 ･･･ 3333..33 ･･･ 16.7 ･･･ 2.0 2.2 6

12.5 37.5 5500..00 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 9.0 8.4 6622..55 12.5 ･･･ 12.5 ･･･ 12.5 ･･･ 0.0 1.3 8

6.7 73.3 10.0 ･･･ 6.7 3.3 ･･･ 6.0 8.7 40.0 20.0 13.3 10.0 6.7 10.0 ･･･ 1.0 2.2 30

16.7 65.7 12.0 1.9 0.9 2.8 ･･･ 6.0 7.8 31.5 19.4 14.8 19.4 5.6 9.3 ･･･ 1.0 2.1 108

15.0 65.0 15.0 1.3 1.3 2.5 ･･･ 6.0 7.6 26.3 18.8 18.8 23.8 6.3 6.3 ･･･ 2.0 2.0 80

13.3 53.3 13.3 6.7 6.7 6.7 ･･･ 8.0 10.9 20.0 4466..77 ･･･ 6.7 ･･･ 2266..77 ･･･ 1.0 4.1 15

5500..00 50.0 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 4.5 4.8 7755..00 ･･･ ･･･ 25.0 ･･･ ･･･ ･･･ 0.0 0.8 4

･･･ 110000..00 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 8.0 8.0 5500..00 ･･･ ･･･ ･･･ 5500..00 ･･･ ･･･ 2.0 2.0 2

･･･ 50.0 5500..00 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 7.5 7.5 5500..00 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 5500..00 ･･･ 2.5 2.5 2

4.5 9900..99 4.5 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 6.0 6.3 5544..55 27.3 ･･･ 18.2 ･･･ ･･･ ･･･ 0.0 0.8 22

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 110000..00 ･･･ ･･･ 22.0 22.0 ･･･ ･･･ 110000..00 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 2.0 2.0 1

25.0 66.7 8.3 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 6.0 6.5 5588..33 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 ･･･ 0.0 1.3 12

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 110000..00 ･･･ 52.0 52.0 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 110000..00 ･･･ 12.0 12.0 1

7.7 69.2 23.1 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 7.0 7.4 30.8 7.7 23.1 7.7 7.7 23.1 ･･･ 2.0 2.4 13

14.2 65.7 14.9 1.5 1.5 2.2 ･･･ 6.0 7.7 35.1 19.4 12.7 17.2 5.2 10.4 ･･･ 1.0 2.1 134

11.8 76.5 ･･･ ･･･ 5.9 5.9 ･･･ 7.0 9.8 23.5 23.5 17.6 23.5 5.9 5.9 ･･･ 2.0 2.2 17

15.9 68.3 10.3 0.8 2.4 2.4 ･･･ 6.0 7.7 31.7 21.4 11.9 19.8 4.8 10.3 ･･･ 1.0 2.2 126

12.3 69.9 11.0 1.4 1.4 4.1 ･･･ 6.0 8.2 30.1 21.9 12.3 21.9 2.7 11.0 ･･･ 1.0 2.3 73

20.0 67.3 9.1 ･･･ 3.6 ･･･ ･･･ 6.0 6.9 34.5 20.0 10.9 18.2 7.3 9.1 ･･･ 1.0 2.1 55

10.4 68.7 14.8 1.7 1.7 2.6 ･･･ 7.0 8.1 36.5 22.6 14.8 12.2 4.3 9.6 ･･･ 1.0 2.0 115

5 ※下線数字は「総計」より5ポイント以上少ないことを示す
5 ※薄い網かけ数字は「総計」より5ポイント以上多いことを示す

15 ※濃い網かけ数字は「総計」より15ポイント以上多いことを示す
10 ※件数10以下なら網掛等非表示

　基金型（基金型ＤＢ）

　規約型（規約型ＤＢ）

確定拠出型年金（ＤＣ）

建設業

医療・福祉

その他

過半数労働組合である

過半数労働組合でない

確定給付型年金（ＤＢ）

商業・流通

交通・運輸

サービス・ホテル

情報・出版

金融・保険

公務

従
業
員
数
別

主
な
業
種
別

過
半
数
労
働

組
合
に
つ
い

て
別

確
定
給
付
型
年
金
の
種
類

別

総計

100人未満

100～299人

300～999人

1000人以上

製造業
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10．過去１年間における会社と企業年金に関する労使協議の実施有無 

 

過去１年間における会社と企業年金に関する労使協議は、「実施した」は21.8％であり、「実施しなか

った」は68.3％である。 

「実施した」は従業員数別にみると1,000人以上（34.3％）で、業種別にみると金融・保険（53.1％）

でそれぞれ多い（第１－６図）。 

 

第１－６図 過去１年間における会社と企業年金に関する労使協議の実施有無 

（企業年金制度がある場合） 
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14.7

9.8

17.4

34.3

23.2

10.2

19.4

21.4

13.3

53.1

－

22.8

－

21.3

22.8

13.7

27.6

35.4

24.4

24.3

68.3

70.7

78.1

74.2

57.6

65.8

81.5

74.2

71.4

80.0

46.9

100.0

66.7

100.0

65.3

67.8

76.8

65.6

60.2

69.5

66.4

10.0

14.7

12.0

8.4

8.1

10.9

8.3

6.5

7.1

6.7

－

－

10.5

－

13.3

9.3

9.5

6.9

4.4

6.1

9.3

総計  

100人未満  

100～299人  

300～999人  

1000人以上  

製造業  

商業・流通  

交通・運輸  

サービス・ホテル 

情報・出版  

金融・保険  

公務  

建設業  

医療・福祉  

その他  

過半数労働組合で 

ある  

過半数労働組合で 

ない  

確定給付型年金（ 

ＤＢ）  

基金型Ｄ Ｂ  

規約型Ｄ Ｂ  

確定拠出型年金（ 

ＤＣ）  

件
数

873

75

183

287

321

448

157

31

28

15

49

7

57

1

75

762

95

508

181

311

601

従
業
員
数
別

主
な
業
種
別

過
半
数
労
働
組

合
に
つ
い
て
別

企
業
年
金
制
度
の

種
類
別

実
施
し
た

実
施
し
な
か
っ
た

無
回
答
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過去１年間における会社と企業年金に関する労使協議を「実施した」場合の実施回数をみると、平均

は3.4回であり、分布は「１回」は34.7％、「２回」は27.9％、「３回以上」は31.6％となっている（第１

－８表）。 

 

第１－８表 過去１年間における会社と企業年金に関する労使協議の実施回数 

（過去１年間に会社と企業年金に関する労使協議を実施している場合） 

 
  

１
回

２
回

３
回
以
上

無
回
答

件
数

中
央
値
・
回

平
均
値
・
回

34.7 27.9 31.6 5.8 190 2.0 3.4

45.5 18.2 36.4 ･･･ 11 2.0 2.8

5555..66 11.1 22.2 11.1 18 1.0 8.6

44.0 14.0 38.0 4.0 50 2.0 3.9

26.4 38.2 29.1 6.4 110 2.0 2.4

37.5 30.8 26.9 4.8 104 2.0 2.8

37.5 25.0 18.8 18.8 16 2.0 2.8

50.0 16.7 33.3 ･･･ 6 1.5 1.8

16.7 33.3 50.0 ･･･ 6 2.5 2.8

･･･ ･･･ 100.0 ･･･ 2 57.5 57.5

15.4 11.5 6611..55 11.5 26 5.0 3.9

46.2 4466..22 7.7 ･･･ 13 2.0 1.7

43.8 31.3 25.0 ･･･ 16 2.0 2.3

35.1 28.2 31.0 5.7 174 2.0 3.5

30.8 23.1 38.5 7.7 13 2.0 2.4

35.0 26.4 32.9 5.7 140 2.0 3.8

20.3 28.1 45.3 6.3 64 2.0 3.1

47.4 23.7 23.7 5.3 76 1.5 4.4

32.2 27.4 34.9 5.5 146 2.0 2.9

5 ※下線数字は「総計」より5ポイント以上少ないことを示す
5 ※薄い網かけ数字は「総計」より5ポイント以上多いことを示す

15 ※濃い網かけ数字は「総計」より15ポイント以上多いことを示す
10 ※件数10以下なら網掛等非表示

　基金型（基金型ＤＢ）

　規約型（規約型ＤＢ）

確定拠出型年金（ＤＣ）

建設業

その他

過半数労働組合である

過半数労働組合でない

確定給付型年金（ＤＢ）

商業・流通

交通・運輸

サービス・ホテル

情報・出版

金融・保険

従
業
員
数
別

主
な
業
種
別

過
半
数
労
働

組
合
に
つ
い

て
別

企
業
年
金
制
度
の

種
類
別

総計

100人未満

100～299人

300～999人

1000人以上

製造業
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11．過去１年間における会社または年金基金から財政や運用の状況など企業年金

に関する情報提供の有無 

 

過去１年間における会社または年金基金から財政や運用の状況など企業年金に関する情報提供は、「受

けた」は42.6％、「受けなかった」は45.5％である。 

従業員数別にみると1,000人以上で「受けた」が54.5％と多い（第１－７図）。 

 

第１－７図 企業年金に関する情報提供の有無 

（企業年金制度がある場合） 
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29.0
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51.6

35.7

33.3

55.1

42.9

43.9
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38.7

43.7

37.9

51.2

66.3

45.3

44.9

45.5

54.7

57.4

48.8

34.3

45.8

52.9

38.7

57.1

60.0

18.4

57.1

43.9

－

45.3

44.9

51.6

41.3

29.3

46.9

42.9

11.9

10.7

13.7

10.8

11.2

11.2

7.6

9.7

7.1

6.7

26.5

－

12.3

－

16.0

11.4

10.5

7.5

4.4

7.7

12.1

総計  

100人未満  

100～299人  

300～999人  

1000人以上  

製造業  

商業・流通  

交通・運輸  

サービス・ホテル 

情報・出版  

金融・保険  

公務  

建設業  

医療・福祉  

その他  

過半数労働組合で 

ある  

過半数労働組合で 

ない  

確定給付型年金（ 

ＤＢ）  

基金型Ｄ Ｂ  

規約型Ｄ Ｂ  

確定拠出型年金（ 

ＤＣ）  

件
数

873

75

183

287

321

448

157

31

28

15

49

7

57

1

75

762

95

508

181

311

601

従
業
員
数
別

主
な
業
種
別

過
半
数
労
働
組

合
に
つ
い
て
別

企
業
年
金
制
度
の

種
類
別

受
け
た

受
け
な
か
っ
た

無
回
答
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過去１年間における会社または年金基金から財政や運用の状況など企業年金に関する情報提供を「受

けた」場合の回数をみると、平均は2.5回であり、分布は「１回」は47.3％、「２回」は30.9％、「３回以

上」は16.9％となっている（第１－９表）。 

 

第１－９表 企業年金に関する情報提供を「受けた」回数 

（企業年金に関する情報提供を「受けた」場合） 

 
  

１
回

２
回

３
回
以
上

無
回
答

件
数

中
央
値
・
回

平
均
値
・
回

47.3 30.9 16.9 4.8 372 2.0 2.5

61.5 23.1 11.5 3.8 26 1.0 1.9

58.5 26.4 7.5 7.5 53 1.0 1.7

52.6 30.2 12.9 4.3 116 1.0 2.2

38.3 34.3 22.9 4.6 175 2.0 3.1

46.1 29.0 22.3 2.6 193 2.0 2.8

46.8 27.4 16.1 9.7 62 1.0 2.8

6622..55 18.8 18.8 ･･･ 16 1.0 2.2

80.0 10.0 ･･･ 10.0 10 1.0 1.1

20.0 20.0 40.0 20.0 5 3.0 2.8

11.1 6666..77 7.4 14.8 27 2.0 2.4

･･･ 66.7 33.3 ･･･ 3 2.0 2.3

6688..00 28.0 4.0 ･･･ 25 1.0 1.4

･･･ 100.0 ･･･ ･･･ 1 2.0 2.0

6655..55 31.0 ･･･ 3.4 29 1.0 1.3

46.8 31.2 17.4 4.5 333 2.0 2.6

50.0 30.6 11.1 8.3 36 1.0 1.9

49.2 30.0 17.3 3.5 260 1.0 2.5

24.2 45.0 25.8 5.0 120 2.0 3.3

7700..22 19.1 8.5 2.1 141 1.0 1.7

42.2 33.0 20.0 4.8 270 2.0 2.7

5 ※下線数字は「総計」より5ポイント以上少ないことを示す
5 ※薄い網かけ数字は「総計」より5ポイント以上多いことを示す

15 ※濃い網かけ数字は「総計」より15ポイント以上多いことを示す
10 ※件数10以下なら網掛等非表示

　基金型（基金型ＤＢ）

　規約型（規約型ＤＢ）

確定拠出型年金（ＤＣ）

建設業

医療・福祉

その他

過半数労働組合である

過半数労働組合でない

確定給付型年金（ＤＢ）

商業・流通

交通・運輸

サービス・ホテル

情報・出版

金融・保険

公務

従
業
員
数
別

主
な
業
種
別

過
半
数
労
働

組
合
に
つ
い

て
別

企
業
年
金
制
度
の

種
類
別

総計

100人未満

100～299人

300～999人

1000人以上

製造業
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12．５年前と比べた年金基金理事の定数に占める労働組合役員等の理事の割合 

 

５年前と比べた年金基金理事の定数に占める労働組合役員等の理事の割合は、「変わらない」（87.8％）

が多数であり、「増えた」（0.6％）や「減った」（1.1％）はわずかである。また「無回答」（10.5％）が

多いことに留意が必要である（第１－８図）。 

 

第１－８図 ５年前と比べた年金基金理事の定数に占める労働組合役員等の理事の割合 

（基金型ＤＢを実施している場合） 
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300～999人  

1000人以上  
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医療・福祉  

その他  
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ある  

過半数労働組合で 
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件
数

181

20

27

44

90

80
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4

4

2

26

3

7

1

11
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24

従
業
員
数
別

主
な
業
種
別

過
半
数
労
働
組

合
に
つ
い
て
別

増
え
た

変
わ
ら
な
い

減
っ
た

無
回
答
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13．５年前と比べた年金基金代議員の定数に占める労働組合役員等の代議員の割

合 

 

５年前と比べた年金基金代議員の定数に占める労働組合役員等の代議員の割合は、「変わらない」

（87.8％）が多く、「増えた」（0.6％）や「減った」（1.1％）はわずかである。また「無回答」が10.5％

を占める（第１－９図）。 

 

第１－９図 ５年前と比べた年金基金代議員の定数に占める労働組合役員等の代議員の割合 

（基金型ＤＢを実施している場合） 
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14.3

－

9.1

10.3

8.3

総計  

100人未満  

100～299人  

300～999人  

1000人以上  

製造業  

商業・流通  

交通・運輸  

サービス・ホテル 

情報・出版  

金融・保険  

公務  

建設業  

医療・福祉  

その他  

過半数労働組合で 

ある  

過半数労働組合で 

ない  

件
数

181

20

27

44

90

80

43

4

4

2

26

3

7

1

11

156

24

従
業
員
数
別

主
な
業
種
別

過
半
数
労
働
組

合
に
つ
い
て
別

増
え
た

変
わ
ら
な
い

減
っ
た

無
回
答
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14．５年前と比べた年金委員会の委員の定数に占める労働組合役員等の委員の割

合 

 

５年前と比べた年金委員会の委員の定数に占める労働組合役員等の委員の割合は、「変わらない」

（69.0％）が多く、「増えた」（0.8％）や「減った」（0.9％）はわずかである。また「無回答」が29.3％

を占める（第１－10図）。 

 

第１－10図 ５年前と比べた年金委員会の委員の定数に占める労働組合役員等の委員の割合 

（企業年金制度がある場合、確定給付型年金（ＤＢ）または確定拠出型年金（ＤＣ）がある場合、 

厚生年金基金は除く） 
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31.8

40.0

19.6

66.7

11.3

－

28.6

28.1

25.3

22.9

12.8

25.7

27.3

総計  

100人未満  

100～299人  

300～999人  

1000人以上  

製造業  

商業・流通  

交通・運輸  

サービス・ホテル 

情報・出版  

金融・保険  

公務  

建設業  

医療・福祉  

その他  

過半数労働組合で 

ある  

過半数労働組合で 

ない  

確定給付型年金（ 

ＤＢ）  

基金型Ｄ Ｂ  

規約型Ｄ Ｂ  

確定拠出型年金（ 

ＤＣ）  

件
数

773

58

167

254

291

397

137

28

22

15

46

3

53

1

70

683

83

475
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296
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従
業
員
数
別

主
な
業
種
別

過
半
数
労
働
組

合
に
つ
い
て
別

企
業
年
金
制
度
の

種
類
別

増
え
た

変
わ
ら
な
い

減
っ
た

無
回
答
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15．過去３年間の労働組合内での検討や会社や基金との協議 

 

各項目に該当する場合5について、過去３年間の労働組合内での検討や会社や基金との協議の有無をみ

ると、各項目いずれも「特になし」が多数を占める。「会社と協議」については、［企業型ＤＣの商品ラ

インナップ］や［企業型ＤＣの投資教育］で２割と他の項目に比べて多く、その他の項目は１割前後で

ある。「会社と基金のいずれとも協議」は、いずれもわずかである（第１－11図）。 

 

第1－11図 過去３年間の労働組合内での検討や会社や基金との協議 

（企業年金制度がある場合、「該当しない」を除く） 

  

 
5 各項目の母数から「該当なし」のケースを除いている。 
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企業年金の対象社  

員の範囲  

掛金水準  

給付設計（定年延  

長への対応含む）  

制度の見直し（Ｄ  

ＢからＤＣなど）  

ＤＢの資産運用・  

リスク管理  

企業型ＤＣの商品  

ラインナップ  

企業型ＤＣのデフ  

ォルトファンド  

企業型ＤＣの投資  

教育  

件
数

735

739

735

716

677

665

654

662

協
議
し
て
い
る
計

10.3

16.9

17.1

14.0

17.1

22.3

11.9

22.4

会
社
と
基
金
の
い
ず

れ
と
も
協
議

会
社
と
協
議

基
金
と
協
議

労
働
組
合
内
で
の
み

検
討

特
に
な
し

無
回
答
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各項目に該当する場合について、属性別に「会社と基金のいずれとも協議」、「会社と協議」、「基金と

協議」を合わせた＜協議している＞をみると、従業員数の1,000人以上で比率の高い項目が目立ち、とく

に[企業型ＤＣの商品ラインナップ]（37.3％）で多くなっている（第１－10表）。 

 

第１－10表 過去３年間の労働組合内での検討や会社や基金との協議 

（企業年金制度がある場合、「該当しない」を除く、＜協議している＞比率） 

 
  

企
業
年
金
の
対
象
社

員
の
範
囲

件
数

掛
金
水
準

件
数

給
付
設
計
（

定
年
延

長
へ
の
対
応
含
む
）

件
数

制
度
の
見
直
し
（

Ｄ

Ｂ
か
ら
Ｄ
Ｃ
な
ど
）

件
数

Ｄ
Ｂ
の
資
産
運
用
・

リ
ス
ク
管
理

件
数

企
業
型
Ｄ
Ｃ
の
商
品

ラ
イ
ン
ナ
ッ

プ

件
数

企
業
型
Ｄ
Ｃ
の
デ

フ
ォ

ル
ト
フ
ァ

ン
ド

件
数

企
業
型
Ｄ
Ｃ
の
投
資

教
育

件
数

10.3 735 16.9 739 17.1 735 14.0 716 17.1 677 22.3 665 11.9 654 22.4 662

7.3 55 9.4 53 9.3 54 5.9 51 2.1 48 6.7 45 2.3 44 13.6 44

6.7 150 12.7 150 9.3 150 8.1 149 7.0 143 9.8 133 5.3 132 11.2 134

8.5 248 15.0 253 13.8 247 8.2 243 11.5 226 15.2 224 8.5 223 16.1 223

14.3 279 22.1 280 25.6 281 23.7 270 30.4 257 3377..33 260 19.8 252 34.9 258

9.9 373 18.2 379 18.2 379 16.2 370 20.3 354 24.3 338 12.9 333 22.9 336

10.6 132 12.0 133 11.7 128 7.8 129 7.8 116 17.7 124 10.6 123 20.2 124

21.4 28 14.3 28 14.3 28 14.8 27 23.1 26 19.2 26 11.5 26 15.4 26

3.8 26 16.7 24 8.7 23 18.2 22 10.0 20 19.0 21 4.8 21 13.6 22

7.1 14 7.1 14 15.4 13 16.7 12 9.1 11 25.0 12 16.7 12 33.3 12

9.1 44 14.3 42 20.9 43 12.5 40 17.5 40 23.7 38 10.8 37 5522..66 38

25.0 4 ･･･ 3 4400..00 5 ･･･ 3 ･･･ 3 ･･･ 3 ･･･ 3 ･･･ 3

10.6 47 12.2 49 20.4 49 12.5 48 17.4 46 20.5 44 7.3 41 9.5 42

7.7 65 27.3 66 18.2 66 12.5 64 16.7 60 22.4 58 14.0 57 17.2 58

10.4 644 16.9 649 18.4 646 14.3 631 17.5 593 22.9 586 12.5 575 23.7 582

8.4 83 16.9 83 7.3 82 10.4 77 14.3 77 16.4 73 5.5 73 10.8 74

10.7 438 18.4 446 20.9 445 16.3 441 20.6 442 21.3 376 13.2 371 23.0 374

11.3 159 16.9 160 22.8 162 17.6 159 22.8 162 21.9 137 15.4 136 32.1 137

10.9 275 19.9 282 20.7 280 15.8 278 19.6 276 21.9 233 12.2 229 18.1 232

10.8 519 17.6 522 17.4 518 14.3 502 17.8 465 26.5 520 13.9 510 26.7 517

5 ※下線数字は「総計」より5ポイント以上少ないことを示す
5 ※薄い網かけ数字は「総計」より5ポイント以上多いことを示す

15 ※濃い網かけ数字は「総計」より15ポイント以上多いことを示す
10 ※件数10以下なら網掛等非表示

　基金型（基金型ＤＢ）

　規約型（規約型ＤＢ）

確定拠出型年金（ＤＣ）

建設業

その他

過半数労働組合である

過半数労働組合でない

確定給付型年金（ＤＢ）

商業・流通

交通・運輸

サービス・ホテル

情報・出版

金融・保険

公務

従
業
員
数
別

主
な
業
種
別

過
半
数
労
働

組
合
に
つ
い

て
別

企
業
年
金
制
度
の

種
類
別

総計

100人未満

100～299人

300～999人

1000人以上

製造業
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16．労働組合として企業年金に関わる際に困ったこと 

 

労働組合として企業年金に関わる際に困ったこと（複数選択）は、「特に困ったことはない」が33.9％

を占めるが、具体的な項目では「内容が難しくて発言しにくい」（31.0％）、「企業年金への組合員の関心

が低い」（29.2％）、「組合が取り扱う優先順位が低くなる」（26.5％）が３割前後で上位にあげられてい

る（第１－11表）。 

 

第１－11表 労働組合として企業年金に関わる際に困ったこと（企業年金制度がある場合・複数選択） 

  内
容
が
難
し
く
て
発

言
し
に
く
い

組
合
が
取
り
扱
う
優

先
順
位
が
低
く
な
る

組
合
員
間
で
意
見
が

食
い
違
っ

て
い
る

現
役
と
退
職
者
で
意

見
が
違
っ

て
い
る

企
業
年
金
へ
の
組
合

員
の
関
心
が
低
い

特
に
困
っ

た
こ
と
は

な
い

そ
の
他

無
回
答

件
数

31.0 26.5 4.5 1.7 29.2 33.9 3.4 12.6 873

26.7 28.0 5.3 1.3 34.7 30.7 4.0 14.7 75

27.9 23.0 2.2 1.1 28.4 39.9 3.3 15.8 183

33.8 32.1 4.9 2.4 26.5 32.8 3.5 12.2 287

31.8 23.7 5.0 1.6 31.5 32.7 3.4 9.3 321

31.0 25.2 5.6 1.8 29.9 34.4 0.9 13.2 448

30.6 28.7 1.9 1.9 31.2 34.4 1.3 15.9 157

29.0 25.8 3.2 3.2 32.3 41.9 ･･･ 6.5 31

39.3 25.0 14.3 3.6 28.6 32.1 7.1 7.1 28

40.0 4466..77 ･･･ 6.7 26.7 33.3 ･･･ 6.7 15

26.5 24.5 6.1 2.0 28.6 18.4 3344..77 4.1 49

28.6 14.3 ･･･ ･･･ 14.3 57.1 14.3 ･･･ 7

36.8 22.8 ･･･ ･･･ 28.1 33.3 3.5 12.3 57

･･･ 100.0 ･･･ ･･･ 100.0 ･･･ ･･･ ･･･ 1

28.0 32.0 2.7 ･･･ 24.0 38.7 2.7 10.7 75

31.8 26.2 4.7 1.7 30.4 34.0 3.0 11.8 762

28.4 30.5 2.1 2.1 24.2 34.7 5.3 13.7 95

33.3 25.8 4.9 2.0 30.1 33.7 4.5 10.4 508

31.5 22.7 5.5 2.2 32.6 30.4 10.5 8.3 181

36.0 28.0 4.8 2.3 28.6 37.6 1.3 8.0 311

30.9 27.3 4.8 1.7 30.1 33.1 4.0 11.3 601

5 ※下線数字は「総計」より5ポイント以上少ないことを示す
5 ※薄い網かけ数字は「総計」より5ポイント以上多いことを示す

15 ※濃い網かけ数字は「総計」より15ポイント以上多いことを示す
10 ※件数10以下なら網掛等非表示

　基金型（基金型ＤＢ）

　規約型（規約型ＤＢ）

確定拠出型年金（ＤＣ）

建設業

医療・福祉

その他

過半数労働組合である

過半数労働組合でない

確定給付型年金（ＤＢ）

商業・流通

交通・運輸

サービス・ホテル

情報・出版

金融・保険

公務

従
業
員
数
別

主
な
業
種
別

過
半
数
労
働

組
合
に
つ
い

て
別

企
業
年
金
制
度
の

種
類
別

総計

100人未満

100～299人

300～999人

1000人以上

製造業
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17．企業年金制度創設に向けた労働組合の考え方について 

企業年金制度がない場合の企業年金制度創設に向けた労働組合の考え方は、「他の労働条件の改善を

考えている」（76.3％）が多数を占めており、「企業年金創設要求を組合内で検討中」（3.9％）、「制度の

創設に向けて会社と協議中」（2.8％）、「企業年金の創設を会社に要求」（0.8％）は少ない（第１－12図）。 

 

第１－12図 企業年金制度創設に向けた労働組合の考え方について（企業年金制度がない場合） 
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1000人以上  
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公務  

建設業  
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Ⅱ 医療保険制度 

 

１．現在事業主が加入している医療保険制度 

 

現在事業主が加入している医療保険制度は「健康保険組合」は65.6％、「協会けんぽ」は29.3％、「共

済組合」（4.3％）、「国民健康保険組合」（0.7％）の順に多かった。 

従業員数別にみると人数が多くなるほど「健康保険組合」が増加し、1,000人以上では80.8％を占める

（第２－１図）。 

 

第２－１図 現在事業主が加入している医療保険制度 
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数

1231

197

289

363

369

606

195

64

46

20

54

50

63

5

118

1017

187

従
業
員
数
別

主
な
業
種
別

健
康
保
険
組
合

協
会
け
ん
ぽ

国
民
健
康
保
険
組
合

共
済
組
合

無
回
答

過
半
数
労
働
組

合
に
つ
い
て
別
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２．健康保険組合の理事の定数と労働組合役員等の理事数 

 

健康保険組合の理事の定数は平均12.1人であり、分布は「５人以上」（42.2％）と「10人以上」（38.9％）

が多い。健康保険組合の理事の定数のうち、労働組合役員等の理事数は平均3.1人であり、分布は「０人」

（29.5％）と「５人以上」（28.3％）が多くなっている（第２－１表）6。 

 

第２－１表 健康保険組合の理事の定数と労働組合役員等の理事数 

（健康保険組合の場合、健康保険組合の理事の定数と労働組合役員等の理事数の両方に 

記入があるケース） 

  

 
6 健康保険組合の理事の定数と労働組合役員等の理事数の両方に記入があるケースに限定して集計を行っている。また、定

数については２未満の回答、労働組合役員等の理事数については定数の７割以上とする回答を除外している。 

健康保険組合の理事の定数 労働組合役員等の理事
５
人
未
満

５
人
以
上

１
０
人
以
上

１
５
人
以
上

２
０
人
以
上

３
０
人
以
上

無
回
答

中
央
値
・
人

平
均
値
・
人

０
人

１
人

２
人

３
人

４
人

５
人
以
上

無
回
答

中
央
値
・
人

平
均
値
・
人

件
数

2.1 42.2 38.9 10.0 5.5 1.2 ･･･ 10.0 12.1 29.5 10.6 5.8 14.0 11.9 28.3 ･･･ 3.0 3.1 329

5.3 36.8 47.4 5.3 5.3 ･･･ ･･･ 12.0 10.7 4477..44 15.8 ･･･ 5.3 10.5 21.1 ･･･ 1.0 2.2 19

3.4 27.6 48.3 10.3 10.3 ･･･ ･･･ 10.0 12.0 41.4 6.9 3.4 13.8 6.9 27.6 ･･･ 2.0 3.0 29

1.2 42.2 39.8 12.0 3.6 1.2 ･･･ 10.0 12.3 4455..88 7.2 7.2 10.8 7.2 21.7 ･･･ 1.0 2.4 83

2.0 44.9 36.4 9.6 5.6 1.5 ･･･ 10.0 12.2 19.2 12.1 6.1 16.2 14.6 31.8 ･･･ 3.0 3.6 198

1.1 48.4 31.9 11.0 6.6 1.1 ･･･ 10.0 12.2 23.1 8.8 5.5 17.6 19.2 25.8 ･･･ 3.0 3.4 182

･･･ 46.2 42.3 3.8 3.8 3.8 ･･･ 10.0 10.9 4466..22 7.7 7.7 11.5 3.8 23.1 ･･･ 1.0 2.7 26

･･･ 57.1 28.6 ･･･ 14.3 ･･･ ･･･ 6.0 11.1 14.3 14.3 14.3 42.9 ･･･ 14.3 ･･･ 3.0 2.7 7

11.1 22.2 55.6 ･･･ 11.1 ･･･ ･･･ 12.0 11.3 33.3 33.3 ･･･ ･･･ ･･･ 33.3 ･･･ 1.0 2.6 9

･･･ 33.3 66.7 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 12.0 11.3 ･･･ ･･･ 33.3 ･･･ ･･･ 66.7 ･･･ 6.0 5.0 3

･･･ 33.3 6600..44 4.2 ･･･ 2.1 ･･･ 12.0 13.5 5566..33 18.8 4.2 2.1 2.1 16.7 ･･･ 0.0 1.5 48

50.0 ･･･ 50.0 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 8.0 8.0 100.0 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 0.0 0.0 2

4.2 37.5 37.5 16.7 4.2 ･･･ ･･･ 10.0 11.2 20.8 8.3 4.2 16.7 8.3 41.7 ･･･ 3.5 3.8 24

･･･ 50.0 ･･･ ･･･ 50.0 ･･･ ･･･ 15.0 15.0 ･･･ ･･･ ･･･ 50.0 ･･･ 50.0 ･･･ 4.5 4.5 2

7.7 23.1 42.3 23.1 3.8 ･･･ ･･･ 12.0 11.8 19.2 7.7 7.7 7.7 ･･･ 5577..77 ･･･ 5.0 4.4 26

2.1 42.5 38.4 11.0 5.1 1.0 ･･･ 10.0 11.9 29.5 8.9 6.5 14.4 12.7 28.1 ･･･ 3.0 3.2 292

2.9 40.0 42.9 2.9 8.6 2.9 ･･･ 10.0 14.4 28.6 22.9 ･･･ 11.4 5.7 31.4 ･･･ 1.0 2.9 35

5 ※下線数字は「総計」より5ポイント以上少ないことを示す
5 ※薄い網かけ数字は「総計」より5ポイント以上多いことを示す

15 ※濃い網かけ数字は「総計」より15ポイント以上多いことを示す
10 ※件数10以下なら網掛等非表示

医療・福祉

その他

過半数労働組合である

過半数労働組合でない

交通・運輸

サービス・ホテル

情報・出版

金融・保険

公務

建設業

従
業
員
数
別

主
な
業
種
別

過
半
数
労
働

組
合
に
つ
い

て
別

総計

100人未満

100～299人

300～999人

1000人以上

製造業

商業・流通

200 連合総研「新しい時代の保険者自治に向けて」　2025.11　　  



３．健康保険組合の監事における労働組合役員等の監事数 

 

健康保険組合の監事における労働組合役員等の監事数7は平均0.6人であり、分布は「０人」は44.7％、

「１人」は55.3％となっている（第２－２表）。 

 

第２－２表 健康保険組合の監事における労働組合役員等の監事数 

（健康保険組合の場合、健康保険組合の監事の定数が２、 

健康保険組合の監事の定数と労働組合役員等の監事数の両方に記入があるケース） 

  

 
7 健康保険組合の監事数と労働組合役員等の監事数の両方に記入があるケースに限定して集計を行っている。表には掲載

していないが健康保険組合の監事数については２以外の回答を除外している。 

　労働組合役員等の監事数
０
人

１
人

無
回
答

中
央
値
・
人

平
均
値
・
人

件
数

44.7 55.3 ･･･ 1.0 0.6 304

47.1 52.9 ･･･ 1.0 0.5 17

54.2 45.8 ･･･ 0.0 0.5 24

58.7 41.3 ･･･ 0.0 0.4 75

37.8 62.2 ･･･ 1.0 0.6 188

38.2 61.8 ･･･ 1.0 0.6 170

59.1 40.9 ･･･ 0.0 0.4 22

28.6 71.4 ･･･ 1.0 0.7 7

55.6 44.4 ･･･ 0.0 0.4 9

･･･ 100.0 ･･･ 1.0 1.0 3

6688..88 31.3 ･･･ 0.0 0.3 48

100.0 ･･･ ･･･ 0.0 0.0 1

47.4 52.6 ･･･ 1.0 0.5 19

50.0 50.0 ･･･ 0.5 0.5 2

30.4 69.6 ･･･ 1.0 0.7 23

44.1 55.9 ･･･ 1.0 0.6 270

48.5 51.5 ･･･ 1.0 0.5 33

5 ※下線数字は「総計」より5ポイント以上少ないことを示す
5 ※薄い網かけ数字は「総計」より5ポイント以上多いことを示す

15 ※濃い網かけ数字は「総計」より15ポイント以上多いことを示す
10 ※件数10以下なら網掛等非表示

建設業

従
業
員
数
別

主
な
業
種
別

過
半
数
労
働

組
合
に
つ
い

て
別

総計

100人未満

100～299人

300～999人

1000人以上

製造業

商業・流通

交通・運輸

サービス・ホテル

情報・出版

金融・保険

公務

医療・福祉

その他

過半数労働組合である

過半数労働組合でない
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４．健康保険組合の組合会議員の定数と労働組合役員等の議員数 

 

健康保険組合の組合会議員の定数と労働組合役員等の議員数8は平均22.7人であり、分布は「10人以上」

から「30人以上」までが２割前後となっている。健康保険組合の組合会議員の定数のうち、労働組合役

員等の議員数は平均6.3人であり、分布は「３人以上」（58.2％）が多い（第２－３表）。 

 

第２－３表 健康保険組合の組合会議員の定数と労働組合役員等の議員数 

（健康保険組合の場合、健康保険組合の組合会議員の定数と労働組合役員等の議員数の 

両方に記入があるケース） 

  

 
8 健康保険組合の組合会議員の定数と労働組合役員等の議員数の両方に記入があるケースに限定して集計を行っている。

また、定数については２未満または100以上の回答、労働組合役員等の理事数については定数の７割以上とする回答を除外

している。 

健康保険組合の組合会議員の定数 労働組合役員等の議員数
５
人
未
満

５
人
以
上

１
０
人
以
上

１
５
人
以
上

２
０
人
以
上

３
０
人
以
上

無
回
答

中
央
値
・
人

平
均
値
・
人

０
人

１
人

２
人

３
人
以
上

無
回
答

中
央
値
・
人

平
均
値
・
人

件
数

1.3 7.6 19.6 19.0 25.9 26.6 ･･･ 20.0 22.7 25.6 11.4 4.7 58.2 ･･･ 4.0 6.3 316

5.3 ･･･ 15.8 4477..44 21.1 10.5 ･･･ 16.0 19.8 4422..11 21.1 ･･･ 36.8 ･･･ 1.0 4.5 19

･･･ 8.3 12.5 20.8 20.8 37.5 ･･･ 22.5 25.4 37.5 8.3 ･･･ 54.2 ･･･ 5.0 6.0 24

･･･ 13.9 21.5 20.3 17.7 26.6 ･･･ 16.0 22.2 36.7 13.9 2.5 46.8 ･･･ 1.0 4.7 79

1.5 5.7 20.1 15.5 30.4 26.8 ･･･ 20.0 22.8 18.0 9.8 6.7 65.5 ･･･ 6.5 7.1 194

0.6 9.1 22.7 18.2 23.9 25.6 ･･･ 18.0 22.4 22.2 6.8 2.3 68.8 ･･･ 6.0 6.7 176

･･･ 8.0 24.0 16.0 24.0 28.0 ･･･ 20.0 23.0 4444..00 12.0 8.0 36.0 ･･･ 1.0 3.9 25

･･･ 14.3 28.6 14.3 28.6 14.3 ･･･ 16.0 19.1 28.6 ･･･ ･･･ 71.4 ･･･ 7.0 6.9 7

11.1 11.1 22.2 11.1 11.1 33.3 ･･･ 16.0 23.0 44.4 11.1 22.2 22.2 ･･･ 1.0 5.0 9

･･･ ･･･ ･･･ 33.3 66.7 ･･･ ･･･ 22.0 22.0 ･･･ 33.3 ･･･ 66.7 ･･･ 11.0 8.3 3

･･･ 2.1 14.9 3366..22 29.8 17.0 ･･･ 16.0 21.0 36.2 3344..00 10.6 19.1 ･･･ 1.0 3.1 47

50.0 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 50.0 ･･･ 19.0 19.0 100.0 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 0.0 0.0 2

4.8 9.5 14.3 9.5 28.6 33.3 ･･･ 22.0 22.9 19.0 9.5 4.8 66.7 ･･･ 7.0 7.0 21

･･･ ･･･ ･･･ 50.0 ･･･ 50.0 ･･･ 34.0 34.0 ･･･ ･･･ ･･･ 100.0 ･･･ 7.0 7.0 2

･･･ 4.2 8.3 4.2 37.5 4455..88 ･･･ 27.0 27.4 8.3 4.2 4.2 8833..33 ･･･ 11.5 11.1 24

1.1 8.2 18.2 18.9 26.8 26.8 ･･･ 20.0 22.8 25.4 11.1 4.3 59.3 ･･･ 5.0 6.4 280

2.9 2.9 29.4 17.6 20.6 26.5 ･･･ 17.0 22.1 26.5 11.8 8.8 52.9 ･･･ 4.0 5.4 34

5 ※下線数字は「総計」より5ポイント以上少ないことを示す
5 ※薄い網かけ数字は「総計」より5ポイント以上多いことを示す

15 ※濃い網かけ数字は「総計」より15ポイント以上多いことを示す
10 ※件数10以下なら網掛等非表示

医療・福祉

その他

過半数労働組合である

過半数労働組合でない

建設業

従
業
員
数
別

主
な
業
種
別

過
半
数
労
働

組
合
に
つ
い

て
別

総計

100人未満

100～299人

300～999人

1000人以上

製造業

商業・流通

交通・運輸

サービス・ホテル

情報・出版

金融・保険

公務
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５．５年前と比べた理事の定数に占める労働組合役員等の理事の割合 

 

５年前と比べた理事の定数に占める労働組合役員等の理事の割合は、「変わらない」（73.6％）が多数

であり、「増えた」（0.5％）や「減った」（1.2％）はわずかである。また「無回答」が24.6％を占める（第

２－２図）。 

 

第２－２図 ５年前と比べた理事の定数に占める労働組合役員等の理事の割合 

（健康保険組合の場合） 

  

0.5

－

0.6

0.4

0.7

0.7

0.8

－

－

－

－

－

－

－

－

0.6

－

73.6

76.0

59.7

72.4

82.9

76.0

61.4

63.0

82.1

61.1

98.0

66.7

84.8

100.0

64.2

74.7

69.8

1.2

－

1.1

1.2

1.7

1.0

3.1

－

－

5.6

2
.0

－

－

－

－

1.3

0.9

24.6

24.0

38.6

26.0

14.8

22.3

34.6

37.0

17.9

33.3

－

33.3

15.2

－

35.8

23.4

29.2

総計  

100人未満  

100～299人  

300～999人  

1000人以上  

製造業  

商業・流通  

交通・運輸  

サービス・ホテル 

情報・出版  

金融・保険  

公務  

建設業  

医療・福祉  

その他  

過半数労働組合で 

ある  

過半数労働組合で 

ない  

件
数

808

75

176

254

298

421

127

27

28

18

51

3

46

2

81

689

106

従
業
員
数
別

主
な
業
種
別

増
え
た

変
わ
ら
な
い

減
っ
た

無
回
答

過
半
数
労
働
組

合
に
つ
い
て
別
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６．５年前と比べた組合会議員の定数に占める労働組合役員等の組合会議員の割

合 

 

５年前と比べた組合会議員の定数に占める労働組合役員等の組合会議員の割合についても、「変わら

ない」（72.9％）が多数であり、「増えた」（0.5％）や「減った」（1.7％）はわずかである。また「無回

答」が24.9％を占める（第２－３図）。 

 

第２－３図 ５年前と比べた組合会議員の定数に占める労働組合役員等の組合会議員の割合 

（健康保険組合の場合） 

 
  

0.5

－

0.6

0.4

0.7

0.5

0.8

－

－

－

－

－

2.2

－

－

0.6

－

72.9

76.0

58.5

71.7

82.2

75.1

62.2

63.0

82.1

61.1

96.1

66.7

78.3

100.0

65.4

73.9

69.8

1.7

－

1.7

1.6

2.3

1.7

3.1

－

－

5.6

3
.9

－

－

－

－

1.7

1.9

24.9

24.0

39.2

26.4

14.8

22.8

33.9

37.0

17.9

33.3

－

33.3

19.6

－

34.6

23.8

28.3

総計  

100人未満  

100～299人  

300～999人  

1000人以上  

製造業  

商業・流通  

交通・運輸  

サービス・ホテル 

情報・出版  

金融・保険  

公務  

建設業  

医療・福祉  

その他  

過半数労働組合で 

ある  

過半数労働組合で 

ない  

件
数

808

75

176

254

298

421

127

27

28

18

51

3

46

2

81

689

106

従
業
員
数
別

主
な
業
種
別

増
え
た

変
わ
ら
な
い

減
っ
た

無
回
答

過
半
数
労
働
組

合
に
つ
い
て
別
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７．過去１年間に健康保険組合に対して関与した（意見を述べる等）際に参考に

した情報 

 

過去１年間に健康保険組合に対して関与した（意見を述べる等）際に参考にした情報（複数選択）は、

「健康保険組合からの情報」（29.6％）が最も多く、以下「会社からの情報」（19.7％）と「身近な組合

員からの声」（18.3％）は２割、「報道」（6.6％）、「労働組合の議決事項」（6.2％）、「連合の機関会議資

料」（3.7％）は１割未満となっている。なお「無回答」が39.0％と多いことに留意が必要である（第２

－４表）。 

 

第２－４表 過去１年間に健康保険組合に対して関与した際に参考にした情報 

（健康保険組合の場合・複数選択） 

  労
働
組
合
の
議
決
事

項 身
近
な
組
合
員
か
ら

の
声

連
合
の
機
関
会
議
資

料 報
道

会
社
か
ら
の
情
報

健
康
保
険
組
合
か
ら

の
情
報

そ
の
他

無
回
答

件
数

6.2 18.3 3.7 6.6 19.7 29.6 12.4 39.0 808
③ ② ①

2.7 6.7 ･･･ 4.0 12.0 28.0 13.3 46.7 75
③ ① ②

4.5 8.0 2.3 2.8 15.9 20.5 14.8 50.6 176
② ① ③

2.0 11.4 0.8 2.8 20.1 17.7 17.3 42.5 254
① ② ③

11.7 33.2 7.7 12.8 23.8 4466..00 6.7 26.5 298
② ③ ①

7.1 20.4 4.5 7.1 22.6 33.5 9.3 35.2 421
③ ② ①

2.4 11.0 0.8 3.1 17.3 27.6 13.4 44.1 127
② ① ③

11.1 25.9 7.4 11.1 18.5 29.6 7.4 48.1 27
② ③ ①

3.6 14.3 ･･･ 17.9 14.3 28.6 10.7 46.4 28
③ ② ③ ①

5.6 11.1 ･･･ ･･･ 11.1 27.8 16.7 5555..66 18
③ ③ ① ②

7.8 19.6 3.9 7.8 11.8 17.6 4455..11 19.6 51
② ③ ①

･･･ ･･･ ･･･ 33.3 ･･･ ･･･ 33.3 33.3 3

8.7 23.9 4.3 6.5 23.9 30.4 8.7 37.0 46
② ② ①

･･･ 50.0 ･･･ ･･･ 50.0 50.0 ･･･ ･･･ 2

4.9 14.8 3.7 3.7 16.0 22.2 9.9 5544..33 81
③ ② ①

6.5 19.7 3.9 6.8 20.2 30.9 12.0 37.3 689
③ ② ①

4.7 10.4 1.9 5.7 17.9 23.6 15.1 46.2 106
② ① ③

5 ※下線数字は「総計」より5ポイント以上少ないことを示す
5 ※薄い網かけ数字は「総計」より5ポイント以上多いことを示す

15 ※濃い網かけ数字は「総計」より15ポイント以上多いことを示す
3 ※丸数字は比率の順位（第3位まで表示）

10 ※件数10以下なら網掛等非表示

建設業

従
業
員
数
別

主
な
業
種
別

過
半
数
労
働

組
合
に
つ
い

て
別

総計

100人未満

100～299人

300～999人

1000人以上

製造業

商業・流通

交通・運輸

サービス・ホテル

情報・出版

金融・保険

公務

医療・福祉

その他

過半数労働組合である

過半数労働組合でない
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８．過去３年間に行った労働組合の会社や保険者に対する医療保険に関わる取り

組み 

 

過去３年間に行った労働組合の会社や保険者に対する医療保険に関わる取り組みについて、各項目も

「いずれも行っていない」が多くなっているが、［メンタルヘルスの確保・改善］は「会社に対してのみ

行った」が20.6％と多く、「会社と保険者のいずれにも行った」も14.3％を占める。 

また［健診・検診のメニューの充実・改善］、［勤務時間中の健診等受診機会の確保］、［再検査の受診

促進の強化］、［保健指導の充実・強化］、［禁煙の取り組みの強化］、［健康経営の取り組み強化］につい

ても「会社に対してのみ行った」と「会社と保険者のいずれにも行った」がそれぞれ１割程度を占めて

いる（第２－４図）。 

 

第２－４図 過去３年間に行った労働組合の会社や保険者に対する医療保険に関わる取り組み 
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64.7

51.1
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76.9

83.3

71.7

63.9

11.1

11.5

11.7

11.6

11.0

11.9

12.0

12.3

12.6

12.6

12.5

12.2

健診・検診のメニ  

ューの充実・改善  

勤務時間中の健診  

等受診機会の確保  

再検査の受診促進  

の強化  

保健指導の充実・  

強化  

メンタルヘルスの  

確保・改善  

食堂のメニューの  

健康面での改善  

禁煙の取り組みの  

強化  

保険料に関する要  

求  

医療費や健診等自  

己負担関係の要求  

健康保険組合の存  

続に関する要求  

組合員に対する広  

報の充実  

健康経営の取り組  

み強化  

件
数

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

1231

行
っ
た
計

24.7

23.5

25.9

23.6

37.9

13.4

18.6

6.4

10.5

4.1

15.8

24.0

会
社
と
保
険
者
の
い

ず
れ
に
も
行
っ
た

会
社
に
対
し
て
の
み

行
っ
た

保
険
者
に
対
し
て
の

み
行
っ
た

い
ず
れ
も
行
っ
て
い

な
い

無
回
答
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属性別に＜行った＞比率をみると、従業員数の1,000人以上で比率の高い項目が多く、なかでも［健康

経営の取り組み］（41.7％）の多さが際立つ（第２－５表）。 

 

第２－５表 過去３年間に行った労働組合の会社や保険者に対する医療保険に関わる取り組み 

（＜行った＞比率） 

 
  

健
診
・
検
診
の
メ

ニ
ュ
ー

の
充
実
・
改
善

勤
務
時
間
中
の
健
診
等

受
診
機
会
の
確
保

再
検
査
の
受
診
促
進
の

強
化

保
健
指
導
の
充
実
・
強

化 メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
確

保
・
改
善

食
堂
の
メ
ニ
ュ
ー

の
健

康
面
で
の
改
善

禁
煙
の
取
り
組
み
の
強

化 保
険
料
に
関
す
る
要
求

医
療
費
や
健
診
等
自
己

負
担
関
係
の
要
求

健
康
保
険
組
合
の
存
続

に
関
す
る
要
求

組
合
員
に
対
す
る
広
報

の
充
実

健
康
経
営
の
取
り
組
み

強
化

件
数

24.7 23.5 25.9 23.6 37.9 13.4 18.6 6.4 10.5 4.1 15.8 24.0 1231

15.2 23.9 20.8 15.7 25.9 4.1 11.2 2.5 6.6 1.5 7.6 8.6 197

22.8 21.1 24.2 19.7 31.8 8.3 12.5 3.8 6.6 2.8 10.0 14.9 289

20.1 22.9 22.9 21.2 36.6 12.9 19.6 2.8 6.6 3.3 11.6 22.3 363

36.3 26.3 33.6 33.9 51.5 23.3 27.1 14.4 19.8 7.6 29.3 4411..77 369

23.6 21.5 23.6 23.8 36.8 22.1 21.5 7.1 9.4 4.5 17.0 24.4 606

24.1 23.6 27.2 18.5 30.8 4.1 14.9 2.6 9.7 3.1 9.2 20.0 195

37.5 4400..66 4466..99 34.4 42.2 4.7 21.9 9.4 15.6 3.1 17.2 23.4 64

19.6 19.6 23.9 21.7 30.4 10.9 17.4 4.3 2.2 2.2 13.0 21.7 46

20.0 25.0 15.0 25.0 45.0 20.0 10.0 10.0 5.0 5.0 25.0 25.0 20

16.7 13.0 35.2 29.6 5555..66 7.4 3377..00 9.3 9.3 3.7 20.4 5500..00 54

5522..00 4488..00 40.0 4422..00 7722..00 2.0 8.0 12.0 3366..00 4.0 3388..00 32.0 50

23.8 27.0 27.0 22.2 44.4 1.6 12.7 4.8 9.5 4.8 6.3 23.8 63

40.0 60.0 20.0 20.0 60.0 20.0 ･･･ ･･･ 60.0 20.0 20.0 20.0 5

19.5 16.9 16.9 17.8 30.5 3.4 11.9 5.9 7.6 5.1 13.6 16.1 118

25.4 22.9 26.5 24.3 39.3 14.8 20.6 6.5 10.5 4.3 16.4 25.9 1017

23.5 27.8 25.7 23.0 35.3 7.5 10.2 7.0 11.8 3.7 14.4 17.1 187

23.5 20.5 23.8 23.4 38.1 16.0 20.8 7.7 9.7 5.8 17.8 27.5 808

24.4 27.7 29.4 22.4 34.3 9.4 15.5 2.5 8.6 0.6 8.9 15.8 361

4477..22 3399..66 35.8 35.8 6600..44 1.9 7.5 13.2 3355..88 3.8 3322..11 28.3 53

5 ※下線数字は「総計」より5ポイント以上少ないことを示す
5 ※薄い網かけ数字は「総計」より5ポイント以上多いことを示す

15 ※濃い網かけ数字は「総計」より15ポイント以上多いことを示す
10 ※件数10以下なら網掛等非表示

協会けんぽ

共済組合

建設業

医療・福祉

その他

過半数労働組合で
ある
過半数労働組合で
ない
健康保険組合

商業・流通

交通・運輸

サービス・ホテル

情報・出版

金融・保険

公務

従
業
員
数
別

主
な
業
種
別

過
半
数
労
働

組
合
に
つ
い

て
別

事
業
主
が
加
入
し

て
い
る
医
療
保
険

制
度
別

総計

100人未満

100～299人

300～999人

1000人以上

製造業
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９．過去３年間に行った労働組合の組合員に対する健康保険に関わる取り組み 

 

過去３年間に行った労働組合の組合員に対する健康保険に関わる取り組みで「行った」比率をみると、

［健診・検診の受診勧奨］（26.3％）は２割半ばを占め、［運動の推進］（20.6％）や［保健指導の利用勧

奨］（18.3％）は２割、［食生活の改善］（14.5％）と［禁煙の推進］（14.5％）は１割台半ばとなってい

る（第２－５図）。 

 

第２－５図 過去３年間に行った労働組合の組合員に対する健康保険に関わる取り組み 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
属性別に「行った」をみると、従業員

数別の1,000人以上、業種別の金融・保険

で「行った」が多い項目が目立つ（第２

－６表）。 

  

第２－６表 過去３年間に行った労働組合の組合員に 

対する健康保険に関わる取り組み（「行った」比率） 

26.3

18.3

20.6

14.5

14.5

62.8

70.4

67.7

74.2

74.1

10.9

11.3

11.7
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11.4

健診・検診の受診  

勧奨  

保健指導の利用勧  

奨  

運動の推進  

食生活の改善  

禁煙の推進  

件
数

1231

1231

1231

1231

1231

行
っ
た

行
っ
て
い
な
い

無
回
答

健
診
・
検
診
の
受
診

勧
奨

保
健
指
導
の
利
用
勧

奨 運
動
の
推
進

食
生
活
の
改
善

禁
煙
の
推
進

件
数

26.3 18.3 20.6 14.5 14.5 1231

23.9 15.2 11.2 7.1 6.6 197

19.7 14.5 14.2 13.1 10.0 289

26.7 16.5 17.9 11.6 16.0 363

33.1 24.9 34.1 22.8 21.4 369

25.4 20.5 23.9 17.5 18.0 606

33.3 13.3 18.5 10.8 13.8 195

39.1 26.6 28.1 18.8 15.6 64

21.7 13.0 15.2 10.9 10.9 46

10.0 ･･･ 10.0 5.0 5.0 20

31.5 24.1 33.3 2299..66 24.1 54

26.0 16.0 6.0 2.0 ･･･ 50

20.6 17.5 12.7 7.9 9.5 63

20.0 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 5

19.5 16.1 14.4 9.3 6.8 118

27.6 19.5 22.8 16.1 16.3 1017

21.9 13.9 11.8 7.5 7.0 187

26.4 19.6 23.5 17.0 17.7 808

27.4 16.6 16.9 11.1 9.7 361

22.6 13.2 5.7 1.9 ･･･ 53

5 ※下線数字は「総計」より5ポイント以上少ないことを示す
5 ※薄い網かけ数字は「総計」より5ポイント以上多いことを示す

15 ※濃い網かけ数字は「総計」より15ポイント以上多いことを示す
10 ※件数10以下なら網掛等非表示

協会けんぽ

共済組合

建設業

医療・福祉

その他

過半数労働組合である

過半数労働組合でない

健康保険組合

商業・流通

交通・運輸

サービス・ホテル

情報・出版

金融・保険

公務

従
業
員
数
別

主
な
業
種
別

過
半
数
労

働
組
合
に

つ
い
て
別

事
業
主
が
加
入
し

て
い
る
医
療
保
険

制
度
別

総計

100人未満

100～299人

300～999人

1000人以上

製造業
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10．労働組合として医療保険に関わる際に困ったこと 

 

労働組合として医療保険に関わる際に困ったこと（複数選択）は「特に困ったことはない」が37.8％

を占めるが、具体的な項目では「組合が取り扱う優先順位が低くなる」（28.5％）が最も多く、以下「医

療保険への組合員の関心が低い」が22.1％、「組合が求めてもどうにもならない」（16.3％）や「仕組が

難しく理事会で発言しにくい」（13.6％）は１割台、「家族構成で意見が食い違っている」（3.6％）や「世

代間で意見が食い違っている」（3.2％）は１割未満となっている。 

従業員数別にみると、従業員数が多くなるほど、「組合が求めてもどうにもならない」が多くなる（第

２－７表）。 

 

第２－７表 労働組合として医療保険に関わる際に困ったこと（複数選択） 

 仕
組
が
難
し
く
理
事

会
で
発
言
し
に
く
い

組
合
が
取
り
扱
う
優

先
順
位
が
低
く
な
る

組
合
が
求
め
て
も
ど

う
に
も
な
ら
な
い

世
代
間
で
意
見
が
食

い
違
っ

て
い
る

家
族
構
成
で
意
見
が

食
い
違
っ

て
い
る

医
療
保
険
へ
の
組
合

員
の
関
心
が
低
い

特
に
困
っ

た
こ
と
は

な
い

そ
の
他

無
回
答

件
数

13.6 28.5 16.3 3.2 3.6 22.1 37.8 3.4 13.3 1231

7.6 31.0 8.6 ･･･ 1.5 20.8 40.6 3.6 13.7 197

13.5 27.3 10.7 4.2 3.8 18.7 39.4 3.1 19.0 289

15.7 32.5 19.0 4.7 5.2 25.9 36.4 3.9 10.5 363

15.2 24.9 22.5 2.7 3.0 22.5 37.7 3.0 9.2 369

13.4 29.7 16.8 3.3 3.6 24.8 36.5 2.0 12.9 606

15.4 29.2 13.3 2.1 3.6 21.5 33.8 2.6 17.4 195

17.2 25.0 15.6 4.7 3.1 23.4 48.4 ･･･ 7.8 64

19.6 30.4 13.0 4.3 6.5 26.1 37.0 2.2 13.0 46

10.0 4455..00 20.0 ･･･ 5.0 20.0 35.0 5.0 10.0 20

7.4 20.4 18.5 1.9 3.7 18.5 31.5 2277..88 1.9 54

14.0 32.0 26.0 2.0 ･･･ 20.0 38.0 2.0 8.0 50

19.0 27.0 14.3 6.3 6.3 20.6 52.4 1.6 7.9 63

20.0 40.0 20.0 ･･･ ･･･ 40.0 20.0 20.0 ･･･ 5

8.5 24.6 16.1 3.4 2.5 11.9 44.9 4.2 16.9 118

14.0 29.0 16.6 3.6 3.6 22.9 38.1 3.0 11.9 1017

13.4 29.4 16.6 1.1 3.7 20.9 38.0 5.3 13.9 187

13.5 25.6 18.4 2.5 3.0 21.2 37.0 4.3 13.9 808

14.7 34.6 10.5 4.7 5.5 24.4 39.6 1.4 12.2 361

9.4 28.3 22.6 1.9 ･･･ 20.8 35.8 3.8 13.2 53

5 ※下線数字は「総計」より5ポイント以上少ないことを示す
5 ※薄い網かけ数字は「総計」より5ポイント以上多いことを示す

15 ※濃い網かけ数字は「総計」より15ポイント以上多いことを示す
10 ※件数10以下なら網掛等非表示

協会けんぽ

共済組合

建設業

医療・福祉

その他

過半数労働組合である

過半数労働組合でない

健康保険組合

商業・流通

交通・運輸

サービス・ホテル

情報・出版

金融・保険

公務

従
業
員
数
別

主
な
業
種
別

過
半
数
労
働

組
合
に
つ
い

て
別

事
業
主
が
加
入
し

て
い
る
医
療
保
険

制
度
別

総計

100人未満

100～299人

300～999人

1000人以上

製造業
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２．【参考資料】アンケート調査票 

 

連合・連合総研 企業年金・健康保険に関する調査（全単組調査） 

 

＜ご回答いただくにあたって＞ 

この調査は、企業年金・公的医療保険の名称とコード（基金番号、規約番号、承認番号、保険者番号）

の入力が必須となっています。 

お手数ですが、事前に企業年金・医療保険の名称および番号を会社に確認の上、ご回答をお願いしま

す。 

（調査研究においてデータを紐づける必要があるため、正確な番号をご記入ください。） 

 

●ＷＥＢアンケートの回答について 

〇回答の途中で中断し、後から再開したい場合は、次ページ画面上のバーの右上の「あとで続きをす

る」をクリックして、名前（イニシャルなども可）、パスワード、メールアドレスを入力してデータ

を保存してください。 

〇再開する場合は、画面上のバーにある「未完了アンケートの読み込み」をクリックして、パスワー

ドを入力してください。 

〇回答が終わったら「送信する」ボタンを押してください。 

 

 

連合 総合政策推進局 生活福祉局（TEL：03-5295-0523） 

公益財団法人 連合総合生活開発研究所（TEL：03-5210-0851） 

 

 

○本調査における「会社」については、公務・公営（国や地方自治体、公立学校、国営・公営企業、

独立行政法人等）の方は、自治体や当局に置き換えてお答えください。 

○本調査における「社員」「雇用者」については、公務・公営（国や地方自治体、公立学校、国営・公

営企業、独立行政法人等）の方は、「職員」に置き換えてお答えください。 

○複数会社を組織する労働組合であっても、会社単位でそれぞれお答えください。 
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＊Ａ１．会社名をご記入下さい。（必須回答） 

正式名称での記入をお願いします。 
 

 

 
＊Ａ２．労働組合名をご記入下さい。（必須回答） 
 

 

 

Ａ３．所属産業別労働組合名をお答え下さい。 
 

○ 01．ＵＡゼンセン 

○ 02．自動車総連 

○ 03．自治労 

○ 04．電機連合 

○ 05．ＪＡＭ 

○ 06．基幹労連 

○ 07．生保労連 

○ 08．ＪＰ労組 

○ 09．日教組 

○ 10．電力総連 

○ 11．情報労連 

○ 12．ＪＥＣ連合 

○ 13．運輸労連 

○ 14．フード連合 

○ 15．私鉄総連 

○ 16．損保労連 

○ 17．ＪＲ連合 

○ 18．国公連合 

○ 19．海員組合 

○ 20．航空連合 

○ 21．交通労連 

○ 22．ゴム連合 

○ 23．サービス連合 

○ 24．全電線 

○ 25．紙パ連合 

○ 26．全国ガス 

○ 27．印刷労連 

○ 28．セラミックス連合 

○ 29．全水道 

○ 30．ＪＲ総連 

○ 31．全国農団労 

○ 32．全自交労連 

○ 33．メディア労連 

○ 34．全労金 

○ 35．ヘルスケア労協 

○ 36．労済労連 

○ 37．労供労連 

○ 38．森林労連 

○ 39．全印刷 

○ 40．全国ユニオン 

○ 41．全国競馬連合 

○ 42．自治労連 

○ 43．港運同盟 

○ 44．ＪＡ連合 

○ 45．全造幣 

○ 46．日高教 

 

Ａ４．労働組合員数（短時間・契約等労働者（直接雇用）を含む全組合員数） 

半角数字で入力して下さい。 

約        人  
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Ａ５．過半数労働組合について 

○ １．過半数労働組合である 

○ ２．過半数労働組合でない 

 

Ａ６．従業員数（正社員と短時間・契約等労働者（直接雇用）をあわせた人数） 

○ １．29人以下 

○ ２．30～99人 

○ ３．100～299人 

○ ４．300～999人 

○ ５．1,000～2,999人 

○ ６．3,000～9,999人 

○ ７．10,000人以上 

 

Ａ７．主な業種 

○ １．製造業 

○ ２．商業・流通（卸・小売等） 

○ ３．交通・運輸 

○ ４．サービス・ホテル 

○ ５．情報・出版 

○ ６．金融・保険 

○ ７．公務 

○ ８．建設業 

○ ９．医療・福祉 

○ 10．その他 
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１．企業年金 

（企業年金の概念図と用語の説明は以下の通りです） 

１．厚生年金基金 

企業が、厚生労働大臣の認可を受けた「厚生年金基金」という別法人を

設立して厚生年金の給付を代行し、企業独自の加算分を上乗せして運用

する年金制度です。現在、新規設立は停止しています。 

 

２．基金型確定給付企業年金（基金型ＤＢ) 

基金型確定給付企業年金（ＤＢ）は、「企業年金基金」という別法人を

設立し、年金資産の管理・運用・給付を行う企業年金です。企業と従業員

が規約等であらかじめ給付額を取り決め、従業員が退職後に確定した給

付額を受け取ります。 

 

３．規約型確定給付企業年金（規約型ＤＢ) 

規約型確定給付企業年金（規約型ＤＢ）とは、労使が合意した年金規約

に基づき、企業と信託会社・保険会社等が資産管理運用契約を結び、企業

の外で年金資金の管理・運用・給付を行う企業年金です。企業と従業員が

規約等であらかじめ給付額を取り決め、従業員が退職後に確定した給付

額を受け取ります。 

 

４．企業型確定拠出年金（ＤＣ） 

企業型確定拠出年金（ＤＣ）とは、企業が掛金を毎月積み立て（拠出）、

従業員（加入者）が掛金をもとに、金融商品の選択や資産配分の決定など

の運用を行う年金制度です。従業員が退職後に受け取る額は運用成績に

よって変わります。 

 

５．リスク分担型企業年金 

リスク分担型企業年金とは、2017年より確定給付企業年金（ＤＢ）にお

いて認められた新たな仕組みです。将来の年金資産の運用成績が給付水

準に満たなくなるリスクを労使でどのように分担するかを、あらかじめ

労使間で定めておきます。運用の結果、リスクが顕在化し、企業の負担す

るリスク対応掛金分ではカバーしきれない状態に至った場合には、従業

員（加入者）の給付が減額されます。 

 

６．企業型ＤＣ加入者によるマッチング拠出 

企業型ＤＣ加入者によるマッチング拠出とは、企業が拠出する掛金に

加えて、従業員（加入者）本人が掛金を上乗せして拠出することが出来る

制度です。 

 

７．選択制確定拠出年金（選択制ＤＣ) 

従業員が給与受け取りか確定拠出年金（ＤＣ）の掛金とするのかを選

択できる制度です。毎月の給与の一定額（従業員本人が決めた拠出額）を

掛金とすることで、掛金は社会保険料等、税金の算定賃金から除外され

ます。 

 

８．総合型確定拠出年金（総合型ＤＣ) 

総合型確定拠出年金（総合型ＤＣ)とは、中小企業など複数の会社で構

成されている企業年金制度です。 

※グレー部分が“企業年金”に該当。 
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＊（１）企業年金制度の有無（必須回答） 

○ １．あり 

○ ２．以前はあったが現在はない 

○ ３．以前も現在もない 

 

（２）自社の雇用管理区分（該当するものをすすべべてて選択してください。） 

〇無期転換した社員 

無期転換した社員とは、同一の使用者（企業）との間で有期労働契約が５年を超えて更新されたこ

とを受け、労働契約が有期労働契約から期間の定めのない労働契約（無期労働契約）に転換した従業

員です。 

〇定年再雇用者 

定年再雇用者とは、定年退職後に新たな雇用契約を締結し直している従業員です。 

〇契約社員(有期雇用) 

有期雇用の契約社員とは、原則最長３年（専門知識・技術が必要な業務や満60歳以上の労働者に対

しては最長５年）の有期雇用契約を締結している従業員です。 

〇厚生年金加入者であるパートタイム雇用者 

厚生年金加入者であるパートタイム雇用者とは、労働時間や賃金、従業員規模などに応じて厚生年

金の加入対象としている短時間雇用の有期契約の従業員です。 

□ １．正社員・正職員（無期転換した社員を除く） 

□ ２．無期転換した社員 

□ ３．定年再雇用者 

□ ４．契約社員（有期雇用） 

□ ５．厚生年金加入者であるパートタイム雇用者 

□ ６．その他 

「その他」の内容について具体的にお書きください。 
 

 

 

  

214 連合総研「新しい時代の保険者自治に向けて」　2025.11　　  



（３）自社の雇用管理区分の中で企業年金の加入対象者（（２）で選択した項目のみ、該当するものを

すすべべてて選択してください。) 

□ １．正社員・正職員（無期転換した社員を除く） 

□ ２．無期転換した社員 

□ ３．定年再雇用者 

□ ４．契約社員（有期雇用） 

□ ５．厚生年金加入者であるパートタイム雇用者 

□ ６．その他 

「その他」の内容について具体的にお書きください。 
 

 

 

（４）2024年入社の社員を対象に実施している企業年金制度の種類（該当するものをすすべべてて選択して

ください。） 

□ １．厚生年金基金 

□ ２．確定給付型年金（ＤＢ） 

□ ３．確定拠出型年金（ＤＣ） 

 
厚生年金基金について 

 

（５）厚生年金基金の名称をお書き下さい。 

名称は会社に確認してください。 
 

 

 

（６）厚生年金基金の基金番号 

番号は会社に確認してください。 
 

 

 
確定給付型年金（ＤＢ）について 

 

（７）確定給付型年金（ＤＢ）の種類（あてはまるものすべて） 

□ １．基金型（基金型ＤＢ） 

□ ２．規約型（規約型ＤＢ） 

 

（８）基金型（基金型ＤＢ）の名称をお書き下さい。 

名称は会社に確認してください。 
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（９）基金型（基金型ＤＢ）の基金番号 

番号は会社に確認してください。半角数字で入力して下さい。 
 

 

 

（10）基金型ＤＢについてリスク分担型の有無 

○ １．リスク分担型である 

○ ２．リスク分担型ではない 

 

（11）規約型（規約型ＤＢ）の規約番号 

番号は会社に確認してください。半角数字で入力して下さい。 
 

 

 

（12）規約型ＤＢについてリスク分担型の有無 

○ １．リスク分担型である 

○ ２．リスク分担型ではない 

 
確定拠出年金（ＤＣ）について 

 

（13）確定拠出年金（ＤＣ）の名称をお書き下さい。 

総合型確定拠出年金（総合型ＤＣ）である場合のみ記入してください。 
 

 

 

（14）確定拠出型年金（ＤＣ）の承認番号 

番号は会社に確認してください。半角数字で入力して下さい。 
 

 

 

（15）確定拠出型年金（ＤＣ）についてマッチング拠出の導入 

○ １．マッチング拠出を導入している 

○ ２．マッチング拠出を導入していない 

 

（16）確定拠出型年金（ＤＣ）について選択制確定拠出年金（ＤＣ）の導入 

○ １．選択制確定拠出年金（ＤＣ）を導入している 

○ ２．選択制確定拠出年金（ＤＣ）は導入していない 
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過去１年間に行った企業年金制度への労働組合の関与 

労働組合役員等 

本調査における労働組合役員等の「等」には、執行委員長、書記長、副委員長、支部長、分会長、執行委員、労働組

合職員などが含まれます。単に組合員である従業員は含まれません。 

 

（17）年金基金の理事の定数と労働組合役員等の理事数 

Ａ 年金基金の理事の定数  

Ｂ 年金基金の理事の定数のうち、労働組合役員等の理事数  

 

（18）年金基金の代議員の定数と労働組合役員等の代議員数 

Ａ 年金基金の代議員の定数  

Ｂ 年金基金の代議員の定数のうち、労働組合役員等の代議員数  

 

（19）年金委員会の委員数と労働組合役員等の委員数 

年金委員会 

本調査票における「年金委員会」とは、会社や年金基金に設置されている資金運用や年金運営上のガバナンスのため

の会議体を指します。年金委員会や年金運営委員会などの名称が冠されている場合が多くみられます。 

Ａ 年金委員会の委員数  

Ｂ 年金委員会の委員数のうち、労働組合役員等の委員数  

 

（20）過去１年間における会社と企業年金に関する労使協議の実施有無 

○ １．実施した 

○ ２．実施しなかった 

 

（21）会社と企業年金に関する労使協議の実施回数 

半角数字で入力して下さい。 

年        回  

 

（22）過去１年間における会社または年金基金から財政や運用の状況など企業年金に関する情報提供

の有無 

○ １．受けた 

○ ２．受けなかった 
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（23）過去１年間における会社または年金基金から財政や運用の状況など企業年金に関する情報提供

を受けた回数 

半角数字で入力して下さい。 

年        回  

 
５年前と比べた企業年金制度への労働組合の関与の変化 

 

（24）５年前と比べた年金基金理事の定数に占める労働組合役員等の理事の割合 

○ １．増えた 

○ ２．変わらない 

○ ３．減った 

 

（25）５年前と比べた年金基金代議員の定数に占める労働組合役員等の代議員の割合 

○ １．増えた 

○ ２．変わらない 

○ ３．減った 

 

（26）５年前と比べた年金委員会の委員の定数に占める労働組合役員等の委員の割合 

○ １．増えた 

○ ２．変わらない 

○ ３．減った 

 

（27）過去３年間の労働組合内での検討や会社や基金との協議 

「５．特になし」とは、会社・基金いずれとも協議せず、労組内で検討したこともない場合を指します。 

「６．該当なし」とは、ＤＢまたはＤＣの制度がなく検討対象ではない場合を指します。 
 

 

１． 

会社と基金

のいずれ 

とも協議 

２． 

会社と協議 

３． 

基金と協議 

４． 

労働組合内

でのみ検討 

５． 

特になし 

６． 

該当なし 

Ａ．企業年金の対象社員の範囲 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Ｂ．掛金水準 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Ｃ．給付設計 

（定年延長への対応を含む） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Ｄ．制度の見直し 

（ＤＢからＤＣなど） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Ｅ．ＤＢの資産運用・ 

リスク管理 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Ｆ．企業型ＤＣの 

商品ラインナップ 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Ｇ．企業型ＤＣの 

デフォルトファンド 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

Ｈ．企業型ＤＣの投資教育 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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（28）労働組合として企業年金に関わる際に困ったこと（該当するものをすすべべてて選択してください。） 

□ １．金融や年金の専門用語が多く内容が難しくて発言しにくい 

□ ２．賃金など他の労働条件に比べて労働組合として取り扱う優先順位が低くなる 

□ ３．組合員の間で意見が食い違っていて方針の取りまとめが難しい 

（雇用形態、若年－壮年、職種など） 

□ ４．現役の組合員と退職者との間で意見が食い違っていて方針の取りまとめが難しい 

□ ５．企業年金に対する組合員の関心が低い 

□ ６．特に困ったことはない 

□ ７．その他 

「その他」の内容について具体的にお書きください。 
 

 

 

（29）企業年金制度創設に向けた労働組合の考え方について 

○ １．制度の創設に向けて会社と協議中 

○ ２．企業年金の創設を会社に要求している 

○ ３．企業年金の創設の要求を労働組合内で検討中 

○ ４．他の労働条件の改善を優先的に考えている 

○ ５．その他 

「その他」の内容について具体的にお書きください。 
 

 

 
２．公的医療保険 

 
＊（１）現在事業主が加入している医療保険制度（保険者）（必須回答） 

○ １．健康保険組合 

○ ２．協会けんぽ 

○ ３．国民健康保険組合 

○ ４．共済組合 

 

（２）加入している医療保険制度（保険者）の名称をお書きください。 

名称は健康保険証で確認してください。 
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（３）加入している医療保険制度の保険者番号 

保険者番号は健康保険証で確認してください。 

８桁の数字を半角数字で入力して下さい。入力が８桁未満の場合や全角入力ではエラーとなります。 
 

 

 

（３－１）国民健康保険組合の名称をお書き下さい。 

名称は健康保険証で確認してください。 
 

 

 

（３－２）共済組合の名称をお書き下さい。 

名称は健康保険証で確認してください。 
 

 

 
過去１年間に行った健康保険組合に対する関与 

 

（４）健康保険組合の理事の定数と労働組合役員等の理事数 

Ａ 健康保険組合の理事の定数  

Ｂ 健康保険組合の理事の定数のうち、労働組合役員等の理事数  

 

（５）健康保険組合の監事の定数と労働組合役員等の監事数 

Ａ 健康保険組合の監事の定数  

Ｂ 健康保険組合の監事の定数のうち、労働組合役員等の監事数  

 

（６）健康保険組合の組合会議員の定数と労働組合役員等の議員数 

Ａ 健康保険組合の組合会議員の定数  

Ｂ 健康保険組合の組合会議員の定数のうち、労働組合役員等の議員数  
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５年前と比べた健康保険組合への労働組合の関与の変化 

 

（７）５年前と比べた理事の定数に占める労働組合役員等の理事の割合 

○ １．増えた 

○ ２．変わらない 

○ ３．減った 

 

（８）５年前と比べた組合会議員の定数に占める労働組合役員等の組合会議員の割合 

○ １．増えた 

○ ２．変わらない 

○ ３．減った 

 

（９）過去１年間に健康保険組合に対して関与（意見を述べる等）した際に参考にした情報（該当す

るものをすすべべてて選択してください。） 

□ １．労働組合の議決事項 

□ ２．身近な組合員からの声 

□ ３．連合の機関会議資料 

□ ４．報道 

□ ５．会社からの情報 

□ ６．健康保険組合からの情報（広報誌や資料など） 

□ ７．その他 

「その他」の内容について具体的にお書きください。 
 

 

 

  

連合総研「新しい時代の保険者自治に向けて」　2025.11　　  221



過去３年間に行ったことのある健康保険に関わる労働組合の取り組み 

 

（10）過去３年間に行った労働組合の会社や保険者に対する医療保険に関わる取り組み 
 

 

１． 

会社と保険者の 

いずれにも 

行った 

２． 

会社に対して 

のみ行った 

３． 

保険者に対して 

のみ行った 

４． 

いずれも 

行っていない 

Ａ．健診・検診のメニューの充実・改善 ○ ○ ○ ○ 

Ｂ．勤務時間中の健診等の受診機会の確保 ○ ○ ○ ○ 

Ｃ．再検査の受診促進の強化 ○ ○ ○ ○ 

Ｄ．保健指導の充実・強化 ○ ○ ○ ○ 

Ｅ．メンタルヘルスの確保・改善 ○ ○ ○ ○ 

Ｆ．食堂のメニューの健康面での改善 ○ ○ ○ ○ 

Ｇ．禁煙の取り組みの強化 ○ ○ ○ ○ 

Ｈ．保険料に関する要求 ○ ○ ○ ○ 

Ｉ．医療費や健診等の自己負担に関する要求 ○ ○ ○ ○ 

Ｊ．健康保険組合の存続に関する要求 ○ ○ ○ ○ 

Ｋ．組合員（加入者）に対する広報の充実 ○ ○ ○ ○ 

Ｌ．健康経営の取り組み強化 ○ ○ ○ ○ 

 

上記の項目以外に行った取り組みがあればお書きください。 
 

 

 

（11）過去３年間に行った労働組合の組合員に対する健康保険に関わる取り組み 
 

 １．行った ２．行っていない 

Ａ．健診・検診の受診勧奨 ○ ○ 

Ｂ．保健指導の利用勧奨 ○ ○ 

Ｃ．運動の推進 ○ ○ 

Ｄ．食生活の改善 ○ ○ 

Ｅ．禁煙の推進 ○ ○ 

 

上記の項目以外に行った取り組みがあればお書きください。 
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（12）労働組合として医療保険に関わる際に困ったこと（該当するものをすすべべてて選択してください。） 

□ １．医療や医療保険の仕組みが難しくて理事会や組合会で発言しにくい 

□ ２．賃金など他の労働条件に比べて労働組合として取り扱う優先順位が低くなる 

□ ３．労働組合として求めてもどうにもならない（高齢者医療のための負担金の多さなど） 

□ ４．世代間で組合員の意見が食い違っていて方針の取りまとめが難しい 

□ ５．家族構成の違いで組合員の意見が食い違っていて方針のとりまとめが難しい 

□ ６．医療保険に対する組合員の関心が低い 

□ ７．特に困ったことはない 

□ ８．その他 

その他の内容 
 

 

 

 

 

＊★ お疲れさまでした、以上で質問は終了です。回答画面に戻るには、ページ右下の［戻る］ボタン

をクリックしてください。 

回答の途中で中断し、後から再開したい場合は、次ページ画面上のバーの右上の「あとで続きを

する」をクリックして、名前（イニシャルなども可）、パスワード、メールアドレスを入力してデ

ータを保存してください。 

回答が終了し送信する場合は、次の「アンケートを終了し、回答を送信する」をクリックした

後、ページ右下の［送信する］ボタンをクリックしてください。 

○ アンケートを終了し、回答を送信する 

 

 
送信する 
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第２章 健康保険組合における労働組合の関与に 

関するアンケート調査 
 

１．アンケート調査の実施概要 

 

（１）目的 

健康保険組合の運営に対する労働組合の関与の実態を把握するため、短時間被保険者の大きな異動が

ある2016年度と2019年度の健康保険組合の状況および労働組合との関わりについて調査する。 

 

（２）調査期間 

2024年１月22日～２月21日 

 

（３）調査実施者 

連合総研、健康保険組合連合会 

 

（４）調査票の配布及び回収 

調査は、健康保険組合連合会イントラネットを通じ各健康保険組合に調査協力を要請し、Excelシート

のメール送付またはＷｅｂアンケート（google form）による回答で実施した。 

有効回答数は1,094件であり、メールによるExcelシート 661件、Google フォーム 432件、ファックス 

１件であった。 

 

（５）分析上の留意点 

自由記入欄については、回答をそのまま掲載している。ただし、健康保険組合や企業、労働組合の名

称や回答者名など固有名詞は削除するとともに、設立年月日や数値が記入されているものについては、

健康保険組合が特定されないよう一部加工している。 

 

２．調査結果 

 

問１ 2016年度の貴健康保険組合の状況 

（１）加入事業所における過半数労働組合の有無 

すべての事業所に 

過半数労働組合が 

あった 

一部の事業所に 

過半数労働組合が 

あった 

すべての事業所に 

過半数労働組合は 

なかった 

わからなかった  

178 522 146 245  

16.3 47.8 13.4 22.5 （％） 
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（２）組合会の互選議員に占める労働組合関係者の割合 

100％ 
80％以上 

100％未満 

60％以上 

80％未満 

40％以上 

60％未満 

20％以上

40％未満 

０％超 

20％未満 
０％ 

わからな 

かった 
 

228 75 48 104 74 137 168 82  

24.9 8.2 5.2 11.4 8.1 15.0 18.3 9.0 （％） 

 

（３）互選理事に占める労働組合関係者の割合 

100％ 
80％以上 

100％未満 

60％以上 

80％未満 

40％以上 

60％未満 

20％以上

40％未満 

０％超 

20％未満 
０％ 

わからな 

かった 
 

308 38 52 71 74 73 219 81  

33.6 4.1 5.7 7.8 8.1 8.0 23.9 8.8 （％） 

 

問２ 2019年度の貴健康保険組合の状況 

（１）加入事業所における過半数労働組合の有無 

すべての事業所に 

過半数労働組合が 

あった 

一部の事業所に 

過半数労働組合が 

あった 

すべての事業所に 

過半数労働組合は 

なかった 

わからなかった  

175 525 149 241  

16.1 48.2 13.7 22.1 （％） 

 

（２）組合会の互選議員に占める労働組合関係者の割合 

100％ 
80％以上 

100％未満 

60％以上 

80％未満 

40％以上 

60％未満 

20％以上

40％未満 

０％超 

20％未満 
０％ 

わからな 

かった 
 

221 81 52 101 83 136 170 73  

24.1 8.8 5.7 11.0 9.1 14.8 18.5 8.0 （％） 

 

（３）互選理事に占める労働組合関係者の割合 

100％ 
80％以上 

100％未満 

60％以上 

80％未満 

40％以上 

60％未満 

20％以上

40％未満 

０％超 

20％未満 
０％ 

わからな 

かった 
 

300 42 59 68 78 76 222 72  

32.7 4.6 6.4 7.4 8.5 8.3 24.2 7.9 （％） 

 

問３ 過去10年間に貴健康保険組合の常務理事及び職員に労働組合役員経験者がいますか。 

[常務理事など役員] 

いる いない わからない  

203 673 59  

21.7 72.0 6.3 （％） 
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[事務長など職員] 

いる いない わからない  

153 731 51  

16.4 78.2 5.5 （％） 

 

問４ 過去10年間に貴健康保険組合は、次の各活動について労働組合とどの程度連携していますか。 

 

健康教育 

活動などの 

共催 

体育奨励 

事業・健康

づくり事業

への加入者

の積極的な

参加 

組合員への

周知・広報 

健診・指導

の加入者に

対する受診

勧奨（特定

健診・特定

保健指導） 

健診・指導

の加入者に

対する受診

勧奨（特定

健診・特定

保健指導 

以外） 

健康管理 

推進委員会

等の場への

参画 

 

いつも連携 

している 
51 123 132 38 37 278  

連携したこと

がある 
184 240 261 79 67 121  

連携したこと

がない 
631 514 491 763 771 481  

わからない 66 55 48 52 57 52  

いつも連携 

している 
5.5 13.2 14.2 4.1 4.0 29.8 （％） 

連携したこと

がある 
19.7 25.8 28.0 8.5 7.2 13.0 （％） 

連携したこと

がない 
67.7 55.2 52.7 81.9 82.7 51.6 （％） 

わからない 7.1 5.9 5.2 5.6 6.1 5.6 （％） 
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問５ 貴健康保険組合は今後、次の各活動を推進するために、労働組合と連携したいと思いますか。 

 

健康教育 

活動などの 

共催 

体育奨励 

事業・健康

づくり事業

への加入者

の積極的な

参加 

組合員への

周知・広報 

健診・指導

の加入者に

対する受診

勧奨（特定

健診・特定

保健指導） 

健診・指導

の加入者に

対する受診

勧奨（特定

健診・特定

保健指導 

以外） 

健康管理 

推進委員会

等の場への

参画 

 

とても連携 

したい 
197 272 293 167 142 310  

まあ連携 

したい 
425 386 358 343 360 333  

あまり連携 

したくない 
143 113 122 199 208 131  

連携 

したくない 
149 144 142 206 205 141  

とても連携 

したい 
21.6 29.7 32.0 18.3 15.5 33.9 （％） 

まあ連携 

したい 
46.5 42.2 39.1 37.5 39.3 36.4 （％） 

あまり連携 

したくない 
15.6 12.3 13.3 21.7 22.7 14.3 （％） 

連携 

したくない 
16.3 15.7 15.5 22.5 22.4 15.4 （％） 
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［自由記入欄］ 

当健保に加入する事業所の中で労組を結成している事業所は１か所のみです。それも10年以上前と比

べると今の労組は顕著に活動量が衰えており、健保組合と共同して何かに取り組んでいただけるとは

もはや期待しておりません。 

予防、健康づくり、重症化予防への取組み（保健事業）を実効あるものとして進める上で、協働は必

要と考える。 

特にありません。 

労働組合では不定期ではあるが健康に関する「広報誌」を年に数回発刊しており、可能（労働組合と

の協議必要）であれば健保も情報発信をする形でタイアップして参加を試みたい。健診・指導に対す

る勧奨については事業主側と連携が取られており現時点では現状維持で考えている。過半数組合は母

体事業所（銀行）にはあるが、その他関連子会社等にはありません。 

労働者の代表として、健康保険組合の運営に関与することは非常に重要であり、また加入者の健康に

対する意識啓蒙の観点からも極めて有効なものであると認識している。 

単一健保組合では、労働組合と連携することにより組合運営や様々な政策を行う上でより効果的な活

動を行えるが、当組合のような総合健保組合は各事業所の労働組合と連携をとることは難しいと考え

ます。（当組合の設立事業所は、労働組合を持たないと思われる小規模の事業所も存在するため。） 

今後検討したい。 

労働組合との関係は、要配慮個人情報を共有することがない範囲で行う必要があると思われます。 

健康保険組合の加入者（被保険者）の多くが、母体事業所の労働組合加入者（組合員）であり、加入

者の疾病予防・健康増進を推し進めることを大きな目標（目的）に掲げていることからも、可能な限

り協働し、コラボすることが両組合にプラスの結果（成果）をもたらすものであるとお互い認識して

おります。 

加入事業所すべてに労働組合組織がないため健保組合運営において対応方法が異なることから連携す

ることが困難であり煩雑になると考えます。 

労働組合とは健康づくりの保健事業において連携していきたい。 

加入者の健康管理のためには労働組合との連携は大切である。 

引続き労働組合との連携を強化していく。 

労組が責任を分担し、協調しながらも主体的に健康管理の各事業に取り組むのであれば意義もあると

考えるが、意見を言うのみ、乃至はそれに近い活動にとどまるのであれば、理事会・組合会の機能と

差異はなく、屋上屋を重ねるだけになると思われる。 

当組合は今までも労組とは連携出来ている方だと思います。今後も健康づくり事業を中心に継続して

いきたいと思いますが、たとえば現行の納付金制度の問題点等医療保険全体に関わる仕組みや制度上

の問題点や課題の是正等についても連携して取り組めればいいと考えます。 

労働組合の関与が、健康保険事業に寄与するものであれば検討の余地あり。 
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［自由記入欄］ 

現在、健保議員に労働組合の方も入っていただいているので、自健保の事業・経理状況も認識いただ

いており、運営に理解はしていただいているので、ありがたい。健康づくり、健診や特定保健指導に

ついては事業主と連携し実施しているが、労働組合との連携も示し、対象者への受講を促してもらい

たい。 

また、マイナ保険証についても労働組合による呼びかけなど、働いている者の健康及び適切な医療を

受ける権利と結びついていることを発信いただき、事業主、労働組合、健保のあらゆる方向からサポ

ートする体制になると良いと思う。 

労働組合については、その代表が健保組合の互選理事・議員として組織の意思決定を担っており、今

後も労働者側の被保険者として健保の事業運営に参画していただくことに変わるところはございませ

ん。 

当健保は単一健保であり、事業所は５事業所（そのうちの一つは労働組合）だが、１つの事業所で被

保険者は９割以上を占めている。互選議員７名、互選理事３名のうち１名を実態として労働組合から

出していただいているので、問２、問３における労働組合関係者の割合はそれぞれ14％、33％である

が、妥当だと考える。当健保は事業主とは健康施策等に関する打ち合わせを毎月定例で行っている。

事業主は労働組合とは別に打ち合わせ等をしているようであり、現状では健保と労働組合との間での

連携は必要ではないと考える。実態として、少なくとも健保については十分なマンパワーはないので

共催等を検討する余裕はないと考える。 

すべての事業所に労働組合はないものの、被保険者の代弁者としての労働組合の位置づけは重要であ

り、互選議員に労働組合執行部が就いています。健康組合は被保険者との直接接点が希薄なことから、

事業主ルートに加え、労働組合ルートでの被保険者へのアプローチについても重要と考えており、最

大労働組合とは情報交換を実施しています。加入者の健康に関するベクトルは労働組合も健康保険組

合も同じと認識しており、健康づくり事業（運動イベントなど）、受診勧奨は事業主、労働組合、健康

保険組合の三位一体での推進を進めることが大切と思います。労働組合のない事業所は事業主経由の

アプロ―チを引続き推進していくことになります。 

当健保組合は連合型組合で特定の母体企業を持たないため、各事業所の労働組合と直接連携すること

がなく、各労働組合からの健保組合への照会、問い合わせ等は各事業所をとおして行われていると聞

いている。 

お互いに、組合員、被保険者の健康維持、促進のため、体育奨励や、健康づくりの場の提供や参画な

どで活動の輪を広げていきたいです。 

労働組合は広報・情宣の媒体を多く持っており、かつ加入者の反応等も得やすいため、労働組合情宣

誌に健康保険組合の特集を組み、施策説明等を掲載している。今後も健保施策について意見を求める

ことも含めて積極的な関与を望む。 
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問５について： 

これまで労働組合がある事業所の加入がなく、一般的な労働組合における社員の健康管理状況がどの

ようなものか不明ですが、事業主とともに健保組合の事業に協力していただけるような体制が可能で

あれば連携したいと思います。 

母体企業とは異なる事業主の事業所が複数加入している関係で、母体企業およびその労組のみとの連

携が困難な状況にある。 

そのため、互選議員や互選理事として労働組合役員個人の関与はあるが、労働組合の組織としての運

営への関与はなく、今後も連携の予定はない。 

当組合は各事業所（会社）に依って、労働組合がある事業所（会社）とない事業所（会社）がありま

す。全体で約４割が労働組合のある事業所（会社）となります。その中で当組合では健保運営に関し

ては公平性を保つ観点から各活動に労働組合には関わって貰いたくない考えです。 

保健事業の企画、保険料率検討時に労働組合の意見をいただいております。 

料率、労使負担割合、各種補助などを既得権益（労働条件と同視）と認識している互選側議員が多く、

健保組合の運営に支障が出る場合がある。労働組合としても、理事、議員に就任した役員に対して、

レクチャーの機会を設けるなど、適切な運営に協力願いたい。一方で、使用者（事業主）側は、労組

から要求されて施策を打つことに抵抗感がある。健康課題に対しては、使用者の施策に協力するスタ

ンスが望ましい。（事業主と労組のコラボヘルス、または健保を含めた三者コラボヘルスが理想である。） 

契約社員や派遣職員が増加している昨今、労働組合の組合員が必ずしも健保組合の被保険者ではない

現状をどのように考えるか、連合としても一定の考え方を示す必要があるのではないか。 

健保の各種事業に積極的に関与していただき、会社も含めて健保加入者の方へ健保事業を進めていた

だければよいと考えている。 

問５については、今後必要であれば検討したい。 

労働組合の加入率が低いため、健保加入者に対する施策での連携は考えたことがなかった。 

労働組合は従業員（＝健保加入者）サイドの貴重な発言者の１組織と考えており、保健事業等様々な

フェーズで連携を深めていきたい。 

健診・指導の受診勧奨に関して、どの程度労働組合の関与が許されるのか、気になるところです。（問

３の労働組合役員経験者ですが、書記長経験者が健保の常務理事になったことがあります。） 

被保険者の給与等の職場環境改善のためにも、一定の役割を果たしていると考えます。 

特段、違和感はない。「連携」よりも「協力」が馴染むと考える。 

労働者の連帯組織である労働組合と連携して保健事業に取り組むことは有効な発想と思います。しか

しながら、事業所数の多い総合健保組合は事業主との協働に苦慮している状況であり、また、それぞ

れの事業所で使用者と労働組合の関係が異なると思われることから、画一的な連携体制をとることは

困難を極めると思う。 
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健康経営の主体が事業主であり、事業主の対極にある労働組合を絡めると物事が進まなくなるおそれ

がある。 

加入者（特に若年層）への、がん検診等の保健事業の推進には、労働組合の関与が有効ではあると考

えております。 

互選委員11名のうち１名は必ず労働組合から選出し、保険料率を上げる等の財政検討会を開催する際

にも出席してもらっている。 

メンタルヘルス対策など保健事業に関しても労働組合と連携していく余地はあると考える。 

健康保険組合の運営では加入者全体を意識した活動をとして事業主と連携を強化しており（例えばコ

ラボヘルスの実践）、労働組合を特定の集団と意識する必要性はないと考えている。労働組合は加入者

の一部との考えである。 

総合型健康保険の性質上、加入事業所は中小企業が多く、また、人事労務部門との協力連携が中心と

なっていることから、労働組合の関与は困難と考える。 

労働組合の全国大会や執行委員会開催時には毎回健保の事業説明の時間を設けていただいており、事

業運営について労働組合の幹部の皆様には大変理解と協力をいただいています。健保組合は、労使双

方への十分な説明と広報が不可欠と考えています。 

健保組合の財政の厳しさは全体的に同傾向にあると思いますが、支出の８～９割り近くが保険給付と

納付金で占めており、事業運営を維持していくには保険料率を上げ続けないと運営は厳しい状況にあ

り。労組が必死に賃上げを行っても保険料率が上がればその分可処分所得は減少。国の予算配分をも

う少し社会保障にあててもらうよう国への提言等を労組にも関与してもらい国へ働きかけて欲しい。

（今後の成行きでは解散する健保が多くなると懸念しています） 

健保組合と労働組合および会社が三位一体となって取り組めるかどうかが保健事業を始めとした施策

の成否に大きく影響する 

→ 例：運動習慣の確立などに向けた行動変容を目指し、３者の協賛行事として10年間継続している

「健康チャレンジキャンペーン」は成果を上げている。 

問５に関して１～３を「連携したくない」としているが意味合いとしては「連携する必要がない」と

意味合いです。この部分は労働組合の意見はお聞きしつつ、事業主とともに進めている部分ですので、

不要と考えているもの。 

反面、特定健診や特定保健指導は各方面からの勧奨をしていきたい。 

労働組合の活動が、10年以上前から組織率の低下とともに低調になり、ほぼ賃金闘争に絞られている

状況下では、保健事業をはじめとする健保組合の各種事業の推進で十分な協力が得られるとは考えに

くい。 

労働組合役員が健保組合役員を兼ねることで、健保組合員からの意見・要望等を労組で取りまとめて

もらう効果が大きいと考える。 
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健保業務や保健事業で連携すると効率や、事業主の関与や参加者が大きく改善すると思われます。ぜ

ひ、積極的な関与をお願いします。 

特になし。 

健保の事業は適用事業所を窓口に加入者へ実施しており、労働組合の事業（活動）と対象が異なるの

で今のところ連携は考えていない。 

今後のコラボヘルス活動の中で労働組合にも積極的に参画して欲しい。 

事業主と労働組合との結びつきが強く、健康保険組合は事業主との連携で労働組合と結びつくことに

なるので、あえて別途労働組合と連携することは考えていない。 

加入事業所の労働組合については一切把握等していません。 

特に若年層の組合員の健康づくりは大切と思う。その意味でも労働組合のバックアップは大いに必要

と考えます。 

労働組合代表議員は多忙中引き受けていただき、負荷がかかっているので、健康保険組合連携関連は

事業所担当者経由の方が適切。 

当健保組合の活動全般に言えることだが、中でも被保険者（労組にとよっては社員・労働組合員）の

利益・利害に直接かかわるテーマ（保険料率や保健事業など）についての方針決定・展開には労働組

合側の理解が重要と考えている。 

労働組合の位置づけを加入事業所に所属する労働者の集まりと認識しているので、組合会議員(含 理

事)に参画することは必要だが、基本的に加入事業所の総務部門との連携を行っているので、労働組合

との連携も行うと同じ事業所に対し流れが２本となってしまうことが懸念され混乱を招く恐れがあり

ます。労働組合との直接的な連携は不要と判断しています。 

労働組合との連携は効用ありと捉えている。なお問５に関し、特定健診等への関与についてはまずは

事業主との連携強化を優先したいため、上記回答となった。 

労働組合として組合員に対して、健康な身体づくりの積極的な推進を希望する。 

特定健診・特定保健指導については、健保で実施していることもあり、労働組合との連携があれば、

組合員への受診勧奨になるので、連携には積極的です。健康管理推進委員会は、労組役員である互選

議員も参加して、開催しているので同上です。体育奨励・健康づくり事業は大々的なものは実施出来

ていません。今後の取り組み時に労組と共催することで組合員への参加奨励になる可能性があるので、

連携したいと考えます。 

健康教育活動、組合員への周知・広報は、これまでも健保独自で行っており、連携すると時間がかか

りタイムリー性が無くなると考えられるので、連携は特に不要です。特定健診以外の受診勧奨は、現

在実施できていません。定期実施が可能になった後に、連携が必要であれば検討します。 
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職員の疾病予防・健康づくりは、事業体、健保、労働組合の共通課題であり、三者が連携することで、

職員の健康が身体的、精神的、社会的にも満たされた状態になれば、健保医療費の抑制や事業の前進

にもつながるものと考えている。とりわけ、職員のヘルスリテラシーの向上は、健康問題を自分事と

して捉え、様々な健康施策を効果的に実現するうえで、重要なポイントである。事業所、健保の保有

する情報発信のチャネルやルートに加え、労働組合の組織・ネットワークを重層的に活用することで、

職員の行動変容を促す効果を期待できる。 

当組合の全ての事業所に労働組合はありません。 

健康保険組合（の会議体）は労使交渉の場ではないのであり、これから健康保険組合が財政的に厳し

くなっていく環境下において、良きにつけ悪しきにつけ、それぞれ応分の関与をする覚悟で関与して

くるなら良いが、労働組合の「お手柄」事項にのみ反応するような姿勢で臨むというのであれば、関

与は願い下げである。 

特になし。 

労使間に関係なく、平等なメリットがある保健事業であれば、連携して行きたいと思う。 

規模が小さな単一健保は、まずは事業主（企業側）との連携をより深める必用があると感じている。

（コラボヘルス）労組の関与はその先の問題と考えている。 

コロナ前は毎年恒例で体育奨励事業の一部を労働組合と共催していたが、現在は中止している。今後

のコラボヘルス推進に、労働組合の協力も必要と考えている。 

被保険者とは事業主経由としており、今後も事業主とのコラボヘルスを実行する上でも変えるつもり

はない。 

当組合に加入している事業所は規模の小さい事業所も多く、労働組合自体がない事業所も多いため、

労働組合との連携は難しいと考える。 

また、役職員の労働組合への経験等も把握していない。 

現在、事業主とのコラボヘルスを進めている所であり、労働組合との連携は考えていない。 

健保の運営に関しては会社と連携（コラボヘルス）して実施しているため、健保と労働組合が直接連

携する必要性をあまり強く感じておりません。会社と労働者代表との間では、衛生委員会等で連携が

あるため、そこでカバーできていると考えています。 

一部の加入事業所のみ従業員の過半数を占める労働組合の存在があるため、一部の加入事業所の意見

に偏らないよう慎重な対応が必要であると考える。 

特になし。 

全ての事業所に正式労働組合はない。問５については労働組合が結成された場合の希望。 

特にありません。 
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当方の全ての適用事業所において、労働組合は存在しません。ですので問５については、仮に労働組

合があればという前提で回答しております。周知活動、受診勧奨は、健保だけでなく労働組合からも

事業所に働きかけをすることで加入者に対して、より効果的に訴求できると思います。 

連合組合のため連携する予定はない。 

健康保険組合設立から、被保険者数も少ないため、労働組合は無かった。 

選定議員、理事に最大事業所（組合員比率約５割）の労働組合委員長が就任しています。理事会、組

合会で労働組合の意見を表明していただき運営に反映しています。 

会社、健保、労組は健康経営を進めるうえで相互協力が不可欠な存在ですが、事業所（会社）により、

労働組合の立ち位置が異なるので、一律の対応ができない点が課題と考えていますが、現時点で特に

不具合は発生していません。 

現状では月１回母体事業主と連携強化を図っています。また労働組合とは労組機関紙等への掲載原稿

の提供等、相互に協力体制は構築出来ております。今後も協業出来る事業については継続して行く予

定です。 

特にありません。 

①賃金（報酬月額・標準賞与）の引上げ。②特定健診、特定保健指導の受診率、実施率の向上に関与

してくれることを期待する。 

労働組合が無いためわからない 

特に無し。 

当健保組合は単一型（連合）であり、関係法人である20事業所、被保険者数1,700余名で構成している。

加入事業所は200名程度から数名の法人まで様々ある。 

各加入事業所における当健保組合に係る保健事業を実施する上での労働組合との関係の詳細は承知し

ていない。また、これまで当健保組合と各事業所の労働組合との直接的な健康保健事業実施は承知し

ていない。 

いずれにしても、当健保組合の組合員である被保険者の健康維持を図る取り組みは、各事業所（事業

主）において、労働組合（被保険者）の理解を得ながら実施されているものと思料する。 

互選理事、互選代議員として参加いただいているので、可能であれば組合員の健康増進に協力いただ

きたいと思っております。 

体育奨励事業・健康づくり事業には、積極的に運営に携わってもらいたい。 

労働組合が無い為、回答できません。 

特にありません。 

労働組合に未加入の事業所が複数あるため、これまではほとんど連携が図れていない。 

すべての事業所が労働組合に加入する状況になれば、いろいろな面で連携していきたいと考えている。 

特になし。 
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健康保険組合と労働組合の在籍勤務者は少数の為、なかなか一緒に行動を伴う機会はありませんが、

できる限りコミュニケーションしながら連携すべきところはしていくよう考えております。 

特になし。 

歴年、労働組合がありません。 

問５は「労働組合があったとしたら」として回答しました。 

総合健保では、上記アンケートの把握は難しいと思います。 

同業他社の労働組合で構成している団体が開催する労働組合、健保組合を対象とした会議等に参加し

ている。 

当組合の活動は母体グループ会社の業務担当を通じて行っていることから、問５に該当するものはな

い。 

当組合には20超の適用事業所があるが、いずれの事業所にも過半数労働組合はないと思われる。 

そのため、過去並びに今後とも、労働組合と連携することは考えていない。 

役割は異なるものの、働く者の労働条件や労働環境をよくするためにある労働組合の経験者は、健康

保険組合の保健事業の取組においても有効な役割を発揮できるし、健康保険組合の考えを労働組合を

通じて事業主へ伝えてもらうこともできるので活用すべきだと思う。 

資本の論理により健保統合を計る株主の圧力を、労組が防波堤となって防ぎ、自主独立の健保として

存続できている現状がある。よって当健保にとって、被保険者にとっても労組の関与は必要である。 

当グループにおいて、労働組合自体の存在がなく経験もないので、関与についての考えを述べられる

立場にありません。当健保の運営にあたっては、過去より、組合会（議員）・設立事業所の総務人事担

当者の方々にご意見・アドバイス等をいただきながら行っています。 

当健保組合の事業所には労働組合がありませんので、上記のとおりとなります。なお、問５に関して

は労働組合がないため連携については該当しないものとして未回答としています。 

当健保組合は総合健保のため加入事業所の規模に差異があり、それぞれの実態は把握できていない事

から、現時点では各事業所の総務・人事関係と連携するような保健事業施策等の推進を実施しており

ます。 

●特に保険事業に関することや、労働安全衛生に係る疾病や症例に関し、健保組合が発出する情報誌

の内容を基に､労組でも機関紙に当該情報を取り上げて貰い広報するよう働きかける。 

●賃金･賞与動向について、定期的に情報共有の場を持ち情報収集することで、保険料予測（特に予算

反映）にも当該情報を活用していきたい。  

組合会にて積極的に意見をいただいています。 

当健保においては、労働組合員は母体事業所の一部（内務員）に限定されているため、健保と労働組

合との連携には限界があります。 
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［自由記入欄］ 

健康教育活動や健康づくり事業への参加等、啓蒙・啓発活動に関しては労働組合との連携に大いに検

討の余地がある（加入者側が混乱しないようにする工夫必要）と思うが、受診勧奨等の個人情報に関

連することは適切ではないと考えます。 

労組が健保に関与することがどこの何に資する施策なのかの説明がないのでよくわからないため必要

性もよくわかりません。 

健康保険組合の財政運営において、医療費、高齢者納付金の伸びが大きく、今後保険料率は上げざる

を得ないが、労働組合の関与が強くなった場合に、その調整、合意が円滑に進められるかに懸念があ

る。加入者（従業員）に対する広報活動への協力はぜひお願いしたいところです。 

上記の事柄に対して事業主との連携を実施しているので、労働組合との連携は考えていない。 

労働組合のある加入事業所１箇所もないため、問４は全て「連携したことはない」問５は「連携した

くない」で回答しています。 

問５は労働組合が存在するなら、という前提で回答した。労働組合があるならば、料率引き上げや保

健事業のあり方などにつき、労働者の代表と健全な意見交換をして周知し、意見を吸い上げ、形作っ

ていくことができると感じている。 

当健保の事業主には労働組合がないため、労働組合との連携による取り組みは行われてこなかったが、

事業主も「健康経営」に取り組んでおり、「加入者の健康増進」には積極的に協力して取り組んでいる

ため、「労働組合の関与」の必要性は感じていない。 

当健保組合は2017年度以降設立 

過半数労働組合ではないため労組と連携しても効果が期待できない。 

・2020年度以降設立健保のため問１～問２は「わからなかった」を選択しています。 

・設立以降、一部事業所に過半数労働組合があるので、問３以降は回答しています。 

イベント開催の際、ユニオン会員に対し、積極的な参加の勧奨の実施をお願いしたい。 

特になし。 

特に特定健診、特定保健指導、要医療や精密検査などの二次健診については将来の病気、重症化予防

に関する命に係わる受診勧奨については、労働組合側からも後押ししていただきたいと考えます。 

事業主担当者と連携（事業主とコラボ）している。労働組合の健保組合への関与等は今まで一度もな

い。健保組合が積極的に従業員へ問４等を働きかけ、展開中。今後、労働組合が関与して頂ければ協

力は惜しまない。 

健康課題については事業主とコラボヘルスにて取り組んでいるため、労働組合との連携は「マイナ保

険証利用促進」など組合員への周知・広報活動が中心になると考えます。 

総合健保のため、労働組合の有無そのものも把握していないし、連携・活用の方法がわからない。 
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［自由記入欄］ 

互選議員は主に母体会社各事業所の労働組合役員が就任しているのが慣行となっているが、近年は子

会社（労働組合がなく従業員代表の立場）からも参画してる。 

保健事業の労働組合と連携は、効果があり、お互いにメリットがあると考えらえるものは、労働組合

と協議の上、実施することを検討したい。 

健康保険組合と労働組合が連携することで健康増進や医療費適正化が推進されると思います。しかし

特定健診や特定保健指導の実施を事業所に義務付けしなければ、より多くの成果はでないと思います。 

当健康保険組合の運営において、労組との関与をどのようにしていくいくか、また、労組からどのよ

うな協力が得られる不明のため、特に必要ないと思います。 

労働組合自身の考えで、周知を行っていることはある。事業所によって状況が異なるので、周知の機

会が増えることは望ましいが、必ずしも連携が必要とは考えていない。 

労働組合と母体企業との繋がりを健保事業に活かせたらメリットがあるとも考えられるが、当組合は

そこまで活かしきっていない。 

四半期ごとに、事業主と労働組合と一緒にコラボヘルス推進委員会を開催し、情報の共有化を図って

いる。 

社内システム上、職員への周知案内については健保単独ではできないために、労働組合を経由してお

知らせしています。 

当組合においては、母体事業所（会社）に労働組合は組織されておりませんが、従業員の互選による

「従業員代表」と会社の間で「労使懇談会」が定期・不定期に開催され、意見交換が行われています。 

従業員の健康維持・増進は労働条件の改善に繋がるものであり、また保険料等の負担に関する理解も

必要なことから、健康保険組合の運営に労働組合やそれに類する組織が適切に関与することは問題な

いと考えます。 

健保の各種保険事業についての情報を健保組合で情宣してもらっており、この点については引続き協

力をお願いしたいと考えている。 

マイナ保険証紐付けや健診率ＵＰを行うにあたり労組の力をお借りしたい。 

特にありません。 

労組の広報力と現場への浸透力。さらに協力体制を築きたい。 

コラボヘルス推進のために事業主の職制を通した連携だけでなく、労働組合を通した連携を行うこと

で、より網羅的に連携できるのではないかと思われる。 

健康保険組合の運営における労働組合の関与は、健保理事会及び健保組合会だけにとどまらず、上記

（問５）に示す通り各諸活動を推進するうえで、労働組合との連携は今後必要であると考える。 

労働組合と健康保険組合では目的・役割が異なるため無理に連携する必要はないが、労働組合で行っ

ている安全衛生委員会や健康保険組合主催の健康管理推進委員会などで情報を共有し必要であれば事

業主了解のもと労働組合と健康保険組合の各事業で必要な対策を講じることが望まれる。 
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［自由記入欄］ 

小規模事業所が大半を占めておりこれまで労働組合の有無を調査確認したことがない。労働組合から

事業等について問い合わせを受けたことも無い。 

保健事業での連携においては、特に個人情報等が絡むものに関しての扱い方が難しくなるのではない

かと思われますが、いかがなものでしょうか。 

なし。 

未確認。 

当健保は総合健保で加入事業所が約650事業所あり、全ての事業所の状況を把握することは困難であ

る。したがって、現状では当健保の運営に各事業所の労働組合が関与しているかは把握できない。総

合健保では労働組合との関係を築くことなかなか難しい。 

健康保険組合と労働組合の究極の目的は同じものと考えている。このため、今後ともより良い協調関

係は築いていきたい。 

問５未選択理由：会社に労働組合がないため。（あるならば良い関係性で連携することで各活動をより

推進できるものと考える。） 

被保険者への保健事業の周知と参画を期待。 

労働組合の委員長から互選議員理事に参画してもらうことで、健康保険組合の重要性を理解していた

だいており、とても重要で大切な存在であります。 

特になし。 

労組に存在はあまり意識していない。 

当加入事業所には労働組合が存在せず、替わりに従業員の親睦団体が存在しております。 

同親睦団体には全従業員が加入しており、代表者は従業員の選挙により選出され、36協定の締結等、

労働組合に準じた活動を行っております。 

同親睦団体を「労働組合」と読み替えた場合、設問３“いる”、設問４は“いつも連携している”、設

問５は“とても連携したい”となります。 

今後も労働組合と連携し事業を行いたいと考えています。 

今後も積極的に連携していきたい。 

喫煙対策と甘味飲料自販機対策で連携したことがあります。 

喫煙対策は、労働組合員の既得権益に関するため労働組合役員にも温度差があるのかまだまだ不十分

であり、経営者への働きかけを共同で更に進めたい。 

問１．（２）（３）、問２．（２）（３）の労働組合関係者は組合員であれば関係者として回答しています。 

従来から連携しており、今後も緊密な協力関係を継続していく考えです。 

現在、労働組合（職員組合）の役員の方に健康管理事業推進委員を委嘱しています。 

効率的な保健事業の展開のため、今後もご協力いただきたいと考えています。 

当健保組合の加入事業所に労働組合はございません。 
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［自由記入欄］ 

健保組合と労働組合は似て非なるものではあるが、健康推進としてのスポーツ大会開催は共催活動と

しても意味があることと考えるが、現時点で労働組合の活動があまり活発でないことから、共催活動

はしていない。今後そのような活動があれば、積極的にかかわっていきたいと考えている。 

特になし。 

健康保険組合の活動上、労働組合の協力は必要と考える。ただ組合員の個人情報については十分に注

意をする必要がある。 

労働組合との保健事業等についての連携の予定はありません。 

全国に200社以上の事業所が点在している総合健康保険組合ですので、労働組合の関与による事業展開

は考えていない。 

母体事業主が圧倒的に健保の事業運営に関わっており、労組の関与は他社と比較し、かなり低いと思

っている。 

健保事務所を労組建屋内に借りるなど、身近な組織であり、組合会役員が多数を占めるため、健保情

報は随時発信している。 

労組出身者が健保理事長や常務理事である期間も長く、長きにわたり同じような関係だと感じている。

特に何か変更・変化を求めることはない。 

広報や保健事業については、事業内容により必要に応じて連携も検討。 

特定健診や特保指導の受診勧奨については、労働組合の関与する分野とは異なるものと思料。 

事業主（人事部）と職員組合と連携して（協議しながら）保健事業（ウォーキング等）を推進してい

きたいと思っています。 

総合組合は加入事業所も多く、規模も大小さまざまなので組合員への周知・広報が伝わっているのか

不確かである。労働組合のある事業所はすべてではないため不公平が生じるので、連携したいが消極

的である。 

まずは事業主とのコラボヘルスが課題です。現状、コラボとは名ばかりで事業主が積極的に参加して

くれてなければ、その先の労組は無理でしょう。 

労働者への周知広報の協力、また、仕事と健康維持（健診・通院等）両立支援の制度作り等の労使間

協議の場に健保組合の声を届けてほしい。 

健康保険に関する情報周知を労組の組織力を活用していくことと加入者の声を集約する手段としたい。 

当健康保険組合は総合健康保険組合のため、事業主の異なる多数の事業所が加入しております。全て

の事業所の労働組合の組織状況は確認しておりませんが、事業主と労働組合の関係は事業所毎に異な

り、また、各労働組合の意見が個別の事業所内に係る場合も想定されますので、組合会への労働組合

の関与は難しいと考えます。 

労働組合は従業員の代表として、事業主への牽制、保険料率の負担割合の交渉、保健事業の参加協力

など、非常に重要と考えている。 
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［自由記入欄］ 

当健保では加入事業所の健康経営に対してコラボへルスを想定しており、事業所の労政担当、衛生管理

担当との連携を重点的に進めている。それをベースに労働組合との連携、関与をお願いしたいと考える。 

ただし、労働組合目線からみた健保運営に対する指摘、意見は重視したいと考えている。 

加入事業所が労働組合を組織しているかどうか把握しておらず、どのような取り組みを行なっている

かも不明なため今のところ協働するつもりはない。 

加入者の意見・要望を健康保険組合の運営に反映することができるため、労働組合の関与は重要である。 

ただし、保健事業の実施にあたっては、健康経営のサポートととして事業主との連携を強化している

ため、労働組合との連携方法についての具体策は持ち合わせていない。 

これまでも労働組合と会社が共催した運動会への協力や料率改正時の組合員への周知などで協力して

きたので、今後も労働組合とは連携していきたい。 

労働組合は一部の事業所にあるが、そんなに活発に活動していないため、協力関係をつくりづらいと

思われます。 

絶えず、お互いに情報交換しあいながら、運営方針・保健事業の展開、協力体制に取り入れています。 

互選議員は総選挙で選出されるため、結果として労働組合の関係者が議員に就任する可能性は排除で

きないが、設立事業所の全組合員の意見を代表できる立場ではないため、労働組合の関与は望ましく

ないと思う。 

単一健保を念頭に置いていないか。総合健保ではわからないと思う。 

事業主との健康経営を推進しており、現在のところ労働組合の関与は考えていない。 

組合会の互選議員や理事になっておられるので、一体感はあると思うが、何を連携するのか、現時点

では特別なアイデアは出ていません。 

問５では「まあ連携したい」と回答いたしましたが、良好な関係が築けることが前提になると考えま

す。自組織のことだけを考え、主張するだけでは連携は困難だと思われます。 

労働組合は、給与、社内規定、労働環境の改善に注目しており、健康に関する取組はされていない。 

健康作り事業への参加、周知にはこれまでも協力をお願いしてきたが、今後ますます声をかけていき

たい。 

また、残業の多さや喫煙が生活習慣改善の阻害要因の大きなものと認識しているので、組合会などで

そういう声を労組代表としてあげてもらっているのは会社へのプッシュになっている面はあり、その

役割も大きいと思う。 

労働基準法における労働組合を有しておりません。 

健康保険組合も、労働組合も人員が少なく、関与しあう余裕はありません。 

保健事業への要望等について、意見をいただきたい。 

2017年度以降設立のため、2016年度については該当なし。 

2020年度以降設立の健康保険組合のため。 
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［自由記入欄］ 

当健保は、単一健保であるが、ホールディングス体制の各グループ企業が事業所として加入しており、

全部で20超の事業所の構成であり、当健保と労働組合を除く20超の事業所は、グループ会社である。

各グループ会社の労働組合との連携よりも、各グループ会社自体（事業所自体）への働きかけをこれ

からも行って行きたい。 

基本的に関与（連携）いただけることは好ましいことだと思っている。 

参加者の少ない特定保健指導への参加呼びかけなどの協力は行ってほしい。 

労働組合の協力は仰ぎたいが、総合組合なので色々と難しい。 

健保は労使の中立的立場だが、加入者の大部分は労働組合員であり、意見要望は積極的にとり入れた

い。また、互選議員の過半数が労働組合関係者であり、その方達を通し間接的に組合員の声が吸い上

げられていると考えている。 

当健保の組合会の議員は、労使の会合のメンバーと一部似ていますので、一定の配慮の上、共通の課

題については、とても協力的であり、労組の存在意義を高める機会にもなりうります。労組本部から

労働組合員への影響力は強いので、健保としては協力を有難く思っています。 

社員の健康づくりのため、更に連携していきたい。 

過半数労働者の代表として、保険料率変更等の加入員の損益にかかわる内容への意見反映、組合員へ

の周知等に有効と考えています。 

互選議員は、労働組合員であり互選理事は組合役員（支部長含む）のため運営には大きく関与してお

り、特に保健事業などの推進にあたっては組合から組合員への周知・広報等は実効性のある方法の一

つである。 

・当健保組合の加入事業所は、１つのグループでもなく、個別の会社です。 

・従って、個別の労働組合等との調整や協力については、個社に委ねており、直接の連携は対応が難

しいと考えています。 

健康づくり事業などを中心に労働組合と連携し、全組合員に情報を共有化し参加を促していきたいと

考えています。 

加入者として空論だけでなく、実態に見合った意見を出してほしい。 

組合員の健康維持・増進のため、また安心して治療が受けられる環境づくりの為、今後も労働組合と

積極的に連携しながら事業運営および組合員への周知・教育を実施していきたい。 

組合運営における保健事業活動等に労働組合の協力を得ることができれば有難いが、総合組合のため、

労働組合ごとの対応が必要と思われる。 

過去より、健保組合・事業主・労働組合が三位一体となって健康づくりに取り組むことを理想として

おり、体育奨励・健康イベントの共催を行っていた経緯もある。現在コロナ禍で一旦大きなイベントは

休止しているが、労働組合と協力することは、健保の事業を実施するうえで大きな意義を持っている

と考えているため、組合会でも労働組合代表者と意見交換を続けていき、協力体制を築いていきたい。 

連合総研「新しい時代の保険者自治に向けて」　2025.11　　  241



［自由記入欄］ 

特になし。 

加入事業所のすべてが労働組合に加入していないことから、連携については特に考えておりません。

ただし、労働組合のある事業所の殆どがユニオンショップであるので、労働組合の代表者に互選理事

または互選議員として健康保険組合の運営に意見をいただくことは必要だろうと考えております。 

当健保の主要事業主２社のうち、１社に労働組合がある。労働組合の加入者は若手の社員が多いので、

若いうちからの健康リテラシーの醸成といった施策を協働で取り組んでいきたい。 

総合健保においては事業主との連携が基本と考えております。 

主力事業所には労働組合があり、健保議員改選時には、必ず労組委員長が選定議員として選出されて

いるが、特段、労組として健保への関与はない。 

当健康保険組合は総合健保組合なので、各事業所の労働組合の有無は掌握していませんし、労働組合

との連携は全くしていません。問５の各事業につきましては、各事業所の健康保険委員もしくは健康

保険実務担当者と連携し協力を得て事業を推進しています。 

問５につきましては、適当な選択肢が無いため「あまり連携したくない」にチェックを入れておりま

すが、これは当健保組合としての意向ではなく、当健康保険組合が現時点で約60の適用事業所中、過

半数労働組合がある事業所は１事業所のみで、被保険者数の割合も８％程度であり、互選議員・互選

理事・健保職員ともに労組加入者がいないため、実質的に労働組合とは連携しづらいという意味です。 

労働組合役員の健康保険組合への関与は、従業員の立場から一定数の組合会、理事会、健康管理事業

推進委員会への参加が望ましい。 

特に若年層世代の意見を取り入れるのに重要と思われる。 

現在の健保組合収入の50％を超える異常な高齢者納付金への支出への激しい憤りや、年々上昇する一

般保険料率の中、若年世代の将来への不安を煽り、諦めとも取れる彼らの感情をくみ取る場所の提供

にもなる。 

当組合における加入事業所の規模は大きいとは言い難く、労働組合の組織率は高くないと考えられる。

労働組合は「労働条件の確保」「組合員の利益導入」等を念頭に活動しているため健康保険組合事業関

与について建設的な方向で運営できると考えるが、現在、健康管理事業を中心に、各事業主や総務担

当者の方にご協力をいただき、特に問題なく実施できている。 

200社超の加入ではあるが、労働組合があるかないかについては把握していない。加入者への積極的周

知につながるのであれば、連携することには問題はないが、加入事業所の中には全事業所が賛同でき

るかはわかりかねない。 

当組合は、会社、労働組合とも良好な関係であるため、健保サイドから、労働組合と連携するニーズ

はございません。 

安全衛生委員会は、事業所（会社）と労組にて構成されており、その内容において、＋健保の三位一

体にて従業員および加入者の健康管理、健康増進を図ることは企業にとって健康経営の取得云々では

242 連合総研「新しい時代の保険者自治に向けて」　2025.11　　  



［自由記入欄］ 

なく、企業として雇う人の健康を気遣うことは責務だと感じます。よって、これからも三位一体の体

制にて健康管理、健康増進を図り、それによって保険給付、納付金の削減に努めていきたいと思いま

す。 

すべての加入事業所に労働組合がある訳ではないので、活動を推進する上で不公平感がないようにし

たい。 

母体企業、適用事業所とのコラボヘルスも需要だが、従業員（被保険者）の声を拾う意味では、労働

組合で実施している職場委員会なども重要と思われる。 

各保健事業を実施するうえで、労働組合の協力は不可欠と考えているので、継続的に関与することは

必要であると考えている。 

当健保の被保険者は短時間パートタイマー含めて労働組合に加入しており、健保財政状況や事業内容

を知っていただき、また参加していただきたいので、今以上に関係性を保っていきたい。 

労働組合からは、健保組合員の健保財政への理解を図る予算・決算ニュースの発行や、健康関連ニュ

ースの共同発行、健保からは同組合主催の運動行事に協賛し、保険事業の意見交換もされています。

健保組合の運営を図るうえで協働できる関係は重要であると考えます。 

連合形式の健保組合であり、事業所数が複数に及ぶため、実態的に連携は不可能。 

当組合の事業主に労働組合はありません。 

健康づくり事業について、事業所と共催で実施しているものについては、健康保険組合も加わりたい

と考えているが、組合の財政状況もあり慎重に対応したい。 

当該事業所に労働組合は存在しません。 

当健保は、2019年度以降に設立された。 

母体企業及び関連会社すべてに労働組合が存在していないので、今後労働組合が仮にできた場合には、

保健事業などのコラボを進めるには良いと考える。 

2019年度以降設立の単一健保です。 

母体を含め全ての適用事業主に労働組合がないため、是も否も含め特に考えはもっていません。 

2019年度以降設立につき、過去の状況は不明です。 

健康保険組合と労働組合は目的が異なるため連携の本当の意図がわかりません。 

母体には組合があり、互選議員・監事は組合の要職者である。被保険者の意見を吸い上げるには良い

ことだと理解している。当健保ではないが、労働組合が旧態依然のところがあり、既得権にこだわり

健保財政を冷静に見ることができない組合もある。組合のあり方は明らかに過渡期を迎えている。 

限られた予算で効果的な保健事業を実施していくにあたっては、被保険者の要望やニーズを的確に把

握するとともに、各事業の必要性や趣旨を分かりやすく周知していくことが求められる。 

そのためには、事業主とのコラボヘルスだけでなく、会社・労働組合・健保組合が適宜連携し、各種

取り組みを検討・推進していくことが重要であると考える。 
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当健康保険組合は中小企業の多い総合健保のため、加入事業所の詳細が把握しにくい状況ですが、保

健事業の充実のため有効であれば、今後検討を図りたいと思料します。 

健康情報のＰＲ、体育奨励事業に共催していきたいと考えます。 

労組独自として健康管理や健康経営を広く組合員へ周知していただきたい。 

被保険者の健康増進は、健保組合、労働組合、事業主の共通の課題であり、三者が協働して活動して

いきたいと考えます。 

コラボヘルスを進めるには、労働組合が関与していることが必須と思われる。 

総合健康保険組合なので、各事業所ごとに労働組合が組織されているか、また、労働組合が組織され

ている事業所だとしても、健康保険組合の事業運営に関与されているかまで把握していない。 

まずは、組合会・理事会・健康管理推進委員会等で、健康保険組合の方針決定に参画して頂いており

ます。 

健康で働けることが従業員にとっても、企業にとっても最も重要であるとの考えのもと、労働組合、

会社、健康保険組合の三位一体で健康経営に取り組むべきである。 

組合会の互選議員（定員７名）のうち４名が労働組合関係者であり、健康保険組合の運営に協力して

いただいている。（残りの３名は、労働組合のない加入事業所の親睦団体の代表者） 

また、母体事業所には、国内グループ会社社員の福利厚生を担う福利厚生会社（母体事業所の代表者、

労働組合の代表者が代表取締役に就任、社員は株主）があり、当該福利厚生会社との連携を図ること

によって、間接的ではあるが労働組合との連携を図っている。 

なお、健康づくり事業においては、労働組合だけでなく、労働組合のない加入事業所にある親睦団体

とも連携を図っている。 

良好な関係を築くことができていますので特に問題は感じておりません。 

労働組合もいろいろな団体があるため、連携は困難。 

母体企業では健康経営を推進しており、組合員との橋渡しの役割もあり、可能な限り連携していきた

い。 

労働組合は、互選理事として健保事業に関して対応して頂けている。貴重な意見や質問を参考にして

います。 

職員の権利・処遇に関する事項についてのみ、労使交渉を実施。 

データヘルス計画等で掲げる保健事業に関する立案や進捗の報告は組合会等を通じて適宜行っている

が、活動推進のための連携は特に行っていない。 

・会社の健康経営会議等の場で医療費削減のための積極的な働きかけやストレスのない職場環境造り

に向けた発信をこれまで以上にお願いしたい。 

・健康保険組合だけが声を上げても中々響かないので労働組合と共同で発信していかないと浸透しない。 

保険事業検討においてご意見をいただける重要な関係者という位置付けです。 
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加入者への健保財政状況の理解、保健事業の推進を図るには事業主、労働組合のトップダウンは大き

な効果を上げます。その視点で労働組合の関りは重要だと認識しています。 

健保の保健事業の運営等の支援及び助言等の関与は有効だと思います。 

・組合員の健康増進等への取り組みには、事業主・労働組合・健康保険組合の連携は欠かせないと考える。 

・当組合と労働組合との連携は広範囲にわたりできているが、今後さらなる進化のために連携を強化

したいと考える。 

問５につきましては、当組合の母体企業に、労働組合が存在しないので、回答の仕方がわかりません。 

当健保組合においては加入事業所における労働組合の有無及び活動の状況については把握していな

い。今後、労働組合から連携等働きかけがあれば検討するが、健保組合から労働組合への働きかけは

行う予定はない。 

労働組合・職員組合関係なく、すべての加入者に対し、保健事業・活動を推進している。 

当組合の適用事業所には労働組合はありません。 

総合健保の場合、各種事業に対して事業所ごとに取組の程度等が異なることから、統一した対応が困

難な背景があり、労働組合の関与についても同様である。 

問５について労働組合がないので回答できない。 

（労働組合ではないが、各部署から代表者を選出し、任意団体を組織して、病院と意見交換している。） 

健康経営・データヘルスの推進は労使共に共通の課題であるから、健康課題対応に関しては積極的に

協力願いたい。また、問５の設問４のように会社が命令系統で上から勧奨するよりも、労組が横から

運動として勧奨頂けると助かる。 

事業主において、労働組合は存在しません。 

事業主を通じ、各施策を行っていることから、労働組合とは協力・連携は行っていません。 

今後、協力・連携が出来ることがあれば、必要に応じて行っていきたい。 

問５は連携したいとも、したくないとも考えておりませんが、選択肢がなかったため上記の内容とし

ております。 

事業主の健康経営は、全ての従業員が活き活きと働くことのできる職場環境づくりやワークライフバ

ランスの向上の実現の観点から、労働組合とも連携して実現すべきである。 

総合健保であることから、各事業所の労働組合の状況は分からない。労働組合との連携も、各事業所

通じて行うことになる。直接の連携は難しい。 

現状、双方が協力的に事業等を行っており、問題ない。 

特にありません。 

積極的に協力頂いており、引き続き、継続してご理解・ご協力をお願いしたい。 

健康保険組合の保健事業を労働組合活動の一部に取り入れて頂き、加入者の健康づくり等にコラボし

たいと考えている。 
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母体事業所の労働組合とは、普段から意思疎通を密に図っており、本社や工場に配置された保健師と

も会って話しています。組合会互選議員（理事）１名が労働組合から選出されており、理事会・組合

会に出席いただくことで、健康保健事業に対する意見をいただいております。また、健康管理推進委

員会にも出席いただいており、健保組合が取り組む事業を後押ししていただいております。（グループ

会社、事業所の労働組合については、把握しておりません。） 

当組合の加入事業は労働組合はありませんが、従業員が自主的に運営する組織があり、その組織関係

者が組合議員に含まれています。労働組合ではなくとも、こういった組織の関与はあるとよいかと思

います。 

従前より労働組合がない会社であり、上記回答となりました。 

母体事業所は労働組合が無い代わりに、全職員で構成する自治会を組織している。現在、自治会との

連携は無いが、自治会長が組合会議員に選出されており一定の関与はある。それで十分と考えており、

今後も労働組合に限定した考え方はしていない。 

被保険者・被扶養者の健康づくりに対しては、会社、労働組合、健康保険組合が目的を共有し協力し

て行うことで大きな効果があると考えています。但し、個人情報に関わる部分に対しては取扱いを厳

格にすべきと考えています。 

現在、互選議員として理事会・組合会へ出席してもらい、健康保険組合の運営について意見をもらっ

ている。 

今後は、特定保健指導の受診勧奨など、おもに情報発信について連携できればと考えている。 

特にありません。 

従業員の代表である労働組合に関与してもらうことで、健康リテラシーの向上を期待している。 

内容は合併以前の健康保険組合のものです。 

特定事業所では一部の事業所にしか労働組合がなく、層別した連携は難しい。 

特定検診・特定保健指導などの受診率向上には労働組合の関与が貢献していると考える。 

当健保は総合健保なので、加入事業所に労働組合があることを確認できていないので、質問事項にお

応えできる状態ではありません。 

すべての事業所に過半数労働組合は無い。もし有れば、事業所とのコラボヘルスと同様に、連携して

いきたい。 

当健保においては、事業所の総務及び人事セクションが運営に協力いただけているので、運営上関与

の必要性を感じてはいない。 

組合員の健康と安心に於いて労働組合と健保組合の使命は同じであり共に協力していきたい。 

主に、従業員代表という立場での参画を期待している。 

単一健保で被保険者も700名強であるため、特段、労働組合にお願いすることはありません。 

特になし。 
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事業会社に労働組合はありません。 

労働組合がないため問４回答は「連携したことはない」、問５は『もし労働組合があったなら』という

仮定で「まあ連携したい」と回答しています。実際には各事業所代表の加入員と健康管理推進委員会

その他で連携を取っています。 

労組の関与は母体事業所１社から互選議員が選出されるのみで長年推移している。労使協調下におい

ては労組に関与願うことのメリットはあるが、現状以上の関与については期待も希望もしておらず、

労組側も同様の認識と理解する。 

加入者の健康増進や医療費適正化等の取り組みを強化するためには労働組合の関与が重要と考えます。 

総合健保のため母体事業所の労働組合の状況は把握しておりません。ただ、出来ることなら加入者等

の健康づくりや広報等で連携し、医療費適正化に取り組みたい。 

当基金では、互選議員は労組の協力が無ければ選任不可能。 

組合運営や保健事業等における被保険者の意見の集約･反映、事業等の周知展開等を行う上で労働組合

の協力は欠かせないものとなっている。 

被保険者の声を集約していただくこと、また健保の方針等を拡げるチャネルとして非常に重要と考え

ます。 

保健事業を実施するにあたり労働組合の協力は大変有効である。なお、加入する約200の部品製造を主

たる業とする中小事業所は厳しい経営環境下にあることを踏まえ、組合の事業で労使バランスが変わ

ることの無いよう配慮しつつ保健事業を実施する。 

社員の代表として加入者の皆さんの意見を健保に伝えていただき、逆に健保からの情報を、組合員に

わかりやすく周知してもらう重要なパイプ役を担っていただいている。今後もその重要性は増してい

くものと考えられる。 

健康に関する意識が低い加入者への意識改善として労組の職場展開やビラなどの周知教宣活動に協力

して欲しい。また、組織の監視活動にも期待する。なお、特定保健指導などネガな個人情報に関する

関与は労組に協力依頼はできないと考えている。 

2019年度以降に設立した健保のため、問１，２をわからなかったと回答。 

労働組合と連携することで、健保組合からの発信をより周知できると考える。 

保健事業の活性化のため積極的な関与が必要。 

健保保険事業に労働組合の意見を積極的に取り込みたい。 

労働組合は、健保組合被保険者でもある組合員の意見集約の機能があり、意見交換等連携を深めたい

と考えている。 

事業主・事業所所在地・業種も様々で、労働組合の実態について把握していない為、連携を実行する

までには至っていません。 

円滑かつ実効あるコラボヘルスの実現には、労働組合の関与は重要と考える。 
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母体企業の労務政策を担当する部門が、健保組合や労働組合の窓口となっており、労働組合との直接

的な関与や接点がないのが実情です。 

健康保健事業を推進するためにも連携が必要。 

まったくありません。 

母体企業の労働組合に関しては、コラボヘルスの実践には欠かせない存在であり、定期的に意見交換

を実施したり、協力を依頼している。 

事業主、労働組合、健康保険組合が一体となった保健事業が必要と考えます。 

被保険者側の意見を求める相手先として今後も連携は必要だと考えている。 

健保組合の運営における連携先は今後も事業主側であり、今後も事業主との連携を通じ加入者の健康

増進に努める考えである。 

現状あまり必要性を感じておりません。 

労働者の意見をより反映できる可能性があると思われる。 

当組合においては、互選議員29名のうち７名が労働組合の代表であるが、事業所における労働組合の

組織率が低く今後も減っていくものと考えられる。時代の流れや考え方の変化によるところが大きい

と思われるが、意見を聞く体制は整えておくつもりである。 

母体企業に労働組合が存在しないため、設立以来関与は無い状況となります。 

特になし。 

ウォーキングイベント等のポピュレーションアプローチで連携したい。 

事業主により労働組合の属性が異なるため、取り纏めるのは難しい。 

加入事業所の職員とのつながりが強いという点で、保健事業（例：スポーツイベントなど）で協業・

連携するのはいいことだと考えている。 

総合健康保険組合であり加入事業所における労働組合の有無は様々と思われ連携は難しいものと思わ

れます。 

特にありません。 

健康保険組合は、事業所における最大の福利厚生と考えているので積極的に発言してほしい。 

積極的に情報共有・連携をはかりたい。 

会社とは保健事業の実施についてコラボヘルス体制を取っているが、労働組合の関与する部分は少な

く、委員会等で意見を伺う程度となっており、今後も変わらない。 

労働組合が存在しないため回答しづらい。 

健康保険についての認知、体躯奨励事業の共催などは、従業員組合の協力が必要。 

被保険者と組合員は同じであるため、健康施策の周知展開に関しては、労働組合の組織力を活用する。 

母体事業所は小規模企業であり労働組合も兼任役職員であるため。 

事業主とともに労働組合からの勧奨等、指針等が示されれば保健事業等の取り組みの支えとなる。 
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労働組合が存在しておりません。 

是非、積極的に労働組合との連携を深めていきたい。 

過去に理事・議員に労組枠があったが、あまり良い印象がない。 

健保加入者の疾病予防、健康増進、疾病治療中の支援など、労働組合に限らず様々な組織が健保・会

社と連携した取組み・コラボヘルスを推進していくことは有効であると思われる。まずは、現状の分

析・課題の共通認識を持つこと、そして各組織の特色を生かした施策を展開していくことができると

よい。一方で、労働組合のない事業所との温度差をどうしていくかの検討も必要と思われる。また、

健康保険制度をはじめとする社会保険制度の課題についても相互に情報交換ができるとよい。 

全ての加入事業所に労働組合がない。 

会社の健康管理室と連携しているが、労働組合との連携は現実的に難しいかもです。 

健保組合事業を推進していく上で欠かせない存在である。 

特定保健指導やヘルスリテラシー向上に関しては、事業主側が組織として指示を出し進めていくこと

が効果的であるため、母体企業の人事部や健康管理室のみならず労働組合とも連携すれば、従業員へ

の意識づけに繋がると思います。 

非組合員も多く限界はあるが、若手組合員への周知等で協力したい。 

健康保険組合の事業をサポートする立場で助言もらえれば幸いです。 

問５で「連携したくない」との回答をしましたが、事業主と健保の連携コラボが進んでおり、労働組

合は事業主との連携が望ましいとの考えで回答しました。 

労働組合自体の動きがそれほど活発ではない事と、買収や合併で入った加入事業所によって労働組合

がない事業所もあるため、課題が労働組合ありの事業主（業種）寄りになると思うので、連携は理想

ですが纏めるのが難しいと考えています。 

健保組合運営については、真に必要と判断される場合に、やむを得ず料率改定等を行っており、常に

労働者（被保険者）の報酬面等の労働条件を念頭においているため、特段労働組合の関与は必要ない

と考えます。 

労働者側の意見を伺うようにしている。 

母体には労働組合がありません 

特になし。 

同じ方向性なので、協力して事業などをしたいですが、一度協力するとそれが既得権益となることが

危惧されます。 

当健保では理事及び議員に母体事業所の労組の現役委員長並びに書記長が選任されており、理事会、

組合会での議論や機関決定にも参画しており、保険事業の運営方針を検討する会にも参画している。

また伝統的に良好な関係性があることと、両組織が共有する命と健康を守るというコンセプトから、

労組の機関紙に保険事業の内容を掲載してもらうこともあり、そのことが若年被保険者層への周知広
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報の大きな助けともなっている。 

協働で事業を推進するうえでの重要なパートナーである。 

財政的な観点や加入者の健康という観点から、労働組合の関与は欠かせないと考える。できれば、コ

ラボヘルスと同様に参画型で事業構築や運営に関与いただける仕組みとするのが望ましい。 

当健康保険組合の適用事業所（１事業所）には労働組合がありません。 

総合健保組合のため、全事業所の状況確認および連携は期待できない。 

加入者への周知等については非常に重要且つ影響大と考える。 

昨今、多くの事業所で労働組合員の加入率が５割をきっていますが、労働組合の活動は以前と変わら

ず行っております。設立当初は労働組合の関与が深かったのですが、現在は人員不足などで情報共有

程度となっています。健保の状況や保健事業について広報いただくなどご協力いただければ大変あり

がたいと思っています。 

当健保の母体企業に労働組合がありません。ただし、問４の１番から６番についてすべていつも連携

しています。 

当健保組合においては過半数労働組合は存在していないため、引き続き、健保組合事業への労働組合

関与は念頭にはない。 

健康保険組合の運営の理解及びサポート。 

関与が無いのでこのままで良いと思う。 

労働組合はありません。 

特になし。 

互選理事・議員の候補者選定で一定の役割を果たしていると感じている。 

コミュニケーションをとっていきたい。 

労働組合が無いので回答が出来ません。 

60社ほどの会社が加入する総合健保のため、個々の労組の有無も分からず関与しようがない。 

問５については、連携したくないと回答しておりますが、これまで労働組合が存在していないため判

断いたしかねます。 

組合会議員として活動いただいており現状どおりの関係を続けていきたいと考えています。 

体育奨励事業等については、労働組合が積極的に協力してくれれば参加率向上が期待できます。但し

受診勧奨等については、プライバシー、個人情報の観点から難しいと考えます。 

データヘルス計画策定や保険事業の計画策定には労組にも参加してもらう。個別の事業ごとに、コラ

ボすべきものは労組と協働し、コラボがそぐわない事業については協働しない。 

特になし。 

勤労者の代表としての視点から、理事会・組合会をはじめ各種取組に対して意見を述べるなど、健保

運営に引き続き関与していただきたい。 
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連携はあくまで事業主になるので、労働組合と連携という感覚がない。 

互選議員をやってくれる人がほとんどいない状況で、労働組合に議員の推薦や立候補をアシストしても

らえるのは、ありがたいです。また、保険事業についての意見等も労組を通じて上がってくることもある

ので議員に労組メンバーがいることは労働者の意見を集めることができるので意味があると思います。 

加入者の健康づくりによる幸福度向上は、共通の課題である。 

健保の運営について、今後事業主と協議が必要となれば、是非協力していきたい。 

年金制度などを含むいわゆる社会保険料の負担の増減は、社員一人ひとりに直接影響するものであり、

健保事業においても社員と密接にかかわっている労働組合との連携は必須と考えます。（各労働組合の

方針でもその点を明示的に強化いただきたい。）一方で、専門的知識を要する健康保険組合の事業の中

で、労働組合の直接の関与は組合役員の負担も大きく、連携といっても情報共有と組合員への周知、

健康保険組合のプレゼンスの向上に寄与いただく部分での期待値が大きい。そういう意味で、健保事

業の推進に関しては適用給付から保険事業まで健康保険組合で責任をもって進め、労働組合に対して

は、大枠での理解を深めてもらい、社員（組合員）への周知を図る局面で補足的に協力をいただきた

い、という意味で、「とても連携したい」とまでは言えないと考えています。ただし、昨今の厚生労働

省の対応など、いわゆる「政治的」動きが強い部分もあり（保険者は当局の言われるままにしか動け

ない）、その点、労働組合経由での議員からの牽制や政策制度・意見の反映等は、（健保連での動きと

もあわせて）ぜひお願いしたいところ。 

いい意味での意見交換があれば、保健事業に活かせると考える。 

総合組合のため、企業内の情報は把握していません。 

労働組合が組織化されている事業所と未組織の事業所が混在しているため、健保運営において一律的

に労働組合が関与することは現状では困難であり、推進委員会への参画といった限られた役割として

の関与について継続していくことが妥当であると考える。 

労働組合の組合員とのコミュニケーションの中で対応できるものをお願いしたい。 

加入事業所数が多数（7,000社超）のため、実態把握が困難なため。 

互選議員の半数は母体事業の労働組合関係者。労働組合としても組合員のウェルビーイングに関心を

持ち始めており、今後是々非々での連携は考慮の余地あり。 

それぞれ独立した法人であり、主たる事業主を同一とすることから、社員のためとなる各種施策の周

知について協力を図って行きたい。 なお、当健康保険組合では、主たる事業主の労働組合ではない事

業主もあり、単純に共催することは難しいと考える（協力は可能）。 

必要ない。 

これまで通り、労使協調のもと、当健保運営にも積極的に関与して頂きたい。 

健康増進イベント関係等は労働組合と連携して参加率向上を図りたい。 

特になし。 
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労働組合が関与することにより、健保組合の保健事業がより推進され、加入者の健康増進が図られる

のであれば問題はないと考えます。 

労働組合と連携したことによる好事例などご教示いただけたら今後検討したい。 

労働組合はどちらというとボトムアップで要望を吸い上げ事業主に訴える機関。健保組合は今、どち

らというと国の方針をトップダウンで周知啓蒙する機関となっており、すくなくとも当会社は組織の

在り方が大きく異なっているため、当会社での連携はあまり想像できない。 

労働組合の組合員が被保険者の大半を占めており、従来から健康保険組合の運営には労働組合役員が

選定理事として関与してきた。さらに近年はコラボヘルス事業等も積極的に取り組んでいる状況であ

り、今後もこれまで通りの関係性を継続していく。 

総合健保のため把握しておりません。 

現在、当健保の労働組合関係の役員、理事１名、監事１名、議員１名であり、理事会、組合会、監事

監査にてご意見、ご指導を頂いています。今後もこの体制で行っていきたい。問５については、現在

の労働組合がさらに健保事業を理解して頂ければ連携したいと思います。 

選定側議員には労働組合役員が１名います。付加給付の廃止や保養所の廃止などについて、事前説明

を行っています。現在は情報共有にとどまっていますが、健康ふくりウォーキングイベントなど協力

できたらいいと考えています。健康診断結果の共有などは難しい思います。 

一定部分での協力が望ましい。今では互選議員７名中２名が組合関係者である。 

当健康保険組合は基本、事業所総務部門と連携して健康保険事業を運営することが多く、あまり労働

組合が運営に関与することはなかった。健康保険組合の互選理事、互選議員に労働組合の執行委員に

なってもらっており、今後、健康保険事業の運営について連携していくことも検討したい。 

互選議員などで連携はありますが、それ以外ではあまり関与はありません。 

当健康保険組合は、被保険者数50名以下の事業所が多く労働組合が組織されているかどうか、把握で

きていない現状です。 

健康維持、増進に関する保健事業を推進するにあたり、事業主との連携も重要だが労働組合とも連携

することによって加入者への事業の周知・広報の幅が拡がるのではと考えている。 

総合健保であり各加入事業所の労働組合の状況把握は難しく、健康保険組合の運営における労働組合

の関与は特に考えておりません。 

労働組合が存在しないのでありません。 

特になし。 

今まで労働組合がなく関与についてはお答えできません。 

健康保険組合について知っていただく事（関与されること）はいいことだと思う。 

当組合は2019年度以降設立のため問１・２は当てはまりませんが、すべての事業主に過半数労働組合は当時

から現在もありません。問５は当てはまる回答がありません。「わからない」という回答が一番近いです。 
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特にありません。 

会社としては、健康経営の推進を「会社」「労組」「健保」の三位一体で推進していく方針であり、健

保としても今後益々連携していきたい。 

健診を除く施策推進、参加促進には、労組の組織力を活かせる余地がある。 

労働組合員がこのところ減少方向にあるため、組合員の意見がどの程度労働者の意見が反映されている

か判断し難いことが問題点としてあげられる。一方委員長や執行部に女性が増えてきているため、これ迄

聞き届け難かった情報が入りやすくなったため、健保の運営には貴重な意見として取り入れ易くなった。 

当健保組合の事業主側には、組合組織がありません。よって事業主との連携が今後必須と考えての回

答になっております。よろしくお願いいたします。 

事業所数１。労働組合はありません。 

当組合の事業主各社は過去より労働組合に加入しておらず、活動内容もイメージがなく、連携した活

動も想定していない。 

労働組合がありません。 

コラボヘルスとして会社・労組・健保で協働事業を実施するうえで、重要な役割を果たしている。ま

た、保険料率引き上げ時に、従業員に対して直接説明いただく役割を担っている。 

加入者の健康維持、増進に関る施策や病気の早期発見/早期治療に向けた啓蒙などは、日々組合員との

接点を持っている労働組合との連携が非常に有効と考えます。 

特段の必要性を感じない。 

現在、事業会社との連携を第一に考えており、また労働組合からのアプローチもありませんので、現

時点では労働組合との連携は考えておりません。 

今後、連携等を検討していく。 

総合型健康保険組合としては、先ず事業主との連携を密にし協働に努め、活動の推進に際しては事業

主（経営側）と労働組合（従業員）との連携、働きかけに期待している。情報提供等の協力は惜しま

ないが、健保組合が直接労働組合（加入事業所800社超）と連携することは現在控えている。 

現状通りで良い。 

保健事業の広報と参加の働きかけ、健康増進のためのイベント共催、組合会互選議員の立候補の呼びかけ。 

問５の質問については、事業所の編入や新適（Ｍ＆Ａ等含めた）に労働組合が関わってくることもあ

り、労働組合との関わり方については要検討も含めて連携したい旨の回答内容となります。 

互選理事の１名は労働組合の役員としている。一定の関与があると考えています。 

加入者、労働組合員、社員が安心して働ける環境を整備することは、健康保険組合も、労働組合も、

事業主も同じ信念であろうと思われますが、労働組合員だけ有利になったり、情報の質やスピードに

差が出ることの無いよう、公平・公正な事業展開を意識すべきであると思う。その前提条件下であれ

ば、ぜひとも協働していきたい。 
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［自由記入欄］ 

労働組合がないため回答できません。 

集団への訴求力は強いと考えていますので、協力することはメリットが大きいと感じます。 

労働組合の協力を仰ぎたいと思います。 

労働組合関係者は非専従のため負担をかけさせたくない。 

労働組合との連携は労働組合の要望等にも配慮しなければならない可能性がある。広報や健保組合事

業への参加の協力ならば連携しても良いと思いますが、事業計画の策定に関与することはあまり歓迎

できない。 

総合健保にて各加入事業所の労働組合の関与をとりまとめるのは困難と思われます。 

特になし。 

特になし。 

なし。 

労働組合との情報共有はしたいところであるが、組合活動に参画する社員が減少しており、効果が見

込まれないことが懸念事項である。 

適用事業所の数が多いため窓口は会社担当者に限定したい。 

理事会、組合会前には、加入者代表として執行委員長より意見を頂くなど大変有意義なものとなって

いる。労働組合の意見を聞き、反映させることは、加入者にとって良いことであると考えている。 

常務理事および職員が母体と兼任の為、連携せざるを得ない状況であります。 

特定健診、特定保健指導の受診率向上には、是非労組からの力も借りたい。 

次回の議員の改選時において、互選議員に労働組合の代表者を組み入れることを考えている。（健保組

合会の決定事項を労働組合に伝えて、反対されるリスクを減らすため。） 

労働組合に関しては従業員の相談や福利厚生など多岐にわたる部分があるため、従業員に対する周知

や情報も多く集まることから、健康に関する連携は大変有意義な点が多いので今後も特に保健事業に

ついては連携していきたい 

労働組合も健保組合も求めるものは、従業員や被保険者のＱＯＬの向上であるので、様々な事を協力

してやっていきたいと思います。 

ない。 

今後、労働組合に対しても健康教育活動の推進の為、協力を仰ぎたいと考えています。 

被保険者に身近な立場として、ぜひ協力してほしい。 

労組も健保も社員の心身の健康が大切であり、協調・共同で行う分野は多いと考える。 

特にありません。 

安全と健康に関しては、労使一体となった取り組みが必要であり、健康保健組合としてもこれまで同

様、労働組合の関与は不可欠であると考える。 

母体企業に労働組合自体がない。 
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［自由記入欄］ 

事業主は保険料を拠出する当事者だが、労組は第三者となる。関与はあるべきだが、相応の関係であ

るべき。 

現状維持。 

会社、労働組合、健康保険組合の三位一体での健康づくり活動を推進しているので、労働組合の関与

は不可欠である。特に労働組合のファミリー向けイベント等にて、被扶養者への健康づくり活動につ

いて連携したい。 

現状労働組合がありません。 

総合健保組合においては、それぞれの事業所における労働組合との関係について承知していません。 

問５は、現在、労働組合がないので、今後、労働組合が出来たとして仮定して回答しました。 

労働組合のない事業所もあるため、連携に関して一概に述べることはできない。 

労働組合が関与することで相乗効果が期待できる活動については積極的な関与をお願いしたい。 

ほとんど関与はありませんが、「健康管理事業推進委員会」のメンバー（１名）として入っています。

（保健事業関係） 

全加入事業所の労働組合の有無を把握しておらず、健康保険組合の事業については、組合会議員並び

に事務担当者及び健康管理委員のご理解とご協力のもとで事業を推進しており、今後もその関係を重

視したい。 

特になし。 

適宜連携していく予定。 
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３．【参考資料】アンケート調査票 

 

健康保険組合における労働組合の関与に関するアンケート調査 
 

公益財団法人連合総合生活開発研究所（理事長：神津里季生）では、健康保険組合と労働組合の連携

により健康増進や医療費適正化等の取り組みを推進することをめざし、2022（令和４）年10月より「企

業年金・健康保険組合の労働組合による関与とガバナンスに関する調査研究」を行っております。健康

保険組合の運営に対する労働組合の関与の実態を把握するため、健康保険組合連合会（会長：宮永俊一）

と共同で「健康保険組合における労働組合の関与に関するアンケート調査」を実施するとともに、健康

保険組合連合会から健康保険組合における保健事業や医療費等のデータを一部提供いただき、これらを

健保組合コードで突合した分析用データベースを作成し、健康保険組合と労働組合の関与の度合いと保

健事業等の実施状況及び特定健診実施率や医療費等のアウトカムとの関係を分析をすることとしており

ます。なお、分析にあたっては、短時間被保険者の大きな異動がある2016（平成28）年度と2019（平成

元）年度のデータを用いることとしております。 

健康保険組合の皆さまのご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

 

★回答は、常務理事や事務長など、健康保険組合と会社、労働組合の関係にお詳しい方にお願いいた

します。 

★本アンケートにおける「労働組合」は、いずれの問いについても、労働基準法に規定される「労働

者の過半数で組織する労働組合」（過半数労働組合）を念頭にお答えください。 

★会社に労働組合がない場合も回答にご協力ください。 

★回答期間は、2024年１月22日（月）から2024年２月16日（金）までとさせていただきます。 

 

＜企業年金および健康保険組合の運営に対する労働組合による関与とガバナンスに関する調査研究委員会＞ 

主    査   駒村 康平（慶應義塾大学経済学部教授） 

委    員   白石 憲一（群馬医療福祉大学社会福祉学部教授） 

委    員   丸山  桂（上智大学総合人間科学部社会福祉学科教授） 

オブザーバー   松本 展哉（健康保険組合連合会総合企画室長） 

委    員   上村 一樹（甲南大学マネジメント創造学部准教授） 

委    員   小林  司（連合生活福祉局長） 

委    員   本多 一哉（連合生活福祉局部長） 

委    員   岩城みのり（連合生活福祉局部長） 

 

（問い合わせ先・担当） 

  公益財団法人 連合総合生活開発研究所 伊藤 

  （〒102-0074 東京都千代田区九段南２-３-14 靖国九段南ビル５Ｆ 電話：03-5210-0851） 
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★ご回答は下記google formリンク先から直接ご入力いただくか、本ファイル上で該当箇所にクリック

していただき、保存したファイルを下記メールアドレスまで送信してください。 

google formリンク： 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbNHJH0X-6OQEKFZMMMNgUzyFmxIKI_WTMcsTrYdLJUOi5nA/viewform?usp=sf_link 

メールアドレス  ： 

rengosoken-web23@rengo-soken.or.jp 

 

健保組合コード 組合名 

 

問１ 2016年度の貴健康保険組合の状況について、それぞれ該当するものをクリックしてください。 

（（１）が「わからなかった」方は問２までお進みください。） 

（１）加入事業所における過半数労働組合の有無 

〇 すべての事業所に過半数労働組合があった  〇 一部の事業所に過半数労働組合があった 

〇 すべての事業所に過半数労働組合はなかった  〇 わからなかった 

（２）組合会の互選議員に占める労働組合関係者の割合 

〇 100％  〇 80％以上100％未満  〇 60％以上80％未満  〇 40％以上60％未満  

〇 20％以上40％未満  〇 ０％超20％未満  〇 ０％ 〇 わからなかった 

（３）互選理事に占める労働組合関係者の割合 

〇 100％  〇 80％以上100％未満  〇 60％以上80％未満  〇 40％以上60％未満  

〇 20％以上40％未満  〇 ０％超20％未満  〇 ０％  〇 わからなかった 

 

問２ 2019年の貴健康保険組合の状況について、それぞれ該当するものをクリックしてください。 

（（１）が「わからなかった」方は「自由記入欄」までお進みください。） 

（１）加入事業所における過半数労働組合の有無 

〇 すべての事業所に過半数労働組合があった  〇 一部の事業所に過半数労働組合があった  

〇 すべての事業所に過半数労働組合はなかった  〇 わからなかった 

（２）組合会の互選議員に占める労働組合関係者の割合 

〇 100％  〇 80％以上100％未満  〇 60％以上80％未満  〇 40％以上60％未満  

〇 20％以上40％未満  〇 ０％超20％未満  〇 ０％  〇 わからなかった 

（３）互選理事に占める労働組合関係者の割合 

〇 100％  〇 80％以上100％未満  〇 60％以上80％未満  〇 40％以上60％未満  

〇 20％以上40％未満  〇 ０％超20％未満  〇 ０％  〇 わからなかった 
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問３ 過去10年間に貴健康保険組合の常務理事及び職員に労働組合役員経験者がいますか。該当するも

のをクリックしてください。 

（１）常務理事など役員 

〇 いる  〇 いない  〇 わからない 

（２）事務長など職員 

〇 いる  〇 いない  〇 わからない 

 

問４ 過去10年間に貴健康保険組合は、次の各活動について労働組合とどの程度連携していますか。ぞ

れぞれ該当するものを一つクリックしてください。 

１．健康教育活動などの共催 

〇 いつも連携している  〇 連携したことがある  〇 連携したことはない   

〇 わからない 

２．体育奨励事業・健康づくり事業への加入者の積極的な参加 

〇 いつも連携している  〇 連携したことがある  〇 連携したことはない   

〇 わからない 

３．組合員への周知・広報 

〇 いつも連携している  〇 連携したことがある  〇 連携したことはない   

〇 わからない 

４．健診・指導の加入者に対する受診勧奨（特定健診・特定保健指導） 

〇 いつも連携している  〇 連携したことがある  〇 連携したことはない   

〇 わからない 

５．健診・指導の加入者に対する受診勧奨（特定健診・特定保健指導以外） 

〇 いつも連携している  〇 連携したことがある  〇 連携したことはない   

〇 わからない 

６．健康管理推進委員会等の場への参画 

〇 いつも連携している  〇 連携したことがある  〇 連携したことはない   

〇 わからない 
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問５ 貴健康保険組合は今後、次の各活動を推進するために、労働組合と連携したいと思いますか。そ

れぞれ該当するものを一つクリックしてください。 

１．健康教育活動などの共催 

〇 とても連携したい  〇 まあ連携したい  〇 あまり連携したくない   

〇 連携したくない 

２．体育奨励事業・健康づくり事業への加入者の積極的な参加 

〇 とても連携したい  〇 まあ連携したい  〇 あまり連携したくない   

〇 連携したくない 

３．組合員への周知・広報 

〇 とても連携したい  〇 まあ連携したい  〇 あまり連携したくない   

〇 連携したくない 

４．健診・指導の加入者に対する受診勧奨（特定健診・特定保健指導） 

〇 とても連携したい  〇 まあ連携したい  〇 あまり連携したくない   

〇 連携したくない 

５．健診・指導の加入者に対する受診勧奨（特定健診・特定保健指導以外） 

〇 とても連携したい  〇 まあ連携したい  〇 あまり連携したくない   

〇 連携したくない 

６．健康管理推進委員会等の場への参画 

〇 とても連携したい  〇 まあ連携したい  〇 あまり連携したくない   

〇 連携したくない 

 

自由記入欄 健康保険組合の運営おける労働組合の関与についてのお考えをぜひお聞かせください。 
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第３章 企業年金・健康保険に対する労働組合の 

関与に係る労働組合等ヒアリング調査 
 

１．ヒアリング調査の実施概要 

 

（１）調査目的 

労働組合・健康保険組合の企業年金や健康保険組合に対する関与の実態について把握する。 

 

（２）調査対象組織の選定基準 

労働組合については、事業所の業種や規模、実施している企業年金の種類や単一型・総合型等の別、

健康保険組合の単一型・総合型等の別に留意して対象を選定した。その上で、産別組織を通じて依頼し、

ヒアリングへの協力が得られた労働組合を調査対象とした。健康保険組合については、一般社団法人健

康保険組合経営研究会2023年度自主研究会の幹事４健康保険組合および事務局ならびにヒアリング調査

先の労働組合がある事務所が加入している総合型健康保険組合にご協力いただいた。なお、ヒアリング

先の労働組合がある事務所が加入している総合型企業年金基金からはヒアリングの協力を得られなかっ

た。 

 

（３）調査対象組織 

労働組合11組織、総合型健康保険組合１組織について、対面（一部オンライン）によるヒアリング調

査を実施した。 

 

（４）ヒアリング調査先基本情報 

調査対象組織名 

（加入産別組織名） 

（上段）インタビュイー1 （上段）実施日 

（下段）インタビュアー2 
（下段）実施企業年金 

：加入健康保険組合 

曙ブレーキ工業労働組合 

（自動車総連） 

中央執行委員長、書記長 

※会社人事課長同席 

2023年11月10日 

※オンライン併用 

駒村、丸山、上村、小林、本

多、伊藤、松岡 

※研究委員会にて開催 

基金型ＤＢ／ＤＣ：単一型 

 

 

日新労働組合 

（運輸労連） 

中央執行委員長、書記長 

 

2024年２月13日 

※オンライン併用 

白石、丸山、伊藤 基金型ＤＢ／ＤＣ：単一型 

 
1 インタビュイーの役職は、ヒアリング時点。 
2 敬称略。 
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調査対象組織名 

（加入産別組織名） 

（上段）インタビュイー1 （上段）実施日 

（下段）インタビュアー2 
（下段）実施企業年金 

：加入健康保険組合 

カルビーグループ労働組合 

（ＵＡゼンセン） 
委員長 

※健保組合常務理事、 

ＵＡゼンセン労働条件局

部長、栃木県支部次長同席 

2024年２月26日 

※オンライン併用 

 

 

本多、伊藤 規約型ＤＢ／ＤＣ：単一型 

イオン労働組合連合会 

（ＵＡゼンセン） 
事務局長、中央執行副委員長 2024年２月27日 

白石、丸山、伊藤 基金型ＤＢ／ＤＣ：単一型 

マルハンユニオン 

（ＵＡゼンセン） 

中央執行委員長、書記長 

※ＵＡゼンセン労働条件局

部長同席 

2024年３月18日 

 

 

駒村、丸山、伊藤 

 

規約型ＤＢ／ＤＣ 

（単一型・総合型）：単一型 

山洋電気労働組合 

（電機連合） 

中央執行委員長 

 

2024年４月８日 

※オンライン併用 

丸山、小林、本多、伊藤、 

堀江 

規約型ＤＢ：総合型 

 

富士通労働組合 

（電機連合） 
副執行委員長 

 

2024年５月７日 

※オンライン併用 

駒村、白石、丸山、上村、 

小林、伊藤、堀江 

基金型ＤＢ／ＤＣ：単一型 

 

ＮＴＴ労働組合 

（情報労連） 

中央本部交渉政策部長、中央

本部中央執行委員（交渉政策

担当） 

2024年８月30日 

※オンラインにて実施 

 

駒村、白石、丸山、上村、 

伊藤、松岡、堀江 

基金型ＤＢ／規約型ＤＢ／ 

ＤＣ：単一型 

ＫＮＴ－ＣＴグループ労働組合 

連合会／近畿日本ツーリスト労働 

組合 

（サービス連合） 

副会長／中央執行委員長 

 

2024年９月13日 

※オンライン併用 

駒村、白石、丸山、上村、 

伊藤、堀江 

基金型ＤＢ／ＤＣ：単一型 

 

ＮＯＫグループユニオン 

（ＪＡＭ） 

中央執行委員長、書記長 

副書記長 

※企業年金基金事務長同席 

2024年10月８日 

※オンライン併用 

 

小林、伊藤、松岡、千谷、 

堀江 

基金型ＤＢ／ＤＣ：単一型 

 

すかいらーくグループ労働組合 

連合会 

（ＵＡゼンセン） 

事務局長、副事務局長、 

事務局次長 

2025年５月７日 

 

岩城、佐伯、伊藤、堀江 

 

ＤＣ（単一型・総合型）／ 

規約型ＤＢ：単一型 
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調査対象組織名 

（加入産別組織名） 

（上段）インタビュイー 
実施日 

（下段）インタビュアー 

健康保険組合経営研究会 

(ＮＸグループ健康保険組合、安田日

本興亜健康保険組合、ジェイティー

ビー健康保険組合、日野自動車健康

保険組合) 

ＮＸグループ健康保険組合 

横山常務理事、安田日本興亜

健康保険組合 猪瀬参与、ジ

ェイティービー健康保険組

合内田事務長、日野自動車健

康保険組合松元事務長、健康

保険組合経営研究会事務局

山尾氏 

2023年９月８日 

※オンラインにて実施 

研究委員会メンバー全員 

※研究委員会にて開催 

電設工業健康保険組合 専務理事、常務理事 2024年７月22日 

丸山、伊藤、堀江 

 

上記以外に、研究委員会の場において、企業年金連合会、枇杷高志氏（あずさ監査法人）にヒアリン

グを行ったほか、健康保険組合連合会、金融庁企画市場局市場課市場企画室・資産運用課との意見交換

を行った。 

 

２．労働組合等へのヒアリング概要 

 

（１）健康保険組合 

① 健康保険組合があることの受け止め 

 

問１－１．労働組合および労働組合員は健康保険組合があることについて、どのように評価

していますか。労働組合および労働組合員は健康保険組合の何に関心が強いですか

（保険料率、付加給付、付属医療機関、保養所、保健事業など）。 

 

１－１－１．健康保険組合の存在に対する評価 

多くの労働組合において、組合員は健康保険組合の存在を制度として当然のものと受け止めて

おり、その意義や恩恵についての認識や実感が希薄であるとの指摘がなされた。特に新卒採用が

中心で他社経験が少ない職場では、健康保険組合の有用性や価値が十分に認識されていない傾向

がある。また、労働組合も健康保険組合のメリットの説明や意見聴取は限定的である先が多い。 

一方で、健康保険組合未加入の職場からの転入者においては、健康保険組合の制度的充実に対

する肯定的な反応も確認されており、制度の有無が体感的な評価に影響することも明らかとなっ

た。健康保険組合の存在が、労働者の健康維持、モチベーションや生産性向上に寄与していると

考える労働組合も複数あった。また、高額療養費給付の迅速な対応等、具体的なサービスに触れ

る場面では、一定の評価がなされている。 
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１－１－２．健康保険組合に対する関心の所在 

健康保険組合に対する関心事項としては、多くの労働組合で保険料率への関心が高い。 

加えて、保健事業に関心を示す声もあった。多くの労働組合において付加給付制度への関心が

高く、出産祝金、医療費自己負担額の上限補助、人間ドック補助、市販薬購入支援制度、扶養家

族への健診実施など、その手厚さが評価されている事例が見受けられた。 

加えて、一部の労働組合では、組合員の年代やライフステージによって関心の傾向に違いがあ

ることも明らかとなった。具体的には、若年層は主に保険料率に関心を示す傾向があり、中高年

層においては健康診断や再検査、付加給付への関心が高い。さらに、女性組合員の間では婦人科

健診補助制度に対する評価が確認されており、関心の多様性がうかがえる。 

 

② 健康保険組合や会社との連携 

 

問１－２．食事の改善や運動の推進、健診の受診勧奨、健康経営など、労働組合と健康保険組

合・会社との連携はありますか。労働組合独自の取り組みはありますか。労働組合

は健康保険組合とどのような関わりを持ったり連携を図ると（例：健康保険組合の

組合会の互選議員に労働組合から選出、健康教育活動の共催、体育奨励事業・健康

づくり事業の共催など）、労働組合員の医療費の削減に効果があると思いますか。 

 

１－２－１．健康施策に関する連携の現状 

労働組合と健康保険組合・会社との連携状況については、労働組合によって温度差が見られた。

連携が比較的進んでいる事例では、労働組合・健康保険組合・会社（人事部）の三者による健康

イベントの共催（例：運動会、歩数計ウォーキングイベント等）や、社員食堂におけるヘルシー

メニュー導入、健康アプリの導入、禁煙支援、インフルエンザ予防接種補助などに取り組んでい

た。また、喫煙・騒音の多い職場の健康保険組合では、難聴・喫煙対策を優先的に実施していた。

こうした取組は、健保財政の改善や組合員の健康意識の向上にも一定の効果を上げているとする

意見があった。 

また、健康保険組合主導の予防医療に対する支援策に対し、労働組合が情報発信や制度利用の

呼びかけなどで協力している事例も見られ、こうした啓発活動が、健保組合制度の認知促進につ

ながっている。 

一方で、連携が限定的なケースも少なくない。労働組合として健康分野は「基本的に会社主導」

との認識が強く、健診受診勧奨や再受診支援は会社が主体となっているため、労働組合側の役割

が限定的であるとの意見も見られた。 

 

 

 

連合総研「新しい時代の保険者自治に向けて」　2025.11　　  263



１－２－２．組合員の健康増進に向けた労働組合独自の取り組み 

労働組合独自の取組みについては、健康増進支援、健診補助等の施策があった。一方で、労働

組合独自の取り組みは行っていないといった先も複数あった。 

具体的な取組内容としては、ある労働組合ではメタボ対策プログラムや人間ドックオプション

受診者への金券支給など、インセンティブによる健康支援施策を展開している。 

また、メンタルヘルス対策が大きな課題となっており、部署を変えてほしいといった希望が労

働組合に寄せられることがある。状況によって、コンプライアンス窓口、外部の通報窓口を案内

したり、ハラスメントに該当しなければ、上司に連絡を取り誤解を解消する話し合いの場を設け

る等の対応をしている。 

健康増進の取り組みが、組合員の健康意識が高まり、医療費の削減に寄与していると考える労

働組合がある。 

今後労働組合が果たすべき役割として、医療費抑制や保険料率上昇の抑制に向けて、情報発信

や制度周知を担うべきとする声もあり、特に若年層への働きかけや就業外でのコミュニケーショ

ン機会の活用が重要であるとの認識が複数の労働組合で見られた。 

 

③ 健康保険組合運営等におけるコミュニケーション 

 

問１－３．健康保険組合の事業や運営に関して、どのようなコミュニケーションが行われて

いますか。どのような場や方法で行われていますか。組合会、理事会とは別に、健康

保険組合に関して労使協議を行っていますか。どの程度の頻度で行っていますか。

コミュニケーションにおいて、困っていることはありますか。労働組合側から健康

保険に関する問題提起を行うことはありますか。互選議員を通じて、あるいはその

他の労使協議を通じて、労働組合の意向が健康保険組合の各種事業（保険料率、付

加給付、付属医療機関、保養所、保健事業など）に具体的に反映された場面はありま

すか。 

 

労働組合と健康保険組合とのコミュニケーションは、概ね組合会や理事会を通じた定期的な情

報共有を中心に行われている。 

複数の労働組合では、健康保険組合の理事や組合会議員に組合役員が選出されており、制度改

定や保険料率の調整、給付内容に関して議論が交わされている。一部の労働組合では、労働組合

が過半数の理事・議員を占め、意見反映の体制が明確に構築されている。 

こうした公式の場の他に、制度改定前には事前に労使間の調整が行われている場合が少なくな

い。また、健康保険組合から労働組合に対し、組合会の前などに議題以外の課題を含め説明が行

われ、意見交換が行われている例が複数確認された。 
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一方、一部の労働組合では、健康保険組合の運営に対し「任せきり」とする姿勢や、理事会・

組合会以外の接点がほとんど存在しないケースも見受けられる。これにより、組合員の声が制度

運営に届きにくくなる懸念もある。特に総合型健康保険組合に加入する事業所の労働組合と健康

保険組合の間の直接的なコミュニケーションは確認できなかった。 

また、労働組合からの問題提起の事例として、ある労働組合で妊婦健診の付加給付や再検査の

ための休暇付与に関する要望を挙げていた（実現には至っていない）。他方、大きな対立や意見の

相違が少ないために、制度変更について事前協議を行いつつも、積極的な提案は少ない労働組合

もある。 

健康保険組合と直接の（定例）協議はなくとも、健康保険制度に関して人事部門や健康管理部

門を通じて柔軟に話し合いができる体制を整えている事例もあるが、その場合も健保事業に対す

る労働組合からの提案や関与は限定的である。 

健康保険組合との連携における課題としては、「健康保険組合からの広報が閲覧しにくい」「組

合の要請だけでは実効性に限界がある」「制度の理解が難しい」などの声が一部で聞かれた。健保

事業の適切な運営に向けては、労使双方の役割を明確にし、互選議員を含めた意見反映のルート

や、非公式な協議の場を活用した労働組合による積極的な取り組みが重要となる。 

 

④ 互選議員・理事の選任方法 

 

問１－４．健康保険組合の組合会の互選議員の選任にあたって、労働組合はどのように対応

していますか。互選議員の選出（立候補）にあたって、地域や事業所、職種、雇用形

態、性別など考慮していることはありますか。（反映された場面はありますか。） 

 

健康保険組合の組合会における互選議員の選出については、多くの労働組合において、労働組

合が主体的に関与している実態が確認された。各労働組合は、地域や職場のバランス、性別、雇

用形態等に配慮する姿勢を一定程度示しているものの、実際の選任方法や配慮内容は組織によっ

て差が見られる。 

単一健康保険組合がある企業の労働組合は、全て互選議員を出していた。立候補者の選定にあ

たって、地域や事業所、職種、雇用形態、性別など考慮している事例としては、 

・一部の労働組合では、性別バランス、地域の偏りを避ける配慮がなされている。 

・複数の組織で構成されている労働組合（労連）においては、業種構成のバランスを考慮して

いる場合もある。 

また、バランスを考慮していない事例としては、 

・以前は地域や事業所の構成を重視していたが、近年は中央本部主導での選出に変化し、女性

参画の重要性が認識されつつも、十分な実現には至っていない。 
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・互選議員の立候補者の選定は執行部の裁量が大きく、長年同一人物が理事を務めるなど、構

成の固定化がみられるといった労働組合もあった。 

・労働組合員の構成比への配慮がなされていない。 

・総合型健康保険組合に加入する企業の労働組合は、互選議員の選任プロセスに関与しておら

ず、健康保険組合のガバナンスにおける労働組合の関与の度合いには開きがある。 

 

⑤ 健康保険組合の互選代表に対する労働組合による支援 

 

問１－５．互選代表が組合会や理事会に参画するにあたって、労働組合は互選代表の組合会

議員や理事に対して何らかの支援を行っていますか（労働組合員からの意見集約結

果の提供、代議員・理事に対する健康保険制度に関する教育等）。 

 

互選代表が組合会や理事会に参画するにあたり、労働組合が互選代表の組合会議員や理事に対

して支援を行っている例は限定的であり、多くの組合では個々の代表の知識や経験に依拠してい

る。 

支援の仕組みが一定程度整備されている例としては、組合会開催前に互選代議員・理事を集め

て議案説明や発言方針の共有を行い、組合役員の意見を事前に集約するなど、組織的な対応がな

されている。重要な議題については丁寧に情報を共有している。 

一方で、互選委員に選ばれるのは組合役員クラスであることから制度理解を自明とするスタン

スが取られている、代表者が自主的に学び対応している、専従役員が長年健康保険組合に関わっ

ており、制度知識を前提とした運用がなされている労働組合もあった。 

健康保険組合運営への労働組合参画の実効性を高める観点からも、労働組合から組合会議員や

理事となった者に対する支援や教育体制の整備が課題である。 

 

⑥ 健康保険組合への対応で苦慮したこと 

 

問１－６．これまでに健康保険組合の大きな制度見直しなどに直面し、労働組合として対応

に苦慮したことはありますか。大きな制度見直しがあった際、労働組合にそれがど

のように伝えられ（保険料率の改訂など）決定に至るのでしょうか。 

 

各労働組合における健康保険組合の制度改定や保険料率見直し等への対応は、企業の制度運営

状況や組織構造に応じて異なっていた。多くの労働組合では、制度見直しがあった際も事前に労

使間での協議や情報共有が行われており、「対応に苦慮した」といった声は少なかった。ただし、

ヒアリングを行った労働組合役員の在任期間に大きな制度改正を経験していないことにより、

「対応に苦慮した」例に多く接することがなかった可能性があることに留意が必要である。 
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たとえば、大きな制度変更時には事前に会社や健康保険組合との協議を経て、組合内での意見

集約や中央執行委員会での審議を通じて対応しており、組合員の理解醸成も図られていた。制度

見直しに関して明確なフロー（中央執行委員会での承認 → 理事会での提案 → 再度の承認 → 

代議員会）を定めており、丁寧なプロセスが制度改定の円滑な実施に寄与している。 

また、保養所の閉鎖や保険料率の改定に際して、人事部門を介した通知を受け、組合内での意

見集約を経て対応した事例もあった。企業側が従業員目線で制度設計を行っている点が評価され

ていたが、高齢者向けの一般保険料が財政を圧迫するなかでの調整、例えば一般保険料を下げる

代わりに介護保険料を引き上げた際には、一部の従業員から不満の声も上がった。 

一方で、これまで大きな制度見直しに直面した経験が少ないという組合もあるが、今後料率引

き上げが予想されることから、対応方針の整備が求められるとの認識も共有されていた。 

このように、制度見直し時の対応は各組合の体制や関係性に依存しているが、共通してみられ

るのは「事前協議」「情報共有」「組合内合意形成」を重視する姿勢である。今後、健康保険財政

のひっ迫が予想され、制度見直しの可能性が高まる中、組合員への丁寧な説明と合意形成の仕組

みの強化がより一層重要になると考えられる。 

 

（２）企業年金 

① 企業年金があることの受け止め 

 

問２－１．労働組合および労働組合員は企業年金があることについて、どのように評価して

いますか。特に、退職金や賃金との関係でどのように評価していますか。労働組合

および労働組合員は企業年金の何に関心が強いですか（加入者範囲（年齢、パート

など）、給付水準、ＤＢ／ＤＣなど採用する企業年金制度のあり方、運用状況など）。 

 

企業年金の制度に対する評価や関心は、労働組合員の年齢層や雇用形態、転職志向、企業風土

などによって大きく異なっている。 

 

２－１－１．退職金との関係・評価 

多くの労働組合では、企業年金制度を退職金制度の一部として肯定的に評価する傾向がみられ

た。例えば、業界特性として退職金制度のない業界の労働組合では、自社の制度を「魅力的」と

する声が多くあがっており、新卒採用中心で長期雇用を前提とした設計が評価されていた。 

一方で、退職金の水準が「世間一般より低水準」との認識がある労働組合では、今後の協議が

必要との問題意識もみられた。 
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２－１－２．関心の所在 

若年層については、転職を前提としたキャリア形成を志向する若年層では、企業年金への関心

は相対的に低くＤＣ制度を利用していない者も多いとする労働組合があった。 

中途採用者（他社経験のある組合員）の事例では、企業年金制度の整備状況や説明会の有無に

対する評価が顕著であり、「当社でよかった」という声もある。 

中高年層や定年後の生活設計を視野に入れる組合員では、年金制度の給付水準や受給方法の柔

軟性に対する関心が高く、「一時金と年金の併用選択ができる制度」を導入していることが評価さ

れている労働組合もある。 

 

２－１－３．制度設計・公平性 

一部の労働組合では、雇用形態による制度の格差（正社員と非正規社員の取り扱い）と公平性

の確保について課題認識を示した。 

 

２－１－４．制度の選択（ＤＢ／ＤＣ）と運用方針 

制度の選択や運用方針に対する関心も組合ごとに異なるが、以下のような傾向が認められる。 

ＤＢ（確定給付年金）からＤＣ（確定拠出年金）への移行にあたっては、労働組合側が教育機

会の整備を企業に求めた事例や、反対姿勢をとりつつも、「組合員の生活の安定を守る」という基

本方針のもと、会社に対して十分な説明、一部年金制度の維持、投資教育の充実と機会確保を導

入の条件として最終的に変更を受け入れた事例があった。 

ＤＣ制度の運用や投資教育に関しては、パッシブファンドをデフォルトに設定し、収益とリス

クのバランスを重視した設計が評価されていた事例があった。 

一方、ＤＣ制度を採用し、会社が教育を実施しているが、労働組合員の関心が然程高くない事

例もみられた。 

企業年金に対する労働組合および労働組合員の評価は、制度の整備状況、情報提供のあり方、

加入者資格の有無、個々人のライフステージやキャリア志向によって大きく分かれる。今後の制

度設計・改善にあたっては、これら多様なニーズに対応する丁寧な情報提供と、労使での協議を

通じた合意形成が一層求められると考えられる。 

 

② 企業年金に関する会社との連携と効果、労働組合独自の取り組み 

 

問２－２．ライフプランセミナーや投資教育など、退職金・企業年金について、会社と連携し

た取り組みを行っていますか。労働組合独自の取り組みはありますか。 

 

企業年金に関する投資教育等については、会社との連携や労働組合独自の取り組みにおいて多

様な様相を示した。以下に主要な傾向と特徴的な事例をまとめる。 
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労働組合独自の取り組み事例としては、複数の組合がライフプランセミナーを開催し、その中

で企業年金制度の説明や投資教育を実施している。 

・労働組合の職場委員長を集めたライフプランセミナーでＤＣを取り上げるなどしている。労

働組合の支部によっては30歳前後の組合員を対象にライフプランセミナーを開催している。 

・組合員向けにウェブでの研修や給与明細の見方などの教育を行っている。 

・60歳から65歳への定年延長に伴い、労働組合が60歳以降の働き方をテーマにしたセミナーを

全国各地で開催している。 

・労働組合は「コンサルティング会社が提供するコンテンツを動画配信」「職場リーダー合宿と

してＤＣの研修を実施」しており、会社独自の取り組み「退職金やＤＣセミナーで使用する

動画を作成し、YouTubeチャンネルに掲載し、社内で配信」との相乗効果で、ＤＣの運用指図

が活性化している。 

・50歳と56歳を対象に、今後の働き方の観点で、健康・お金・生きがいについてオンライン研

修を実施しているが、その中で年金基金の協力を得て年金についても研修を行っている。 

・入社２年目・30歳の組合員に対し、ライフイベントに対してお金をどのように使っていくの

か、企業年金・保険等を含めた全般的な研修を実施。 

・専門家を招いたスポットのセミナーを開催し、組合員の金融リテラシー向上を図っている。 

・労働組合独自で開催したオンラインセミナーが好評で、会社が興味を持ち、その後は会社に

任せた。 

一方で、企業年金に関する取り組みを行っていない労働組合も複数あった。 

・会社と労働組合は別々に取り組んでおり、会社と連携をしたことはない。労働組合は、労働

金庫と協力して全体セミナーを開催し、さらに興味がある社員に対してはｉＤｅＣｏ、ＮＩ

ＳＡ等の資産運用およびローン相談会を個別に実施している。（会社は金融機関と協力して

定年を控えた社員に対しライフプランセミナーを開催している。） 

・会社との連携、労働組合独自の取り組みともに実施していない。 

・労働組合から会社にライフプランセミナーや投資教育の実施を希望しているものの、会社側

のプログラムに組み込まれない。会社側が、ＤＢを基本とし、ＤＣは取り組みたい人が自主

的に取り組むというスタンスをとっていることから、ＤＣの投資教育は資産運用会社の講師

が担当し、会社主導での投資教育や商品選択が出来ていない。 

投資教育に対する取り組みは労働組合毎に異なるが、労使連携か労働組合単独かにかかわらず、

労働組合員の企業年金をはじめとする金融リテラシー向上に向けた体系的な教育プログラムの

構築が求められる。 
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③ 企業年金運営におけるコミュニケーション 

 

問２－３．企業年金に関して、どのようなコミュニケーションが行われていますか。どのよ

うな場や方法で行われていますか。年金委員会（ある場合）に労働組合代表等が参

加していますか。代議員会、理事会とは別に、企業年金に関して労使協議を行って

いますか。どの程度の頻度で行っていますか。コミュニケーションにおいて、困っ

ていることはありますか。労働組合側から企業年金に関する問題提起を行うことは

ありますか。 

 

２－３－１．企業年金に関するコミュニケーション 

多くの労働組合は、年金基金や会社の人事部門と必要に応じて適切なコミュニケーションを図

っているが、一部にはコミュニケーションをあまりとっていないケースも見受けられた。 

具体的には、次のような事例が挙げられる。 

・公式な会議体の他に、基金の事務局と良好な関係を築いており、日常的な雑談の中でコミュ

ニケーションをとっている。 

・自社のＤＢ・ＤＣ制度に関しては、所管部署である人事の担当者と、必要があればいつでも

話ができる関係である。ネットワーク上で１日に２～３回やりとりをすることもあり、日常

的に密なコミュニケーションをとっている。 

 

２－３－２．年金委員会・資産運用委員会への労働組合代表の参加 

年金委員会や資産運用委員会に労働組合代表として参加しているが、運用レポートを確認し、

話を聞いて勉強しているイメージといった労働組合が多かった。参加する労働組合代表が必ずし

も年金制度や商品に詳しくないことが課題と認識している労働組合が多かった。しかし中には、

労働組合も会社と対等に会話できるようＦＰ資格を取得して問題提起していた先もあった。 

また、100億円以上の積立金があるため資産運用委員会の設置が求められている年金基金にお

いて、労働組合の参加打診を受けている例もあった。また、労働組合の参画がない先も複数あっ

た。 

 

２－３－３．代議員会・理事会とは別に、会社と企業年金に関する労使協議を行っているか 

代議員会・理事会とは別に、企業年金について正式な労使協議を行っていない労働組合が多か

ったが、日常的な労使関係の中で企業年金に関する内容の確認などを行う労働組合も多数あった。 

 

２－３－４．コミュニケーションで困っていること 

企業年金制度や運用商品に関する知見が限定的であることを理由に、商品選定等に際して積極

的な意見表明が困難であるとする回答が、多くの労働組合から寄せられた。 
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具体的には、次のような事例が挙げられる。 

・資産運用委員会に参加はしているものの、内容が専門的で難しく、その場で勉強していると

いう姿勢になりがちで、何を質問したら良いのか分からない。 

・資産運用委員会では、運用実績や状況は理解できるものの、具体的にどの金融商品を選択す

るのが良いかについて意見するのは難しいと感じている。 

 

２－３－５．労働組合側からの企業年金に関する問題提起 

労働組合からの問題提起は特にない労働組合が大半であった。一方、退職金の積み上げや年金

の算定期間に関する問題提起をする労働組合もあった。 

 

以上のように、多くの労働組合の担当者が、企業年金制度の複雑さや資産運用の専門用語の難

しさから専門知識の不足を課題として挙げており、具体的な問題提起を行うことへのハードルを

感じている。専門用語を平易な言葉で説明する工夫や、段階的な知識習得プログラムの整備など、

労使双方での取り組みが求められる。 

 

④ 年金基金の互選代議員・理事の選任方法 

 

問２－４．年金基金の互選代議員の選任にあたって、労働組合はどのように対応しています

か。互選代議員の選出（立候補）にあたって、地域、事業所、職種、雇用形態、性別

など考慮していることはありますか。 

 

年金基金の互選代議員の選任については、性別を考慮する労働組合が複数ある一方、特に地域、

事業所、職種、雇用形態、性別などの考慮はしていないという労働組合もあった。 

ジェンダーバランス等の重要性は認識しつつも、選任プロセスの慣行や候補者確保の課題から、

理想的な状況には至っていないという声も聴かれた。 

互選代議員・理事の選任において、性別や地域バランスを考慮する動きが一部で見られるもの

の、多くの労働組合では従来の慣行に基づく選任が続いている。女性参画の重要性を認識してい

るが、組織内の人材の偏りにより対応が難しい事例もある。企業年金に対する多様な加入者のニ

ーズに対応するためにも、計画的な人材育成と選任プロセスの見直しが求められる。 

 

⑤ 代議員・理事への労働組合による支援 

 

問２－５．互選代表が代議員会や理事会に参画するにあたって、労働組合は互選代表の代議

員や理事に対して何らかの支援を行っていますか（労働組合員からの意見集約結果

の提供、代議員・理事に対する企業年金制度に関する教育等）。 
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労働組合による互選代表の代議員・理事に対する支援については、特段の対応を行っていない

という労働組合が多数を占めた。 

特段の対応を行わない理由としては、代議員・理事自ら勉強して対応する。本来は実施すべき

事項であるが、現時点では個別に対応している等が挙げられた。 

企業年金基金の運営、特に資産運用に関しては、「（専門性の高さゆえに）ひたすら一人で勉強

するしかない」、「餅は餅屋でいいのではないか。金融関係の書類は、まずもって用語が分からな

い。」と専門性が高いがゆえの対応の難しさを語る労働組合もあった。 

労働組合による代議員・理事への体系的な支援はなく、企業年金ガバナンスにおける労働側の

実質的参画を制約している。体系的な研修プログラムの提供等、組織的な支援体制の構築が求め

られる。 

 

⑥ ＤＢ制度見直しや年金資産運用方法に関する労働組合からの提起 

 

問２－６．実施しているＤＢ制度の見直しや年金資産運用方法（ＥＳＧ考慮など）、その他に

ついて、労働組合側から問題提起を行ったことはありますか。 

 

実施しているＤＢ制度の見直しや年金資産運用方法等について、労働組合側からの問題提起は

行われていないという労働組合が多数を占めた。 

一方で、資産運用方法について労働組合としての方針を持ち、制度見直しや年金資産運用方法

を検討する際の指針としている労働組合もあった。例えば、 

・ＤＢの運用は、安定した資産形成が望ましく、年金基金に対しても「無理のない運用」を求

める。 

・ＥＳＧ考慮については、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）は「当然自分たちも意識しなけれ

ばならない」と考えている労働組合もあったが、全ての労働組合において、投資にＥＳＧ考

慮を求めたことはないとの回答であった。 

ＤＢ制度の見直しや資産運用方法について労働組合からの積極的な提起が少ない現状は、足元

の運用が良好であることに加え、専門知識の不足やＤＢを「会社が提供する制度」として受動的

に捉える意識も影響していると推察される。 
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⑦ ＤＣの運用実績・商品ラインナップの検証および投資教育に関する労働組合の関与 

 

問２－７．想定利回りと加入者の運用実績の定期的な検証、商品ラインナップの定期的な検

証と見直し、継続投資教育の実施内容・方法等の検討など、ＤＣの実施に労働組合

は関与していますか。 

 

労働組合は、想定利回りと加入者の運用実績等について定期的な検証を実施している労働組合

が複数ある一方、商品ラインナップの見直し、継続投資教育の実施内容・方法等の検討などにつ

いては会社主導で実施しているため、労働組合は直接的な関与をしていないという労働組合が複

数あった。 

一方で、以下のような労働組合の関与事例もみられた。 

・退職金は安定性が重要であるとの認識から、収益の追求よりも、「いかにリスクを抑えて安定

的に運用できるか」を重視し、「リスクヘッジの役割を労働組合が担っている」と考えている

労働組合もある。ＤＣの商品ラインナップについても「ハイリスク・ハイリターンの金融商

品はそもそも導入しない」。これは、ハイリスク・ハイリターンの金融商品は運用が不安定で

怖いという理由ではなく、設定利益率に近づくよう運用できる金融商品が良いという考えに、

組合員からの賛同が得られた結果である。 

・「リスクが高くてもいいからリターンの高い金融商品」は企業年金のコンセプトではないと労

働組合の方針として明確に定めており、労働組合員がより積極的な運用を望む場合は、ＮＩ

ＳＡなどを活用し個人で行うべきだと考えている。 

・ＤＢとＤＣの比率を大きく変更するにあたり、労働組合側から、就業時間内に全組合員を対

象とした継続的な投資教育を会社側へ強く要望し、これを制度変更の条件とした。 

・労働組合主導で開催したＤＣに関するセミナーが好評だったことを受け、会社が投資教育に

興味を持ち、以降は会社主導で投資教育を実施している。 

・ＤＣ商品や制度の見直し時期に会社と交渉し、労働組合として労働金庫の商品をＤＣライン

ナップに入れるべきだと意見した。 

ＤＣ制度における労働組合の関与は、運用実績の定期的な検証、過度なハイリスク・ハイリタ

ーン商品の導入回避といった対応が中心となっている。今後はより一層加入者本位の商品選定や

投資教育の質の向上に向け、労働組合が積極的に関与していくことが望まれる。 

 

⑧ その他（産別・連合への期待） 

産別や連合本部に対する期待・希望としては、他社事例や他産業の情報収集・提供機能を期待

する。年金や資産運用に関する情報発信があれば有難い、勉強会があれば参加したい、といった

意見があった。 
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３．健康保険組合へのヒアリング内容 

 

（１）組合会議員・理事の選出と加入者意思の反映の実情 

組合会議員・理事は、従業員の意見を反映するため、互選議員は100％労働組合から選出するという健

康保険組合を筆頭に、多くの健康保険組合が一定割合を労働組合役員から選出している。一方で、労働

組合の関与面からの議員選出を考慮したことはなく、会社を通じた選出が多数を占め労働組合からの選

出は少ないという健康保険組合もあった。 

組合会議員・理事の多様性については、地域分散を意識している。女性議員を意識的に登用している

先がある一方、全員男性である健康保険組合もある。 

 

（２）互選側議員・理事および労働組合関与の実情 

「労働組合の中央本部の幹部と事前折衝を行う。」「保険料率については会社・労働組合・健康保険組

合の三者で協議する委員会で議論する。」「労働組合は組合会で決まったことを加入者に伝えていくこと

に関しては非常によく機能しているが、意見の吸い上げに関してはなかなか上がってこない。」「今まで

は黒字が続いていたため特段議論の必要がなかったが、赤字見込み予算ということもあり、労働組合側

と議論し始めた。」といった実情がみられた。 

 

（３）健康保険組合における優先順位の判断 

健康保険組合における施策の優先順位については健康保険組合ごとに差異はあるが、概ね以下のよう

な方針に基づき判断が行われている。 

・最優先事項は保険料率である。 

・保険料率およびその労使負担割合を変更する際には、関係者間で数か月にわたり協議を重ねた上で、

慎重に結論を導き出している。 

・付加給付については、可能な限り現行水準を維持するよう努めているが、財政状況が深刻化した場

合には、その見直しを検討せざるを得ない。 

 

（４）健康保険組合の運営の課題認識 

健康保険組合の運営上の課題としては、以下のような点が指摘された。 

・高齢者拠出金の負担が最も大きな課題である一方で、社会保険適用の拡大、介護支援金、子ども・

子育て支援金、オンライン資格確認は、いずれも健康保険組合単独での対応は困難である。 

・マイナンバーカードによる保険証の一体化（いわゆる「マイナ保険証」）については、国の政策とし

て推進されているものであり、健康保険組合が旗振り役となることに対して違和感がある。 

・標準化・電子化のためのルールや規制緩和が一番の課題である。 

・事業主との連携による健康づくり（いわゆる「コラボヘルス」）の、運用面での行き詰まりを感じる。 
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（５）短時間被保険者加入の影響と評価 

短時間被保険者加入の影響による影響について、ヒアリングを実施した健康保険組合においては、被

保険者全体に占める割合が小さいことから、大きな影響は見られなかった。一方で、短時間被保険者に

ついては、保養所や各種補助制度を積極的に利用する傾向があるものの、健康増進に対する意識は正社

員と比較して相対的に低いとの指摘があった。また、女性については、被扶養者を含め、自身の健康よ

りも家族の健康を優先する傾向が見られるとの見解も示された。 

 

（６）健康保険組合財政悪化への対応に関する労働組合の関与 

健康保険組合財政の悪化への対応に際しては、労働組合の理解と協力を得ながら、以下のような施策

が実施された。 

一つは、直営保養所の老朽化により利用率が著しく低下する一方で、会員制保養所の利用率の高まり

を受け、利用実態およびコスト効率等を総合的に勘案した結果、多くの健康保険組合において直営保養

所を閉鎖する判断がなされている。これについては、労働組合からも時代の流れに即したものであると

の理解が示されたとのことであった。 

また、コロナ禍において母体企業が非常に厳しい経営環境に直面したことを踏まえ、労働組合の理解

を得た上で、健康保険料率の引き上げ、ならびに付加給付および保険事業補助の削減が実施された。 

 

（７）健康保険組合経営の目標とメルクマール（指標） 

健康保険組合の経営上の目標については、以下のような点が挙げられた。 

・将来的に加入者の生活の質（ＱＯＬ）に影響を及ぼす重症化の予防に取り組むこと。 

・疾患の早期発見・早期治療を推進し、健康状態の悪化を未然に防ぐこと。 

・加入者の健康維持・増進は、結果的に医療費の抑制につながるとの考えのもと、健康状態を可視化

するための指標として「健康年齢」を導入した。 

 

４．総合型健康保険組合へのヒアリング内容 

 

（１）加入事業所・加入者の状況 

 

問１．近年の加入事業所および加入者の変動の状況について教えてください（加入事業所の

増減、加入事業所の地域的分散や業種の変動、加入者（被保険者・被扶養者）の男女別変

動、短時間被保険者の状況など）。 

 

加入事業所については、近年合併等の影響を受け、事業所数は減少傾向にある。地域的な分布

については、事業所の７割以上が東京都内に所在している。 
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加入者については、被保険者数には大きな変動は見られない。被扶養者数は減少傾向にある。減

少の主たる要因は、夫が就労し、妻および子どもを扶養する家族モデルにおいて、パートタイムで

働く妻が、社会保険の適用対象となるケースが増加したこと、ならびに少子化の進行が挙げられる。 

 

（２）健康保険組合経営上の課題 

 

問２．保険者として、健保組合経営上の課題を教えてください（保険料率の維持、給付水準の

確保、保健事業の推進、マイナンバー対応、高齢者医療の拠出金対応、子ども・子育て支

援金対応、加入事業所の拡大など）。 

 

医療費の増加と高齢者医療への拠出金が健保財政を大きく圧迫している。標準報酬（給与）は

増えていないが支出は増加している。保険料率は医療費高騰の影響があり、平成23年度に引き上

げを実施した。保険料率は事業主負担を少し多めにしている。総合組合の加入事業所は中小企業

が大宗を占めることから、１つの会社では対応できない福利厚生事業を健康保険組合が代行して

いる部分があるためである。 

特定健診、特定保健指導は今後も積極的に対応すべき事項である。家族を含めた受診率向上が

大切であるとの認識。当健康保険組合は、脳ドックを実施している一方、胃の検査にはバリウム

で対応している。世の中の流れとしては内視鏡のニーズがある。今後、脳ドックというスペシャ

ルメニューなのか、定番メニューになりつつある内視鏡を導入するのか考えていく必要があるの

かもしれない。 

保健事業の推進が課題。財政圧迫により、今後も直営の保養所や体育奨励事業に財源を振り分

け続けるかどうかの判断が求められる。もともと関東近辺の事業所の健康保険組合であるため直

営の保養所は関東近辺にあるが、加入対象の事業所のエリア拡大をしたため、遠方の事業所との

公平感が問題になってくるかもしれない。一方で、新入社員研修を保養所で実施するケースもあ

り、保養所があることが従業員の定着率向上につながっている可能性もある。 

 

（３）健康保険組合経営上の課題解決のための加入事業所や被保険者等との連携 

 

問３．上記経営課題に対応するために、加入事業所や被保険者等との連携を行っていること、

連携していきたいと考えていることなどがあれば教えてください。加入事業所の労働組

合と関係があれば教えてください。 

 

各事業所において健康管理推進委員が選任され、加入事業所と健康保険組合をつなぐ役割を担

っている。事業所の意見を聞く場として、健康管理推進委員の会議を開催しているが、意見が出

されることは稀である。 
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加入事業所からの要請により、禁煙・メンタルヘルス・食生活・歯科等の出張セミナー（委託）

を開催している。 

 

（４）組合会議員、理事、監事の選出方法 

 

問４．組合会議員、理事、監事の選出方法（選挙、指名など）を教えてください。組合会議員、

理事、監事の選出にあたり候補者を決める際の考え方（加入事業所、地理的条件、性別、

雇用形態（正社員・短時間社員など）、職種などの考慮の有無など）を教えてください。 

 

互選議員については、立候補制であるものの、候補者の確保が困難であるのが現状である。運

営にある程度理解がないと組織運営は難しい部分もある。労働組合からの立候補か否かについて

は意識していない。結果的に加入事業所の労働組合の役員という場合もあると思う。選定議員に

ついては、事業主団体や工業会より選定議員の推薦を受け、各事業所の承認を得る方式を採用し

ている。 

 

（５）加入者とのコミュニケーション 

 

問５．付加給付や保健事業などの内容などを検討するにあたり加入者の意向を収集するなど

の加入者とのコミュニケーションについて、取り組みがありましたら教えてください。 

 

以前は、加入事業所に１人ずつ委嘱している健康管理推進委員が取りまとめていた体育奨励や

脳ドック・保養所の申し込みおよび健診予約等は、現在ではウェブサイトを通じて加入者自身が

直接行えるようになっている。これにより、担当者の負担が軽減され、健保組合と加入者の個々

との直接的な接点が増える形になっている。 

労働組合には、健診の受診率向上、マイナンバーカードの保険証利用、保養所施設の利用促進

等の広報を連携して行ってもらえるとありがたい。 

 

（６）加入者との直接的な接点と情報提供 

 

問６．加入者との直接的な接点（手続きなど）や加入者に対する情報提供の状況について教

えてください。 

 

機関誌に事業内容や決算報告を掲載している。ホームページ上には各種届出や制度変更を案内

している。 

（５）のとおり、加入者が直接申込手続きを行う仕組みにしつつある。 
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５．【参考資料】労働組合等ヒアリング主な質問事項（調査票） 
 

公益財団法人 連合総合生活開発研究所 

 
労働組合ヒアリング主な質問事項 

 
【健保組合関係】 

 主な質問事項 備考 

１－１ 

労働組合および労働組合員は健保組合があることについて、どの

ように評価していますか。労働組合および労働組合員は健保組合

の何に関心が強いですか（保険料率、付加給付、付属医療機関、保

養所、保健事業など） 

 

１－２ 

食事の改善や運動の推進、健診の受診勧奨、健康経営など、労働組

合と健康保険組合・会社との連携はありますか。労働組合独自の取

り組みはありますか。労働組合は健康保険組合とどのような関わ

りを持ったり連携を図ると（例：健康保険組合の組合会の互選議員

に労働組合から選出、健康教育活動の共催、体育奨励事業・健康づ

くり事業の共催など）、労働組合員の医療費の削減に効果があると

思いますか。 

 

１－３ 

健保組合の事業や運営に関して、どのようなコミュニケーション

が行われていますか。どのような場や方法で行われていますか。組

合会、理事会とは別に、健保組合に関して労使協議を行っています

か。どの程度の頻度で行っていますか。コミュニケーションにおい

て、困っていることはありますか。労働組合側から健康保険に関す

る問題提起を行うことはありますか。互選議員を通じて、あるいは

その他の労使協議を通じて、労組の意向が健保組合の各種事業（保

険料率、付加給付、付属医療機関、保養所、保健事業など）に具体

的に反映された場面はありますか。 

 

１－４ 

健保組合の組合会の互選議員の選任にあたって、労働組合はどの

ように対応していますか。互選議員の選出（立候補）にあたって、

地域や事業所、職種、雇用形態、性別など考慮していることはあり

ますか。 

 

１－５ 

互選代表が組合会や理事会に参画するにあたって、労働組合は互

選代表の組合会議員や理事に対して何らかの支援を行っています

か（労働組合員からの意見集約結果の提供、代議員・理事に対する

健康保険制度に関する教育等）。 

 

１－６ 

これまでに健保組合の大きな制度見直しなどに直面し、労働組合

として対応に苦慮したことはありますか。大きな制度見直しがあ

った際、労組にそれがどのように伝えられ（保険料率の改訂など）

決定に至るのでしょうか。 

 

※総合型健保組合に加入している企業の労働組合の場合、１－３、１－４、１－５について特に留意すること。 
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【企業年金関係】 

 主な質問事項 備考 

２－１ 

労働組合および組合員は企業年金があることについて、どのよう

に評価していますか。特に、退職金や賃金との関係でどのように評

価していますか。労働組合および組合員は企業年金の何に関心が

強いですか（加入者範囲（年齢、パートなど）、給付水準、ＤＢ/Ｄ

Ｃなど採用する企業年金制度のあり方、運用状況など）。 

  

２－２ 

ライフプランセミナーや投資教育など、退職金・企業年金につい

て、会社と連携した取り組みを行っていますか。労働組合独自の取

り組みはありますか。 

  

２－３ 

企業年金に関して、どのようなコミュニケーションが行われてい

ますか。どのような場や方法で行われていますか。年金委員会（あ

る場合）に労働組合代表等が参加していますか。代議員会、理事会

とは別に、企業年金に関して労使協議を行っていますか。どの程度

の頻度で行っていますか。コミュニケーションにおいて、困ってい

ることはありますか。労働組合側から企業年金に関する問題提起

を行うことはありますか。 

  

２－４ 

年金基金の互選代議員の選任にあたって、労働組合はどのように

対応していますか。互選代議員の選出（立候補）にあたって、地域、

事業所、職種、雇用形態、性別など考慮していることはあります

か。 

基金型ＤＢ実施企業の

労働組合のみ 

２－５ 

互選代表が代議員会や理事会に参画するにあたって、労働組合は

互選代表の代議員や理事に対して何らかの支援を行っていますか

（労働組合員からの意見集約結果の提供、代議員・理事に対する企

業年金制度に関する教育等）。 

基金型ＤＢ実施企業の

労働組合のみ 

２－６ 

実施しているＤＢ制度の見直しや年金資産運用方法（ＥＳＧ考慮

など）、その他について、労働組合側から問題提起を行ったことは

ありますか。 

基金型ＤＢまたは規約

型ＤＢの実施企業の労

働組合のみ 

２－７ 

想定利回りと加入者の運用実績の定期的な検証、商品ラインナッ

プの定期的な検証と見直し、継続投資教育の実施内容・方法等の検

討など、ＤＣの実施に労働組合は関与していますか。 

企業型ＤＣ実施企業の

労働組合のみ 

※総合型基金に加入している企業の労働組合の場合、２－３、２－４、２－５について特に留意すること。 
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公益財団法人 連合総合生活開発研究所 

 
総合型健康保険組合ヒアリング主な質問事項 

 
 主な質問事項 備考 

１－１ 

近年の加入事業所および加入者の変動の状況について教えてくだ
さい（加入事業所の増減、加入事業所の地域的分散や業種の変動、
加入者（被保険者・被扶養者）の男女別変動、短時間被保険者の状
況など）。 

 

１－２ 

保険者として、健保組合経営上の課題を教えてください（保険料率
の維持、給付水準の確保、保健事業の推進、マイナンバー対応、高
齢者医療の拠出金対応、子ども・子育て支援金対応、加入事業所の
拡大など）。 

 

１－３ 

上記経営課題に対応するために、加入事業所や被保険者等との連
携を行っていること、連携していきたいと考えていることなどが
あれば教えてください。加入事業所の労働組合と関係があれば教
えてください。 

 

１－４ 

組合会議員、理事、監事の選出方法（選挙、指名など）を教えてく
ださい。組合会議員、理事、監事の選出にあたり候補者を決める際
の考え方（加入事業所、地理的条件、性別、雇用形態（正社員・短
時間社員など）、職種などの考慮の有無など）を教えてください。 

 

１－５ 

付加給付や保健事業などの内容などを検討するにあたり加入者の
意向を収集するなどの加入者とのコミュニケーションについて、
取り組みがありましたら教えてください。 

 

１－６ 
加入者との直接的な接点（手続きなど）や加入者に対する情報提供
の状況について教えてください。 
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第４章 【参考資料】企業年金・健康保険に関する 

データ 
 

１．厚生労働省より開示を受けた企業年金データ 
 

（１）データ取得の目的 

厚生労働省より開示を受けた企業年金データを、労働組合を対象とした企業年金・健康保険に関する

全単組調査と連結、分析することにより、労働組合の関与が企業年金の実施形態や商品選定等にどのよ

うな影響を及ぼし、どのような傾向を示しているのかを把握することを目的とする。 

 

（２）データの内容 

開示請求を行ったデータのうち、厚生労働省が開示対象外とした「資産管理機関の商号又は名称」を

はじめとする複数の項目については、開示データから除外されている。 

2024年９月時点では、2022年度の確定給付企業年金データが開示対象となっていなかったため、暫定

的に2021年度の同データを入手し、分析を進めた。その後、2022年度のデータが開示対象となったため、

2025年１月に改めて開示請求を行った。最終的な分析には、2022年度の確定給付企業年金データを使用

している。 

すべてのデータはExcel形式で提供を受けている。 

 

①2024年９月に開示請求したデータ 

データ名 

【2021年度】確定給付企業年金 事業報告書（基金型）概要版 

【2021年度】確定給付企業年金 事業報告書（規約型）概要版 

【2021年度】確定給付企業年金 決算報告書 様式Ｃ７－イ （オ）その１（１,３,４,６）（基金型）

概要版 

【2021年度】確定給付企業年金 決算報告書 様式Ｃ７－イ （オ）その１（１,３,４,６）（規約型）

概要版 

企業型年金に係る業務報告書（概要版）（2022年４月～2023年３月） 

確定給付企業年金代表事業所一覧（Ｒ４.４.１現在） 

確定拠出年金企業型年金承認規約代表企業一覧（Ｒ５.３.31現在） 

 

②2025年１月に開示請求したデータ 

データ名 

【2022年度】確定給付企業年金 事業報告書（基金型）概要版 

【2022年度】確定給付企業年金 事業報告書（規約型）概要版 

【2022年度】確定給付企業年金 決算報告書 様式Ｃ７－イ （オ）その１（１,３,４,６）（基金型）

概要版 

【2022年度】確定給付企業年金 決算報告書 様式Ｃ７－イ （オ）その１（１,３,４,６）（規約型）

概要版 
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２．健康保険組合連合会より提供を受けた健康保険データ 
 

（１）データ取得の目的 

健康保険組合連合会が保有する（２）のデータを、健康保険組合を対象としたアンケート調査や労働

組合を対象とした企業年金・健康保険に関する全単組調査と連結、分析することにより、労働組合の関

与が健康保険組合の保健事業の運営や医療費の水準等にどのような影響を及ぼし、どのような傾向を示

しているのかを把握することを目的とする。 

 

（２）データの内容 

2016年度（平成28年度）と2019年度（令和元年度）２時点のデータを使用した。主な理由は、以下の

とおり。 

・保健事業実施状況等調査は３年ごとに調査が行われている。 

・2017年に短時間労働者に対する健康保険の適用拡大が行われた。 

・2016年から2019年にかけて、短時間労働者の労働組合組織率が上昇した。 

すべてのデータはExcel形式で提供を受けている。 

 

①「健康保険組合の現勢」の諸データ 

令和元年度及び平成28年度の組合コード、組合名、設立年月日、単一・連合・総合の別、特定健

康保険組合の該当・非該当、被保険者数、被扶養者数、事業所数、医療施設数、保養所数、財政指

標（財源率等）、保険料率、労使負担割合等 

 

②「健康保険組合の保健事業の運営実態と医療費との関連分析報告書」 

令和元年度及び平成28年度の以下のデータ。 

・保健事業実施状況等調査（実施体制：専門スタッフ/組織/広報、実施状況：各種健診/保健指導/

健康教育・健康相談・体育奨励/心の健康づくり/予防接種・常備薬配布） 

・年齢階級別調査（形態、業態、性年代別人数（被保険者/被扶養者）） 

・月報・決算（医療費（入院/入院外/歯科/調剤）、傷病手当金、保健事業３費用計、保健事業費小

計） 

※令和元年度及び平成28年度の各種データを使用して医療費年齢調整を行う。 

 

③令和元年度及び平成28年度の特定健康診査及び特定保健指導の実施率（性別、年齢階級別） 

 

３．社会保険診療報酬支払基金より提供を受けた保険者番号、保険者名データ 
 

「健康保険組合連合会より提供を受けた健保データ」（健康保険組合コードで管理）と、「企業年金・

健康保険に関する調査（全単組調査）」（保険者番号で管理）の突合を目的とする。 

 

以 上 
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